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平成１９年第３回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期９月１１日（火）～９月２６日（水）    （会期１６日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

９月１１日 火 本会議（開会） ・理事者提案説明 

９月１２日 水 本 会 議 
・一般質問 

・質疑、委員会付託 

９月１３日 木 常任委員会  

９月１４日 金 常任委員会  

９月１５日 土 休   会  

９月１６日 日 休   会  

９月１７日 月 休   会  

９月１８日 火 常任委員会  

９月１９日 水 常任委員会  

９月２０日 木 常任委員会  

９月２１日 金 常任委員会  

９月２２日 土 休   会  

９月２３日 日 休   会  

９月２４日 月 休   会  

９月２５日 火 休   会  

９月２６日 水 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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       平成１９年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成１９年９月１１日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成１９年９月１１日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成１９年９月１１日 

          午後 ３時５０分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  森   英 二 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  上 甲 福 重 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  鶴 岡 康 年 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  清 水 享 司 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

    

  

        議  事  日  程 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （３０番 坂本隆重、３１番 浅野豊重） 

 ２ 会期の決定 

  （９月１１日～９月２６日 １６日間） 

 ３ 行政報告について 

 ４ 議会報告第２号 各委員会の視察研修報告 

           について 

 ５ 議会報告第３号 西予市新庁舎建設等特別 

           委員会の中間報告につい 

           て 

 ６ 議案第 ９４号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 

   議案第 ９５号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 

   議案第 ９６号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 
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 ７ 議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ９８号 外国の地方公共団体の機 

           関等に派遣される職員の 

           処遇等に関する条例制定 

           について 

   議案第 ９９号 西予市中山間ふるさと・ 

           水と土保全基金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第１００号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１０１号 西予市墓地設置及び管理 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第１０２号 市道路線の変更について 

   議案第１０３号 市道路線の廃止について 

   議案第１０４号 市道路線の認定について 

 ８ 議案第１０５号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第３号） 

 ９ 議案第１０６号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第１号） 

   議案第１０７号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第１０８号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１０９号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１０号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１１号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１１２号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第１号） 

   議案第１１３号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

１０ 認定第  １号 平成１８年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

１１ 認定第  ２号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ８号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ９号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 
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１２ 報告第  ７号 平成１８年度西予市一般 

           会計継続費精算報告につ 

           いて 

   報告第  ８号 有限会社宇和オービーシ 

           ステムの経営状況につい 

           て 

   報告第  ９号 財団法人宇和町住宅協会 

           の経営状況について 

   報告第 １０号 西予市土地開発公社の経 

           営状況について 

   報告第 １１号 社会福祉法人宇和町社会 

           福祉施設協会の経営状況 

           について 

   報告第 １２号 財団法人宇和文化会館の 

           経営状況について 

   報告第 １３号 株式会社野村町地域振興 

           センターの経営状況につ 

           いて 

   報告第 １４号 株式会社エフシーの経営 

           状況について 

   報告第 １５号 株式会社城川開発公社の 

           経営状況について 

   報告第 １６号 株式会社どんぶり館の経 

           営状況について 

   報告第 １７号 あけはまシーサイドサン 

           パーク株式会社の経営状 

           況について 

   報告第 １８号 株式会社グリーンヒルの 

           経営状況について 

 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名          

 ２ 会期の決定 

 ３ 行政報告について 

 ４ 議会報告第２号 各委員会の視察研修報告 

           について 

 ５ 議会報告第３号 西予市新庁舎建設等特別 

           委員会の中間報告につい 

           て 

 ６ 議案第 ９４号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 

   議案第 ９５号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 

   議案第 ９６号 西予市名誉市民の称号を 

           贈ることについて 

 ７ 議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ９８号 外国の地方公共団体の機 

           関等に派遣される職員の 

           処遇等に関する条例制定 

           について 

   議案第 ９９号 西予市中山間ふるさと・ 

           水と土保全基金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第１００号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１０１号 西予市墓地設置及び管理 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第１０２号 市道路線の変更について 

   議案第１０３号 市道路線の廃止について 

   議案第１０４号 市道路線の認定について 

 ８ 議案第１０５号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第３号） 

 ９ 議案第１０６号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第１号） 

   議案第１０７号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第１０８号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１０９号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１０号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１１号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１１２号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第１号） 

   議案第１１３号 平成１９年度西予市公共 
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           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

１０ 認定第  １号 平成１８年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

１１ 認定第  ２号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ８号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ９号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

１２ 報告第  ７号 平成１８年度西予市一般 

           会計継続費精算報告につ 

           いて 

   報告第  ８号 有限会社宇和オービーシ 

           ステムの経営状況につい 

           て 

   報告第  ９号 財団法人宇和町住宅協会 

           の経営状況について 

   報告第 １０号 西予市土地開発公社の経 

           営状況について 

   報告第 １１号 社会福祉法人宇和町社会 

           福祉施設協会の経営状況 

           について 

   報告第 １２号 財団法人宇和文化会館の 

           経営状況について 

   報告第 １３号 株式会社野村町地域振興 

           センターの経営状況につ 

           いて 

   報告第 １４号 株式会社エフシーの経営 

           状況について 

   報告第 １５号 株式会社城川開発公社の 

           経営状況について 

   報告第 １６号 株式会社どんぶり館の経 

           営状況について 

   報告第 １７号 あけはまシーサイドサン 

           パーク株式会社の経営状 

           況について 

   報告第 １８号 株式会社グリーンヒルの 

           経営状況について 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより平成１９年第３回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より議会招集のごあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成１９年第３回西予市議会定例会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 ことしの日本列島の夏は猛暑が連日続き、岐阜

県多治見市と埼玉県熊谷市ではそれぞれ４０．９

度を観測し、国内の最高気温の記録を７４年ぶり

に更新するという異常な夏でありました。 

 また、新聞報道の一面を見ますと、北極海の海

氷面積が１９７８年の人工衛星の観測開始以来、

最も小さな５３０万平方キロになっているよう

で、このペースで減少が続けば、温暖化を加速

し、異常気象の頻発など気候システムに変化を及

ぼすおそれがあるようです。今まさに真剣に考

え、ともに行動を起こし対策を講じなければ、近

い将来において後悔の念を抱くやもしれません。

このようなことがなきよう常日ごろから私たち一

人一人が地球に優しい環境づくりに心がける必要

があるのではないかと思っております。 

 さて、去る９月８日に西予市から２４名、福井

県坂井市から３０名の関係者が一堂に会し、日本

一短い手紙とかまぼこ板の絵の物語の記者発表を

京都太秦映画村で行ってまいりました。この記者

発表の中で、私はかまぼこ板の絵をこれまでに多

くの人々が支えてこられたことや今回の出会いに

よって京都市が力を合わせ日本の心のふるさと、

文化を発信することのすばらしさを語らせていた

だきました。 

 また、坂井市の坂本市長さんからは、日本一短

い手紙が映画やドラマなどの多くのメディアに取

り上げられたことやこのコラボレーションによっ

て、さらに多くの物語誕生を期待するコメントが

なされました。今回、このように大勢の歓迎者の

もとで記者発表やレセプションが行われたわけで

ありますが、西予市のかまぼこの板の絵と日本一

短い手紙とのコラボレーションをぜひ成功させ、

西予市の文化の高さを全国の方々に知っていただ

くとともに、市としての知名度のアップにつなげ

れればと思っているところでございます。そのコ

ラポのあらわれとして、私どもは首から飾ってお

りますが、日本一短い手紙とかまぼこ板の絵をこ

こにしるしておるところでございます。 

 また、このたびは広く社会の進展に貢献し、顕

著な功績のあった３名の方々に対して、西予市名

誉市民の称号を贈りたく、去る８月２３日西予市

名誉市民選考会に諮問し、それぞれの実績を慎重

にご審議を賜っております。その結果、全会一致

で３名の推戴者の答申をいただいているところで

あります。この後議案として上程させていただい

ておりますので、どうか慎重にご審議を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

 さて、本定例会におきましては、議員の皆様か

らの一般質問をお受けするとともに、名誉市民称

号の贈呈議案３件、指定管理者の指定議案１件、

条例制定１件及び条例改正３件外合計で４６議案

につきましてご審議をお願い申し上げるものでご

ざいます。 

 諸議案の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明をいたしますので、何とぞ慎重にご審議を

いただき、それぞれご決定、ご認定を賜りますよ

うお願い申し上げまして、簡単でございますけれ

ども、招集のごあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び監査委員から提出されました例月出納検査報

告は、お手元に配付のとおりでありますので、お

目通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に３０番坂本隆重君、３

１番浅野豊重君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から９月２６日までの１６

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から９月２６日までの１６日間と決

定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、行政報告についてを議

題といたします。 

 市長から行政報告の申し出がありました。これ

を許可いたします。 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、行政報告の許可を得まし

たので、新庁舎建設位置及び検討状況について行

政報告を申し上げます。 

 西予市新庁舎建設計画については、これまで調

査研究を進めてきたところでありますが、重要な

時期を迎えてまいりましたので、建設位置の問題

とあわせて検討状況についてご報告を申し上げま

す。 

 新庁舎建設計画については、本年に入り庁舎内

での西予市庁舎建設推進委員会を３回、西予市庁

舎建設計画市民検討委員会を３回開催するほか、

関係部局における内部検討を進めてきたところで

あります。新庁舎の建設は、現段階では、平成２

２年度中に本体工事を完成し、平成２３年４月か

らの開庁を考えております。 

 次に、新庁舎の位置についてでありますが、建

設の場所により庁舎の規模、施設配置、建設経費

など事業計画に多大の影響が生じますため、今後

の具体的な検討を進める上で、まず位置の決定が

大変重要であります。本年３月２２日に西予市庁

舎建設計画市民検討委員会から交通立地条件面や

既存施設の利活用面、建設規模、経費の削減等の

検討を踏まえた中で、新庁舎の位置については、

現在地を中心とする場所が適当であるとする中間

答申を受けたところであります。これまでの検討

やもろもろのご意見等を精査し、現在の位置につ

いては、次のように評価されているところであり

ます。 

 １、交通立地面で利便性が高く、位置関係や周

辺事情が市民に十分理解されていること。２、既

存施設等を併用することで、規模、経費ともに縮

小、削減が図られること。３、ＪＲ駅、郵便局、

金融機関等の公共的施設や中心市街地が隣接し、

これらの施設、機関との連携を含めて総合的なま

ちづくりへの相乗効果が期待できること、こうし

た検討の経緯を踏まえ、市といたしましては、基

本的に現在地を中心に建設することとし、今後の

検討を進めてまいりたいと考えておりますので、

市議会並びに市民の皆様のご理解を賜りたいと存

じます。 

 今後は新庁舎の規模と施設配置の既存施設の取

り扱い、これらに伴う事業経費等につきまして、

専門技術者からの提案や経費の試算等を交えてよ

り具体的な検討を進めたいと考えております。こ

のため、できるだけ早期に基本設計業務に入り、

詳細部分も含めた検討を行いますとともに、平成

２０年度には、実施設計業務に着手したいと考え

ておりますので、ご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げ、行政報告といたします。 

 平成１９年９月１１日、西予市長三好幹二、お

願いを申し上げます。 

 

○議長 以上で行政報告は終わりました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議会報告第２号「各委

員会の視察研修報告について」を議題といたしま

す。 

 第２回定例会の議決に基づき実施いたしました

各委員会の視察研修結果について、各委員長の報

告を求めます。 

 まず、議会運営委員長浅野忠昭君。 

 

○浅野忠昭議会運営委員長 議会運営委員会視察

研修報告を申し上げます。 

 議会運営委員会では、８月８日から１０日まで

の３日間、岡山県井原市及び京都府綾部市におい

てそれぞれ議会関係者と議会運営上の諸問題につ

いて忌憚のない意見交換を行い、市民に開かれた

議会改革について研修を行いました。 

 まず、井原市は、平成１７年３月に１市２町が

合併し新井原市が誕生している。人口は４万６，

０００人余りの岡山県西部に位置する中山間地で

ある。平成１５年に新庁舎が建設され、近代的な

行政サービスが行われている。 

 また、庁舎に隣接して平櫛田中の市立美術館が

設置されており、文化を感じる町でもあった。 

 議会においても、すべての活動において１市２

町の互いを意識したバランス感覚のすぐれた議員

ばかりのようであり、議会人事、会派活動におい
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ても、議長を中心に円満な議会活動が行われてい

るようであった。特徴的なことは、議会改革は積

極的に取り組みされており、ＣＡＴＶによる本会

議生中継が行われており、さらに今後は常任委員

会の生中継も提案されている。政務調査費の領収

書添付はもちろん、議長交際費の内容を毎月ホー

ムページで一般公開している。一般質問において

は、初回は一括質問、２回目以降は自席において

一問一答方式で６０分の質問時間で回数制限な

し、ただしテレビ中継もあり、事前に執行部と十

分にヒアリングをされているようである。 

 また、常任委員会は隔日開催で、総務文教委員

会を最後の日程にしており、予算審議等で不都合

が起きた場合、歳入を所管する総務は、最後に判

断するとしている。 

 なお、新庁舎、田中美術館、ＣＡテレビの視察

も行いました。 

 次に、綾部市は、グンゼ発祥の町、工業と農業

が両軸となっている。人口３万８，０００人の京

都府のほぼ中央、丹波高原の中にある市である。

庁舎は古く、歴史を感じる建物であった。特に限

界集落に対する地域振興策として、水源の里条例

の制定などが全国的に注目されている。 

 議会においては、議員１８名の２常任委員会

で、特に日曜議会の開催を平成１１年３月議会か

ら実施して、市民傍聴の便宜を図っている。 

 また、予算・決算審査を全員審査方式にし、理

事者出席の中で総括質疑を実施している。その他

行政視察年２回、議案等の文書は議会内の机の上

に配付し、緊急以外は郵送しないことや議会のＩ

Ｔ化を図り、各会派にパソコンを設置し、インタ

ーネット接続を可能にしている。 

 また、一般質問は対面方式で、１人３０分を会

派で管理している。条例改正議案には、新旧対照

表の配付を義務化しているほか、政務調査費は昨

年から倍増となり、年額２０万円になっているな

ど議会活動の公開と改革を積極的に行われてい

た。全国的に行政改革、地方分権の流れが顕著で

あり、今までの慣習や実例にこだわることなく、

市民の期待にこたえられる議会への勇気ある改革

が必要であると感じました。 

 最後に、井原市、綾部市の両市議会において快

く研修の対応をいただいたことに感謝を申し上

げ、視察研修の報告といたします。 

 平成１９年９月１１日、議会運営委員長浅野忠

昭。 

 

○議長 次に、総務常任委員長藤井朝廣君。 

 

○藤井朝廣総務常任委員長 おはようございま

す。 

 それでは、総務常任委員会視察研修の報告を申

し上げます。 

 総務常任委員会では、７月１８日から２０日ま

での３日間にわたり、北海道帯広市及びニセコ町

を訪問し行政視察を行いましたので、その概要を

報告いたします。 

 まず、帯広市では、経済の低迷や少子・高齢化

など社会環境の大きな変化と財政状況を含め自治

体を取り巻く厳しい環境に対応すべく、平成１２

年度から１５年度までの４年間で取り組まれた第

１次行政改革、さらには国の三位一体の改革や税

収の落ち込み、経済の停滞等により地方自治体を

取り巻く環境は、これまで以上に厳しい状況とな

っていく中で、第１次行政改革を総括し、継続的

で安定した財政基盤の確立が重要であると、平成

１６年度から２１年度を期間として取り組まれて

いる第２次行政改革について研修を行いました。 

 第１次行政改革の主な取り組みとしては、福祉

施設の管理運営の社会福祉法人への移行、道路、

上下水道の管理業務の民間委託、公債費の繰上償

還、一時借入金、入札方式の導入など財政運営の

見直しが上げられています。特に民間委託を中心

とした事業の見直しと内部改革に積極的に取り組

むことにより、行政のスリム化を進め、職員数に

ついては、４年間で１２０名の減員、５２億５，

８５５万円の財政効果額等のことでありました。 

 そして、第１次行政改革を総括した上での第２

次行政改革においては、財政構造改革、効率的行

政運営、協働のまちづくりを３つの基本方向とし

て平成２１年度を最終年の年６年間で財政効果額

にして１８４億３２万円を目標に現在取り組まれ

ている状況でありました。本年度で４年次目とな

るわけでありますが、今までの主な取り組みとし

ては、事務事業評価による事務事業の見直し、特

定目的基金の統廃合、債務負担行為に係る借入金

の低金利の借りかえ、職員数の削減、職員給与の

臨時的引き下げ等人件費の抑制、使用料、手数料

の改定によるランニングコスト１００％回収等が

掲げられますが、この４年間でそれぞれ各年度の
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予算に反映できた累計の行政効果額は９４億５，

６００円との算定でありました。西予市と比較し

て、おおむね人口で３．５倍、予算規模で３倍と

実際の規模こそ違いはありますが、具体的な実施

項目についてそれぞれ数値目標を決定し、改革、

改善に取り組む姿勢には、強い意気込みを感じる

とともに、今後の西予市の進むべき方向の参考に

なるものでありました。 

 次に、視察を行ったニセコ町では、農業と観光

が中心の人口４，６００人余りの町で、全国に先

駆けてまちづくり基本条例を制定した自治体であ

ります。当地では、主にこのニセコ町まちづくり

基本条例について研修を行いました。 

 当条例は、町の財政悪化をきっかけに、平成６

年度当時の町長でありました現衆議院議員逢坂誠

二氏の住民の痛みを伴う政策も避けられない。実

態を知ってもらう必要があるとの考えのもと、７

年の歳月をかけ、平成１３年に施行されたもので

あります。住むことが誇りと思えるまちづくりを

基本概念に情報の共有と住民参加を２大原則とし

ています。説明を受けた中で、特に情報の共有、

情報の公開については、目をみはるものがありま

した。その内容は、町民が主体的なまちづくりを

行い議論するために、町の情報は町民共有の財産

であるとの認識のもと、行政情報を体系的に管理

するファイリングシステムを独自に構築し、文書

の私物化を徹底的に排除し、情報を共有化するこ

とでだれでも情報を活用することができるように

なっている点でありました。 

 また、町の予算は本来町民のものであり、行政

に毎年度の予算を町民にわかりやすく説明する責

務があると、「もっと知りたいことしの仕事」と

題した予算説明書を平成７年度から毎年５月に町

内全体に配布する取り組みなどが行われておりま

した。そのほかまちづくり町民講座、住宅提案型

予算制度、未成年者のまちづくりの参加等種々の

取り組みは町の憲法であるニセコ町まちづくり基

本条例を基軸になされていますが、この条例自体

が町民みんなで育てる条例として４年に１度見直

しを行い、社会経済情勢の変化に即した条例に改

正している点も特筆すべき事項でありました。内

閣府が平成１４年に行った人口２０万未満の市町

村職員を対象にしたアンケートで、目標とする市

町村全国１位になった町であることを痛切に感じ

られるを得ませんでした。 

 今回の行政視察を終え、特に西予市として将来

を見据えた行財政構造の転換を推進していく上

で、市民が納得できる議会として役割を果たすよ

う、さらに研さんを深めていきたいとの考えであ

ります。 

 以上で総務常任委員会の視察研修報告といたし

ます。 

 総務常任委員会委員長藤井朝廣。 

 

○議長 次に、厚生常任委員長大竹忠盛君。 

 

○大竹忠盛厚生常任委員長 厚生常任委員会の視

察研修報告を行います。 

 当委員会は、７月１２日から７月１４日までの

３日間の日程で、横浜市市立みなと赤十字病院、

東京国際展示場で開催されました自治体総合フェ

ア２００７の視察研修を行いましたので、その概

要についてご報告を申し上げます。 

 今回の研修目的は、まず横浜市立みなと赤十字

病院では、全国でも最初に指定管理者制度を導入

されました病院でございます。その経営改革につ

いて学びました。病院は市民の安心・安全を守る

上で今後の西予市市立病院の経営改革にどう生か

していくべきかということも目的として研修を行

いました。横浜市長の考えとして、民間でできる

ものは民間へと、あらゆる部門で再検討がなさ

れ、その中の一つに市立病院のあり方を検討せよ

ということで病院のあり方検討委員会が設置され

ました。背景には、毎年十数億円という赤字が一

般財源を悪化させているということで、このまま

ではますます赤字が膨らむという判断で導入され

たとの説明でありました。実施に当たりまして

は、市民や議会の一部、特に労働組合の強い反対

があったと聞いて伺いました。職員につきまして

は、ほとんどが関連の市立病院の配置転換で解決

をされております。これに至るまでには、必要に

応じて患者の皆さんの説明会、地元市民の皆さん

への説明会、十分な市民に対する説明会が１０回

に及び熱心な議論が交わされたと経緯の説明がご

ざいました。建設に当たりましては、特に今日的

な状況にかんがみ、災害時に対応した強い免震構

造を採用し、屋上にはヘリポート、海の側には船

着き場の確保と災害時の対応は万全であり、建設

費も３８５億円という巨額の投資でありました

が、担当者は同じ建物でも民間で建設すれば６割
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程度でできるのではないかと、そのぼやきが心に

残った一言でありました。 

 指定管理者導入については、対象を１７の大学

病院、６つの法人に案内をされましたが、希望は

２つの病院で、選考の結果、日本赤十字病院に決

定をいたしました。契約は３０年、赤字補てんは

原則しない。しかし、市が特別に要請をされまし

た緩和ケアセンター、アレルギー疾患治療に対し

ては、特別に市が２億円を助成して対応をしてい

るということでございました。主な経緯と協定に

ついて、以下の６点を基本に具体的で的確な運営

がされていたと感じました。 

 その１つは、あり方検討委員会の最終答申、２

つ目が、市立病院の経営改革について、特に公営

と公設民営の比較試算を十分になされていまし

た。３つ目が、指定管理者の指定条件について、

かなり詳しく資料を提示されておりました。４番

目に、指定管理者評価結果報告、以上の４点を踏

まえられまして管理に関する基本協定を市側と病

院側で結ばれております。 

 さらに、６点目に協定に基づく業務点検結果報

告を指定管理者に求められておりました。 

 以上の６点をもとに指定しました病院運営が市

民のためにどう生かされているか、病院の業務、

経営、役割等についての結果をすべての市民に情

報公開をし、万全を期しているという説明でござ

いました。今自治体病院に求められる医療機能や

経営スタイルの一例がここにもあると痛感をいた

しました。 

 次に、自治体フェア２００７と題して介護フェ

ア、省エネ、リサイクルフェアの研修を行いまし

た。 

 介護フェアのテーマは、みんなが安心、明るい

介護、主な企業がそれぞれのテーマに基づきまし

て展示会を開いていました。省エネコーナーで

は、環境と共生の地域づくりを目指してというテ

ーマで、地域環境に優しい持続可能な地域づくり

を提案して各種展示や説明会が催され、多くの自

治体関係者が参加をされていました。 

 当委員会は、自治体フェアトップが語る自治体

経営、市民との協働によるまちづくりというテー

マで、埼玉県草加市木下市長の講演を聞きまし

た。特に市長は、市民、団体、企業及び行政の役

割を明確にする中で、市民が主体であることを根

幹によりよい市民サービスを提供するとともに、

財源を効率よく執行していく行政サービスのあり

方と課題について強調されました。そのほか特に

印象に残った話を紹介いたします。 

 １つに、市役所を変える視点として、市民と協

働できる市役所に。２つ目は、市民サービス業と

しての自覚。３つ目は、経営感覚の導入。最後

に、新しい広域行政に備えた取り組みの必要性、

これらを達成するためには目標を設定し、達成度

をチェックしているということでございました。 

 市民サービスについて、総合窓口を水曜日は２

１時まで、日曜日の窓口開放など、これらの職員

は時差出勤で対応しているという実践事例が報告

されました。 

 一方、市民との協働では、市民の熱意、水平思

考、多様な知見、実験的な取り組みが必要で、そ

のためには職員の支援、まちづくり条例、規則等

自治体側の条件整備の必要性等について講演さ

れ、草加市のまちづくりは、基本的に快適な環

境、安心と安全、地域との共生を柱にしたまちづ

くりを進めていると結ばれました。 

 台風襲来のため１日延びてしまいましたが、西

予市の今後の施策に役立つ有意義である研修であ

ったことを申し上げ、視察研修の報告といたしま

す。 

 厚生常任委員会委員長大竹忠盛。 

 

○議長 次に、産業建設常任委員長田中剛君。 

 

○田中剛産業建設常任委員長 産業建設常任委員

会行政視察研修報告を申し上げます。 

 産業建設常任委員会では、７月２４日から２６

日にかけ、福島県喜多方市及び新潟県加茂市の行

政視察を行いました。 

 まず、喜多方市におけるグリーンツーリズムの

まちづくりについて報告申し上げます。 

 喜多方市は全国的に有名なラーメンの町であ

り、年間１６０万人が訪れる観光の町であるとと

もに、全世帯の２６．５％が農家世帯という農業

の町でもあります。観光面では、交通アクセスの

向上等により、新たな魅力の創造が求められ、農

業では、従事者の高齢化を初め水稲を中心とした

農業形態が多く、米価の下落、生産調整の増加等

により厳しい農業経営を迫られています。このよ

うに観光と農業の双方に課題を抱える中で取り組

んだのがグリーンツーリズムのまちづくりであり



－10－ 

ます。この活動は、観光と農業を融合させ、農村

地域にもともとある資源を有効活用し、都市から

の交流人口の増加を図るもので、修学旅行生を中

心とした農家体験、農家に泊まって農作業をして

もらうなどの体験を基盤に、平成１１年度には３

２６名だった交流人口も今では約８，０００人へ

拡大し、グリーンツーリズムを核とした地域づく

りが進展しています。この成功の要因としては、

地域や農業者等の取り組みに対して、行政、農協

が一体となって支援を行うとともに、グリーンツ

ーリズムの町宣言により、市民の理解が深まり、

全市で積極的な事業展開が図られていることが上

げられます。 

 また、人づくりに重点を置いた施策を展開し、

研修会の開催やインストラクター育成講座へ人材

を派遣し、ここで育成された人材が支援組織サポ

ーターとして活躍されています。現在では、グリ

ーンツーリズムによる交流人口の増加が新たな需

要を発生させ、地域の活性化につながることを多

くの人が認識しています。西予市においても、観

光と農業の融合は魅力的なものであり、同じよう

な課題を抱える現状にあって、今後取り組んでい

く事業だと感じました。交流人口の増加を図ると

ともに、そこから生まれる需要が大いに期待でき

ると考えます。 

 次に、特定法人貸付事業について申し上げま

す。 

 著しく高齢化が進み、近い将来担い手の減少に

よって農業生産が困難な地域が発生することを心

配しています。 

 また、農地の荒廃が進み、市全体で１３４ヘク

タールが遊休農地となっています。そのため、法

人の農業参入により遊休農地の解消と担い手の確

保、都市との交流拡大によって農業振興と地域の

活性化が図られています。西予市でも高齢化、担

い手の減少問題は深刻であり、遊休農地の問題の

も同様です。法人の農業参入は、個人農家にとっ

ては打撃を受ける可能性もあり、慎重に取り組む

べきと考えますが、遊休農地の有効利用、基幹産

業の活性化が望めるものであり、検討すべき事業

と考えます。 

 次に、加茂市における商店街近代化事業につい

て報告申し上げます。 

 北越の小京都と言われる加茂市にとって、商店

街は重要な地域文化の担い手であり、景観上も不

可欠の存在です。各地で大型店の進出により商店

街が衰退している中、加茂市の商店街は健在で、

昭和５５年以来商店街近代化事業を進めていま

す。多額の公費と地元負担により、街路拡幅と店

舗改装を行う事業が着々と進捗しています。 

 また、大型店の過度の進出を抑制し、大型店と

商店街との間に調和と共存を図る政策をとってい

ます。 

 また、全国に先駆けて採用した無担保無保証の

中小企業特別小口融資資金は、個人商店や個人飲

食店、商工業関係の人たちに対する愛の手となっ

ています。西予市においても、駅前からの商店街

近代化を図るとともに、古民家再生、中町の町並

み保存等を結びつけ、西予市の中心市街地活性化

事業を手がけていくことにより、大勢の観光客、

買い物客が訪れると考えます。 

 現地視察においては、ＪＲ加茂駅から１．５キ

ロメートルに及ぶメーンストリートに連なる既存

市街地商店街の視察を行いました。商店街それぞ

れが異なるアーケード、舗道を整備しており、商

店街ごとに趣向を変えた各種集客事業を展開され

ていました。 

 以上で当委員会の視察研修報告を終わります。 

 平成１９年９月１１日、産業建設常任委員会委

員長田中剛。 

 

○議長 以上で各委員会の視察研修報告を終わり

ます。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議会報告第３号「西予

市新庁舎建設等特別委員会の中間報告について」

を議題といたします。 

 西予市新庁舎建設等特別委員会委員長山本昭義

君の報告を求めます。 

 

○山本昭義西予市新庁舎建設等特別委員長 西予

市新庁舎建設等特別委員会の中間報告を行いま

す。 

 平成１８年６月定例会において本委員会が設置

され、以来きょうまで計６回にわたり委員会を開

催し、精力的に調査研究活動に取り組んでまいり

ました。これまでの経過並びに結果について、そ

の概要をご報告申し上げます。 

 西予市合併時における合併協定の中で、国の財

政支援が受けられる合併後１０年以内に交通の事
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情、他の官公署との関係など市民の利便性を考慮

して、宇和町内に新しい事務所を建設するとの確

認がなされております。現在の本庁舎は、昭和３

１年４月に建設されたものであり、建物の老朽化

が著しく、耐震基準にも適合していないため危険

であるとともに、手狭であり、事務所が複数の建

物に分散するなど、市民の利用、住民サービス面

からも大変不便を来している状況であります。こ

うした状況にあるため、第２回委員会において、

さきの合併協定に基づき新庁舎を建設することに

ついて全会一致で賛成いたしました。 

 次に、新庁舎の建設位置について協議を行いま

した。庁舎建設には、数十億円規模の事業費が見

込まれ、市の財政面に及ぼす影響が懸念されると

ころであり、慎重かつ広範な観点から意見の集

約、協議を重ねてまいりました。その結果、第５

回委員会において、当委員会としては賛成多数で

新庁舎建設は現庁舎の位置を中心に計画すべきで

あるとの結論を出しましたので、西予市新庁舎建

設等特別委員会の中間報告とさせていただきま

す。 

 なお、今後基本設計に向け委員会としての意見

の集約を図ってまいりたいと考えております。 

 平成１９年９月１１日、西予市新庁舎建設等特

別委員会委員長山本昭義。 

 

○議長 以上で特別委員会の中間報告を終わりま

す。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９４号「西予市

名誉市民の称号を贈ることについて」から議案第

９６号「西予市名誉市民の称号を贈ることについ

て」までの３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第９４号、第９５号及び第９６

号の「西予市名誉市民の称号を贈ることについ

て」の３件は、関連がございますので、一括して

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本年３月議会で議決いただきました西予市名誉

市民条例では、西予市発足の平成１６年４月１日

を基準日として、故人となられている方につきま

しては旧町の名誉町民、また基準日に健在であり

ました方については名誉市民として引き継ぎ、待

遇及び特典についても本条例を適用する旨の特別

措置を附則に加えており、現在西予市の名誉市民

は４名であります。 

 今回、西予市として新たに名誉市民の選定をい

たしたく、市民の代表者等による西予市名誉市民

選考委員会を設置し、これまでのご功績をもとに

名誉市民に選定すべきものを公正に審査いただ

き、去る８月２３日委員会より、池田忠幸氏、酒

井正直氏、宇都宮象一氏を名誉市民に推挙するべ

きものと決した旨の答申を受けたところであり、

本日提案申し上げるところであります。 

 まず、議案第９４号の池田忠幸氏は、野村町の

ご出身で、昭和４６年から２期８年にわたり野村

町長、昭和５４年から７期２８年の長きにわたり

愛媛県議会議員として町政並びに県政の推進に携

われ、平成８年には愛媛県議会議長に就任される

など高い識見と政治力によって愛媛県の発展に大

きな痕跡を残されました。そのほか議員歴、団体

歴、ご実績は数多く、それぞれの要職を歴任さ

れ、一貫して地方自治に貢献されたご功績はまこ

とに偉大なものでございます。 

 池田氏は現在も八幡浜中央農業共済組合長並び

に愛媛県農業共済組合連合会長、全国農業共済協

会副会長、愛媛県農業会議会長等の要職にあって

ご活躍をされておられます。 

 議案第９５号の酒井正直氏は、明浜町のご出身

で、昭和３０年に旧明浜町合併前の豊海村の議会

議員、さらに昭和３７年には明浜町議会議員とな

られ、通算１８年余りに及ぶ議会議員としてご活

躍されており、昭和４５年から２年間議長の要職

もつかれております。昭和５３年２月から明浜町

長にご就任以来７期２６年の長きにわたり町長を

務められ、平成５年から２年間、愛媛町村会長に

就任されております。 

 また、平成１６年４月の西予市誕生にあって

は、西予市長職務執行者として新市発足時のかじ

取りをいただくなど、これまでの長きにわたりそ

の政治手腕を発揮され、地方自治進展に寄与され

たところであります。 

 議案第９６号の宇都宮象一氏は、宇和町のご出

身で、昭和３３年宇和町議会議員に初当選以来、

３期１２年町議会議員を務められ、昭和５７年か

ら６期２２年の長きにわたり宇和町長の要職を務

められました。平成１１年から２年間、愛媛県町

村会長並びに全国町村会副会長としての重責にあ
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って、町村自治確立のためご尽力をいただきまし

た。昭和５７年から２２年にわたり東宇和事務組

合長、また平成１４年から２年間は、東宇和・三

瓶町合併協議会会長としてその手腕を発揮され、

１６年４月の５町合併新市誕生に格別のご指導、

ご尽力をいただいたところであります。 

 なお、酒井正直氏と宇都宮象一氏におかれまし

ては、自治功労として平成１６年秋の叙勲で旭日

小綬章を受章されておられます。 

 以上、池田氏、酒井氏、宇都宮氏の主な経歴に

ついてご紹介申し上げましたが、そのご功績、ご

功労、ご実績を上げれば、まさに枚挙にいとまが

ありません。３名の方々は、将来を見越した洞察

力、説得力、指導力により独自の政治手法を駆使

され、地方自治の進展に寄与されました。これま

でのまちづくりに果たされた偉大な痕跡は、皆様

方のご記憶に新しいことであります。どうかこの

ご実績を後世にわたり顕彰するとともに、ともに

限りない謝意と祝福を要請させていただきたいと

存じます。 

 以上、３名の方に西予市名誉市民の称号を贈る

ことによって、西予市名誉市民条例第３条の規定

に基づいて議会の同意を求めるものでございま

す。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９４号から議案第９６号までの３件につ

いては、会議規則第３７条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第９４号「西予市名誉市民の称号を

贈ることについて」は原案のとおり同意すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９４号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９５号「西予市名誉市民の称号を

贈ることについて」は原案のとおり同意すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９５号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９６号「西予市名誉市民の称号を

贈ることについて」は原案のとおり同意すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９６号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第９７号「高山漁

港小浦船揚場の指定管理者の指定について」から

議案第１０４号「市道路線の認定について」まで

の８件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第９７号「高山漁港小

浦船揚場の指定管理者の指定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 この施設は、漁業経営の安定に資するため、漁

船の定期的な点検補修のため平成９年３月に漁港

改修事業により整備された施設であります。 

 今回の指定管理者の候補者として、非公募によ

り明浜漁業協同組合を選定いたしましたので、そ

の指定について議会の議決を求めるものでありま

す。 

 その理由といたしましては、本施設の利用者の

大半が漁協組合員であることや漁船の船揚げを対

象とすることから、漁船登録の有無の確認が容易

であり、施設の健全な管理運営及び適切な処理が

期待できるとともに、船揚げ時等での事故に際し

て、船舶損害保険の対応に熟しており、万全の態

勢が図られると判断したものであります。 

 なお、明浜漁業協同組合の概要及び運営計画概

要につきましては、別添の参考資料をご参照くだ

さいませ。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま
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すようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第９８号「外国の地方

公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 世界の発展途上国等からの要請を受けて日本政

府が行う政府開発援助の一環として国際協力機構

が実施する海外ボランティア派遣制度いわゆる青

年海外協力隊があり、全国からこれまで約３万人

の隊員が世界各国へ派遣され、支援活動を展開し

ております。発展途上国の国づくりや人づくりに

貢献する青年海外協力隊の活動は、直接的経済援

助と異なり、人的、技術的な草の根活動でありま

して、相手国からも高い評価をされており、大変

意義のある国際貢献活動であります。この派遣制

度に参加する場合、企業または自治体に在籍した

まま参加できる現職派遣制度があり、派遣者の派

遣中の身分を保障しておりますが、公務員の場

合、各自治体が外国の地方公共団体の機関等に派

遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法

律の規定に基づき、現職派遣制度を条例に定めて

おく必要があります。本件につきましては、６月

定例議会の山本安男議員からの一般質問でもご指

摘を受けておりましたが、本市におきましても国

際感覚を身につけた職員の育成と個人の一層の資

質向上を図るため、派遣を希望する職員が国際ボ

ランティア活動に積極的に参加、応募できるよう

本条例を制定するものであります。 

 主な内容につきましては、職員の派遣中の身分

保持に関して、派遣先機関の種類や派遣期間、派

遣職員の給与、旅費等について規定するものであ

ります。よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１１時１０

分です。（休憩 午前１１時００分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１１時１０分） 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第９９号「西予市中山

間ふるさと・水と土保全基金条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本条例は、土地改良施設の公益的機能を適正に

発揮させるための集落共同活動の強化の支援を行

うため、平成５年に農林水産省が農業支援事業に

取り組む原資として、国、県、町が３分の１ずつ

負担し、基金を造成し、地方自治法第２４１条の

規定に基づき、基金の効率的な運用と活用を図る

ため制定したものであります。 

 これまで基金による事業は、基金から生ずる利

子で行ってまいりましたが、第１次産業における

農業の社会情勢及び経済の変化により十分な財源

が確保できないことから、平成１２年７月１日付

で農村振興局長から基金原資の一部処分を可とす

る通達が出ております。 

 しかしながら、現行の条例では通達による基金

処分の規定を設けていないため、基金を取り崩し

ての事業展開ができない状況となっております。

今回の改正は、当市の財政状況等をかんがみ、土

地改良関連支援事業の財源として、本基金の柔軟

かつ弾力的な活用を図るため、基金原資の一部処

分による事業展開ができるようにするものであり

ます。よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第１００号「西予市中小企業

振興資金融資条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、新たな融資保証制度の導入及び

第三者保証人制度の廃止によるものであります。 

 現在、中小企業向けの融資については、信用保

証協会の保証つき融資として実施しております

が、平成１９年１０月１日から保証に関して信用

保証協会と金融機関が適切な責任共有を図る責任

共有制度が導入されます。これによりその後の融

資については、市の損失弁償が原則として廃止と

なるものであります。 

 また現行では、融資申込時に法人または組合に

あっては２名以上の個人保証を、個人にあっては

１名以上の確実な連帯保証人を必要としておりま

す。この第三者保証人徴求の取り扱いについて

は、中小企業庁より保証協会に対して経営者本人

以外の第三者を保証人として徴求すべきではない

との通達がなされております。現下の厳しい社会

経済情勢の中における中小企業者の経営及び資金

繰りの厳しさを考慮し、融資制度の有効利用を図
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るため、本市においても代表者以外の第三者保証

人について非徴求とするものであります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第１０１号「西予市墓

地設置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市宇和町皆田地区においては、現在四国横

断自動車道建設が進められており、同地区に点在

いたします個人墓地につきましては、一部移転が

必要となりました。基本的に墓地の新設につきま

しては、愛媛県の墓地埋葬等に関する法律施行細

則第１条の規定により、地方公共団体または宗教

法人に限定されているため、本年３月から国の受

託工事により西予市が設置主体となって移転を要

する墓地を対象とした共同墓地の新設工事を施工

いたしておるところでございます。 

 今回の改正は、この共同墓地が本年８月末に完

成したことにより、皆田墓地として利用を開始す

るに当たり、本市の公設墓地に加えるものでござ

います。 

 なお、墓地の使用料については、１平方メート

ル当たり３万６，０００円といたしておりますけ

れども、墓地の移転に伴う利用者につきまして

は、減免措置を適用することといたしておりま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第１０２号「市道路線

の変更について」、議案第１０３号「市道路線の

廃止について」、議案第１０４号「市道路線の認

定について」一括して提案理由のご説明を申し上

げます。 

 まず、議案第１０２号の「市道路線の変更」で

すが、今回変更をお願いいたします路線は１路線

であります。 

 中川地区５５号線は、旧町地区３４６号線と一

般県道平野坂戸線とを接続する地区内における重

要な生活道路として機能している道路であり、興

國コンクリート株式会社宇和工場敷地の造成に伴

い変更するものであります。 

 続いて、議案第１０３号の「市道路線の廃止」

ですが、今回廃止をお願いいたします路線は２路

線であります。 

 中川地区５６号線は、中川地区５５号線の路線

変更に伴う認定がえのための廃止であります。 

 中川地区１２１号線は、興國コンクリート株式

会社宇和工場敷地の造成に伴う認定がえのための

廃止であります。 

 続いて、議案第１０４号の「市道路線の認定」

ですが、今回認定をお願いいたします路線は６線

であります。 

 中川地区５６号線は、中川地区５５号線の路線

変更に伴う認定がえであります。 

 中川地区１２１号線は、興國コンクリート株式

会社宇和工場敷地の造成に伴う認定がえでありま

す。 

 中川地区１３６号線は、改良済みによる新規認

定であります。 

 田之筋地区１３５号線は、一般県道戸坂宇和線

からさくら団地へのアクセス道路の新規認定であ

ります。 

 高野子団地線は、高野子団地内の道路の新規認

定であります。 

 杖野々線は、一般国道１９７号線と一般県道日

向谷高野子線を連結する高野子団地外周道路の新

規認定であります。 

 以上、６路線につきましては、市道として認定

することが適当と考え提案するものであります。 

 なお、本件に係る市道の変更、廃止及び認定に

つきましては、去る８月２日に開催いたしました

西予市道路格付専門委員会において承認をいただ

いております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第１０５号「平成

１９年度西予市一般会計補正予算（第３号）」に

ついてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第１０５号「平成１９年度西予
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市一般会計補正予算（第３号）」について提案理

由のご説明を申し上げますとともに、さきの参議

院選挙での与党大敗によります地方への影響につ

いて少し触れてみたいと思います。 

 バブル経済崩壊から十数年、我が国は政府の税

収不足と景気対策のすべてを借金に依存した財政

運営によって、財政破綻とも言える未曾有の借金

大国に転落してしまいました。それに加え我が国

は、世界で最も急激な少子・高齢化、人口減少及

び若年労働力の減少、また経済のグローバル化に

よる企業の海外進出により国内資本の海外流出等

ますます進行し、国力の低力が懸念されておりま

す。その対策として改革なくして成長なしの旗印

のもと地方分権の推進、経済財政改革を国の重要

施策として与党絶対多数を背景に、半ば強引に推

し進めてきたところであります。政府が進めよう

としている政策は、８００兆円とも言える借金を

抱えた日本の現状を考えたとき、避けて通れな

い、せざるを得ない政策であります。 

 しかしながら、さきの参議院選の結果は皆様も

ご承知のとおりであります。年金問題、相次ぐ閣

僚の失態、国の置かれておる窮状に対する国民へ

の説明不足等、参議院選での大敗の要因はいろい

ろあると思われますが、少なくとも地方での敗因

は、過疎地の切り捨て、格差社会の助長とも言え

る政府の政策に危機感を抱いた結果ではなかろう

かと思っております。参議院での与党の過半数割

れを受け、今後の経済財政運営は、成長重視だけ

でなく所得階層や地域間での所得再配分など野党

が強調する政策への配慮を迫られる可能性が出て

まいりました。その最も影響を受けそうなのが税

財政改革であります。政府・与党が今秋以降取り

組もうとしておりました消費税を含む大型の改革

が難しくなり、また歳出削減面での財政健全化へ

の政策も軌道修正を余儀なくされると思われま

す。農業政策においても、政府が進めてきた農地

集約化、大規模化の政策にブレーキがかかり、零

細農業対策も打ち出され、今後過疎地としての政

策も影響が出てくることが予想されます。西予市

の行財政運営につきましては、このような国の動

向に注意しつつ、柔軟に対応していかなければな

らないと思っています。 

 さて、今回の補正予算でございますが、既決い

ただいております歳入歳出予算にそれぞれ１１億

５，０７９万４，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を２４２億７，１９８万４，０００円と

定めるものであります。 

 平成１９年度につきましては、総計予算主義に

より当初予算計上をしておりますので、今回の補

正につきましては、７月の梅雨前線豪雨、台風４

号、５号によります災害復旧事業費として、原則

どうしても今回計上しなければならない案件につ

いて計上をしております。 

 まず、総務費につきましては、ＣＡＴＶ整備事

業の実施設計業務を行うため、その事務所を情報

推進課内から庁舎第２別館に移すための経費、新

庁舎建設における基本設計業者の選定、審査委員

に係る経費を計上しております。 

 次に、民生費では、ケアハウスはまゆう、特別

養護老人ホーム寿楽苑、游の里温泉等の施設整備

に修繕の必要が生じましたのでその経費を計上し

ております。 

 次に、衛生費では、野田最終処分場を閉鎖する

ことといたしましたので、それに伴い処分場の敷

地工事に係る測量設計委託料、東部衛生センター

の老朽化による修繕費及び中山間地域総合整備事

業で実施しております大野ケ原営農飲雑用水施設

整備事業に伴います簡易水道特別会計への繰り出

しを計上しております。 

 次に、農林水産業費でありますが、現在明浜ふ

るさと創生館は、あけはまシーサイドサンパーク

株式会社に指定管理者として管理運営を委託して

いるところであります。先般の愛南町の愛南マザ

ーズから製造委託されふるさと創生館で製造して

おりますあいなん柑ジュースの瓶内部のカビ発生

問題につきましては、ご愛好いただいております

お客様はもとより関係者の皆様に大変ご迷惑とご

心配をおかけし、心からおわびを申し上げますと

ともに、今後このようなことが起きないよう万全

を期したいと存じます。このカビ発生の原因は、

ジュース瓶の加温処理が不十分であることが判明

いたしましたので、その対策として、ジュース製

造ラインの温瓶装置を設置し、一刻も早く信頼回

復に努めたいと思っております。 

 そのほかに中山間地域総合整備事業に伴い実施

しております多田地区営農飲雑用水施設整備事業

に係る東宇和農業協同組合への補助金、森林整備

の推進を図るための地域活動に対する交付金及び

三瓶地区のマリンレジャーの活性化と漁業生産活

動の維持増進を図るためのプレジャーボート係留
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施設整備事業に係る経費を計上しております。 

 次に、商工費では、みかめ本館非常用放送設備

改修及びみかめ海の駅の搾汁部充てん室に、明浜

ふるさと創生館と同じくカビ対策として温瓶装置

設置のための経費を計上しております。 

 次に、土木費では、道路新設改良の主なものと

して、野村町本町法正支線改良と知野竜徳線橋梁

改良に係る測量設計委託料を計上しております。 

 そのほか急傾斜崩壊防災対策事業、道路橋梁維

持費及び宇和町地区の重要伝統建造物指定に係る

都市計画変更業務委託料を計上しております。 

 次に、消防費では、消防緊急通信指令装置統合

改修に伴う通信回線専用線増設に係る経費を計上

しております。 

 次に、教育費では、西予市民で知識、能力、技

術の向上を目指して海外で交流研修活動を行う二

十以上４０歳未満の若者に対する助成金を計上し

ております。 

 なお、この財源として、平成１８年度にいただ

きました株式会社山田屋さんからの寄附金を充て

ております。 

 そのほか山田地区圃場整備、山田池改修に伴い

ます埋蔵文化財発掘調査及びさきに発掘いたしま

した坪栗遺跡からの出土木製品の保存処理に係る

経費を計上しております。 

 最後に、７月の梅雨前線豪雨、台風４号、５号

の災害に係る農林水産施設災害復旧費及び公共土

木施設災害復旧費を計上しております。 

 以上、歳出の概要でございましたが、続きまし

て主な歳入についてご説明いたします。 

 まず、分担金として、中山間地域総合整備事業

災害復旧事業に伴う受益者からの分担金を計上し

ております。 

 また、国庫負担金につきましては、すべて災害

復旧に伴うものでございます。 

 県支出金につきましては、障害者自立支援法施

行円滑化事業等特別支援事業補助金や果樹産地体

質強化促進事業補助金、森林整備地域活動支援交

付金制度事業補助金、がけ崩れ防災対策事業補助

金、埋蔵文化財発掘調査委託料を計上しておりま

す。 

 そのほかどんぶり館の株式配当金やがけ崩れ防

災対策事業補助金などを計上しております。 

 市債につきましては、主に三瓶漁港利用調整事

業や災害復旧事業に伴うものとなっております。 

 また、本補正につきましては、１８年度の繰越

金６億５８１万７，０００円を計上しておりま

す。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細な点につき

ましては、担当課長から補足説明させますので、

よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ９目１１節修繕料１，６８０万円であります

が、これは予子林大野ケ原間の光ケーブル線の一

部がムササビ被害を受けましたのでその修繕料と

現在ＮＴＴ及び四国電力の電柱に光ケーブルを共

架させていただいておりますが、その電柱移転に

伴う共架がえの費用であります。 

 同じく１２目情報推進事業費１３３万８，００

０円でありますが、ＣＡＴＶ整備事業の実施設計

業務を行うため、事務所を庁舎第２別館に移すた

めの経費であります。 

 次に、２３ページでございますが、１６目庁舎

建設調査研究費４２万７，０００円であります

が、これは西予市新庁舎建設における基本設計業

者の選定作業を行うための選定委員に係る経費で

あります。 

 ２４ページをお開き願います。 

 ３目１５節工事請負費８３万円でありますが、

これは城川嘉喜尾地区のバス待ち合い所が老朽化

のため危険ですので、現在使用禁止にしておりま

すが、その改築費用であります。 

 次に、２５ページでございますが、２目社会福

祉施設費でありますが、これは当初予算で隣保館

運営費で計上しておりました経費を小森会館運営

費とふれあいセンター運営費へ組み替えを行った

ものであります。また、１１節需用費１２１万

１，０００円につきましては、城川町特別養護老

人ホーム寿楽苑ほか３施設の修繕料であります。 

 ２６ページをお開き願います。 

 ３目１１節需用費１３３万７，０００円であり

ますが、これは游の里温泉の修繕料であります。 
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 次に、２７ページでございますが、４目保育

所、これは当初予算で魚成保育所に計上しており

ました嘱託職員に係る経費を土居保育所へ組み替

えを行ったものであります。 

 ２９ページをお開き願います。 

 ２目１３節委託料９５万円でありますが、これ

はかわら処分場として使用しておりました野田最

終処分場閉鎖に伴う跡地の整地及び副道工事に係

る測量設計委託料を計上しております。 

 同じく３目１１節需用費２４２万３，０００円

でありますが、これはし尿処理場東部衛生センタ

ーの修繕料であります。 

 ３０ページをお開き願います。 

 １目２８節繰出金７９４万７，０００円であり

ますが、この主なものは、中山間地域総合整備事

業で実施しております大野ケ原営農飲雑用水施設

整備事業に伴う負担金であります。その負担金を

簡易水道特別会計に繰り出すものでございます。 

 同じく３目１９節農作物生産振興対策事業費補

助金３，０２８万８，０００円でありますが、こ

れは中山間地域総合整備事業に伴い実施する多田

地区営農飲雑用水施設整備事業に係る市負担分を

東宇和農協に補助するものであります。この施設

整備事業は、平成１９年度から平成２１年度まで

の３カ年を予定しておりますが、１９年度はイチ

ゴ及びショウガ育苗ハウス用地造成、冷蔵設備改

修、ショウガ洗浄機の設置を予定しております。 

 同じく果樹産地体質強化促進事業補助金５６９

万３，０００円でありますが、これは園芸産地再

編整備事業、農作物鳥獣防止対策推進事業等の県

補助事業の見直しによるものであります。 

 次に、３１ページでございますが、５目１９節

中山間地域総合整備事業費負担金は、当事業を県

営事業で実施しておりますが、その圃場整備、た

め池整備、農道整備等に対する県への負担金であ

ります。 

 ３２ページをお開き願います。 

 ９目１５節工事請負費３６２万３，０００円で

ありますが、これは明浜ふるさと創生館のジュー

ス製造ライン温瓶装置設置に係る経費でありま

す。 

 次に、３３ページでございますが、５目１１節

需用費１９９万６，０００円でありますが、これ

は株式会社エフシーに管理運営委託をしておりま

すパワーショベル等の修繕に係る経費でありま

す。 

 同じく６目１９節森林整備地域活動支援交付金

７６４万７，０００円でありますが、これは適切

な森林整備の推進を図るため、森林所有者等が行

う施業区域境界の刈り払いや歩道の整備活動等に

対する交付金であります。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ４目漁港建設費２億４，５２３万９，０００円

でありますが、これは三瓶地区のマリンレジャー

の活性化と漁業生産者の保全を図るためプレジャ

ーボート係留施設を整備するものであります。８

１そうの係留を予定しております。 

 次に、３５ページでございますが、３目１５節

工事請負費２６８万５，０００円でありますが、

これはさきに説明いたしました明浜ふるさと創生

館と同様、みかめ海の駅のジュース製造ライン温

瓶装置設置に係る経費であります。 

 ３６ページをお開き願います。 

 ２目急傾斜崩壊防災対策事業費１，３５０万円

でありますが、これは城川町下組地区がけ崩れ防

災対策工事に係る経費であります。 

 次に、３７ページでございますが、３目道路新

設改良費１，１３５万円でありますが、これは野

村町本町法正支線、知野竜徳線橋梁の測量設計、

中通川大谷線舗装工事、宇和町石城地区１６５号

線舗装工事に係る経費を計上しております。 

 ３８ページをお開き願います。 

 １目１５節工事請負費４７３万円であります

が、これは宇和町大出手ポンプの取りかえに係る

経費であります。 

 次に、３９ページでございますが、１目１３節

業務委託料４５０万円でありますが、これは卯之

町地区の重要伝統建築物指定に係る都市計画変更

作成経費を計上しております。 

 同じく５目１５節工事請負費８００万円であり

ますが、これは野村町愛宕山公園整備に係る経費

であります。 

 ４０ページをお開き願います。 

 １目常備消防費３３２万１，０００円でありま

すが、この主なものは、消防緊急指令装置システ

ムの統合に伴う専用回線増設に係る経費でありま

す。 

 ４４ページをお開き願います。 

 １目１９節西予市若者キャリアアップ活動助成

金１４０万円でありますが、これは西予市民で知
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識、能力、技術の向上を目指して海外で交流活動

を行う２０歳以上４０歳未満の若者に対して研修

費の２分の１、１人当たり２０万円を限度として

助成するものであります。この原資は、１８年度

にいただきました山田屋株式会社からの寄附金を

充当しております。 

 次に、４５ページでございますが、２目文化財

保護費１，４９６万１，０００円でありますが、

この主なものは、山田圃場整備、山田大池改修に

伴う埋蔵文化財発掘調査及び坪栗遺跡から出土し

ております木製品の保存処理に係る経費でありま

す。 

 ４８ページをお開き願います。 

 災害復旧費でありますが、これはさきの７月梅

雨前線豪雨及び台風４号、５号による災害復旧費

を計上しておりますが、まず１目農地災害復旧費

１，４５５万７，０００円でありますが、これは

国庫補助対象災害復旧事業８カ所、市単独災害復

旧事業１４カ所に係る経費であります。 

 同じく２目農業用施設災害復旧費４，６９４万

６，０００円でありますが、これは国庫補助対象

災害復旧事業１１カ所、市単独災害復旧事業２０

カ所に係る経費であります。 

 次に、４９ページでございますが、３目林業用

施設災害復旧費６，７９６万４，０００円であり

ますが、これは国庫補助対象災害復旧事業２カ

所、市単独災害復旧事業１０カ所に係る経費であ

ります。 

 ５１ページをお開き願います。 

 １目道路橋梁河川災害復旧費１億２，１０２万

３，０００円でありますが、これは国庫補助対象

災害復旧事業２５カ所に係る経費であります。 

 同じく２目単独災害復旧費１，９１４万円であ

りますが、これは市単独災害復旧事業４３カ所に

係る経費であります。 

 ５２ページをお開き願います。 

 １目２５節積立金でありますが、繰越金の２分

の１以上を財政調整基金に積み立てることとなっ

ておりますので、今回３億５，９８９万２，００

０円を、また庁舎建設のため１億円を積み立てて

おります。 

 次に、歳入でございますが、戻りまして１１ペ

ージをお開き願います。 

 １目農林水産業費分担金４１１万５，０００円

でありますが、これは中山間地域総合整備事業災

害復旧事業等に係る受益者の負担金であります。 

 １２ページをお開き願います。 

 ３目災害復旧費国庫負担金１億４，４５１万

５，０００円でありますが、これは公共土木施設

災害復旧２５カ所及び農林水産施設災害復旧２１

カ所に対する国庫負担金であります。 

 次に、１３ページでございますが、２目１節円

滑化事務等特別支援事業費補助金１９４万２，０

００円でありますが、これは障害者自立支援法の

施行が円滑に実施できるよう、それに係る県補助

金であります。 

 同じく４目農林水産業費県補助金であります

が、これは県の補助事業見直しによる補助金の変

更であります。 

 １４ページをお開き願います。 

 ５目１節がけ崩れ防災対策事業費県補助金９０

０万円でありますが、これは城川町下組がけ崩れ

防災対策工事に係る県補助金であります。 

 次に、１５ページでございますが、６目４節埋

蔵文化財発掘調査費県委託金７０９万９，０００

円でありますが、これは山田圃場整備及び山田大

池改修に伴う発掘調査に対する県委託金でありま

す。 

 １７ページをお開き願います。 

 １目繰越金でありますが、平成１８年度の決算

が確定しましたので、６億５８１万７，０００円

を計上しております。 

 １９ページをお開き願います。 

 市債につきましては、３目３節水産事業債の三

瓶漁港利用調整事業２億３，２９０万円でありま

すが、これは三瓶地区のプレジャーボート係留施

設整備事業に係る合併特例債を計上しておりま

す。 

 同じく９目災害復旧事業債を９，１６０万円追

加計上をしております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１３時１５

分、午後１時１５分といたします。（休憩 午前

１１時５５分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時１５分） 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第１０６号「平成

１９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計
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補正予算（第１号）」から議案第１１３号「平成

１９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）」についてまでの８件を一括議題とい

たします。 

 理事者の説明を求めます。 

 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第１０６号「平成１９

年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回の補正は、平成１８年度決算による繰越金

の確定によるものでございます。 

 まず、歳入におきましては、前年度繰越金１４

万２，０００円を増額し、歳出につきましては、

事業費１万８，０００円、予備費１２万４，００

０円を増額いたしました。これによりまして歳入

歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１，６３６万

５，０００円となりました。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 議案第１０７号「平成１９年度

育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、平成１８年度決算により繰越金

が発生いたしましたので、歳入に計上するととも

に、歳出では同額を予備費に計上するものであり

ます。これにより歳入歳出それぞれ２８８万７，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額は５，８

４４万６，０００円となりました。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 議案第１０８号「平成１９

年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明申し上げます。 

 今回の補正は、基金繰入金、繰越金、総務費並

びに諸支出金の調整を行うものであります。 

 ４ページの歳出では、総務費２５万２，０００

円を増額、諸支出金６，４０９万円を増額いたし

ました。 

 ３ページの歳入では、繰入金４２３万円を増

額、繰越金６，０１１万２，０００円を増額いた

しました。これよりまして既決いただいておりま

す歳入歳出予算にそれぞれ６，４３４万２，００

０円を増額し、事業勘定予算歳入歳出予算の総額

を６１億５，３４２万６，０００円と定めるもの

であります。 

 次に、診療施設勘定予算についてでございます

が、今回の補正の主な内容は、前年度決算で確定

した繰越金の調整と明浜の診療所における人件費

の減額、賃金及び備品購入費の増額、城川の診療

所における繰入金及び繰出金の調整、三瓶の診療

所における予備費の増額であります。 

 それでは、診療所別にご説明申し上げます。 

 １０ページをお開きください。 

 俵津診療所の歳出では、総務費２９８万７，０

００円を減額、医業費３７万４，０００円を増額

いたしました。 

 ９ページの歳入では、診療収入３７万円増額、

繰入金３００万円減額、繰越金１万７，０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を８，１９４万

４，０００円といたしました。 

 次に、１８ページ、狩江診療所の歳出では、総

務費１９万８，０００円増額、医業費２４万円を

増額いたしました。 

 １７ページの歳入では、診療収入１２万６，０

００円増額、繰越金１万２，０００円増額、諸収

入を３０万円増額し、歳入歳出予算の総額を６，

３１３万６，０００円といたしました。 

 次に、２５ページをお開きください。 

 高山診療所の収入では、繰入金９，０００円減

額し、繰越金を同額増額いたしましたので、歳入

歳出予算の総額に変更はございません。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 田之浜診療所の歳入では、繰入金２万３，００

０円減額し、繰越金を同額増額いたしましたの

で、歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 坂石診療所の歳入では、繰入金２万１，０００

円減額し、繰越金を同額増額いたしましたので、

歳入歳出予算の総額に変更はありません。 
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 次に、３８ページをお開きください。 

 惣川診療所の歳出では、総務費１３万６，００

０円増額、予備費を新設し６万４，０００円を計

上いたしました。 

 ３７ページの歳入では、繰越金２０万円を増額

し、歳入歳出予算の総額を９７２万５，０００円

といたしました。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 土居診療所の歳出では、医業費６万円を増額い

たしました。 

 ４３ページの歳入では、繰入金２万４，０００

円減額、繰越金８万４，０００円を増額し、歳入

歳出の予算の総額を１億３，５２４万３，０００

円といたしました。 

 次に、５０ページをお開きください。 

 杉之瀬出張診療所の歳出では、総務費１３９万

２，０００円を増額いたしました。 

 ４９ページの歳入では、繰越金を同額増額し、

歳入歳出予算の総額を１，８９３万３，０００円

といたしました。 

 次に、５６ページをお開きください。 

 遊子川出張診療所の歳出では、総務費４７万

７，０００円を増額いたしました。 

 ５５ページの歳入では、繰越金を同額増額し、

歳入歳出予算の総額を５３５万２，０００円とい

たしました。 

 次に、６２ページをお開きください。 

 二及診療所の歳出では、総務費９４万２，００

０円増額、予備費１９３万８，０００円を増額い

たしました。 

 ６１ページの歳入では、繰越金を２８８万円増

額し、歳入歳出予算の総額を４，６７８万８，０

００円といたしました。 

 次に、６８ページをお開きください。 

 周木診療所の歳出では、予備費９０万１，００

０円を増額いたしました。 

 ６７ページの歳入では、繰越金を同額増額し、

歳入歳出予算の総額を４，５７１万８，０００円

といたしました。 

 次に、議案第１０９号「平成１９年度西予市老

人保健特別会計補正予算（第２号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、平成１８年度決算の確定に伴う

前年度繰越金の計上、老人医療費適正化推進事業

による適正化対策事業費補助金の計上、不正請求

による診療報酬返納金及び加算金の計上で、歳入

のみの補正となります。 

 内容につきましては、前年度繰越金２１万１，

０００円、医療費適正化対策事業費補助金３１８

万６，０００円、返納金５万８，０００円、その

加算金２万２，０００円をそれぞれ増額し、それ

に伴いまして一般会計繰入金を３４７万７，００

０円減額いたしました。これによります歳入歳出

予算の総額に変更はございません。 

 次に、議案第１１０号「平成１９年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第２号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入においては繰越金、歳出で

は基金積立金償還金が主なものであります。 

 それでは、予算の説明を申し上げます。 

 本予算の事業勘定では、歳入歳出それぞれ１億

２，９８８万５，０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を４４億５，４９７万円にいたしまし

た。 

 内訳といたしましては、４ページをお開きくだ

さい。 

 ４ページの歳出では、総務費の総務管理費３９

万３，０００円、基金積立金５，８０９万６，０

００円、諸支出金の償還金及び還付加算金７，１

３９万６，０００円をそれぞれ増額いたしまし

た。 

 ３ページの歳入では、繰入金の一般会計繰入金

を３９万３，０００円、前年度繰越金を１億２，

９４９万２，０００円増額いたしました。 

 次に、施設勘定予算についてでありますが、明

浜特別養護老人ホームの勘定では、主に前年度繰

越金の確定によるもので、歳入歳出それぞれ２，

５１３万円を増額し、歳入歳出予算の総額を３億

４，９１０万５，０００円にいたしました。 

 内訳といたしましては、１２ページの歳出で

は、主に退職者、休職者の補充や認知症の入所者

の増加、誤嚥を防止するため介護員の増員を行う

もので、総務費の施設管理費を１，１３７万１，

０００円、研究研修費を９万２，０００円、サー

ビス事業費の施設介護サービス事業費を４万１，

０００円増額いたしました。 

 続いて、諸支出金の繰出金を３００万円減額

し、予備費を１，６６２万６，０００円増額いた

しました。 

 １１ページの歳入につきましては、サービス収
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入の介護給付費収入を３万５，０００円、自己負

担金収入を１２万４，０００円、繰越金を２，４

９５万１，０００円、県支出金の委託金を２万円

増額いたしました。 

 次に、明浜デイサービス勘定においても前年度

繰越金の確定によるもので、歳入歳出それぞれ３

５２万６，０００円を増額し、歳入歳出予算の総

額を２，９５６万４，０００円にいたしました。 

 内訳としましては、２２ページの歳出では、予

備費を３５２万６，０００円増額し、２１ページ

の歳入につきましては、繰入金の他会計繰入金を

３００万円減額し、繰越金を６５２万６，０００

円増額いたしました。 

 次に、城川居宅介護支援勘定では、歳出で公用

車の維持管理経費を追加し、歳入で介護報酬改定

に伴うサービス収入を減額し、収入を補てんする

ため繰入金を増額するもので、歳入歳出それぞれ

１９万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総

額を２，１４８万１，０００円にいたしました。 

 内訳といたしましては、２８ページの歳出で

は、総務費の施設管理費を８万円、サービス事業

費の居宅介護支援事業費を１１万７，０００円増

額いたしました。 

 ２７ページの歳入につきましては、サービス収

入の介護給付費収入を１６２万７，０００円、介

護予防支援費収入を４３万２，０００円減額し、

繰入金の他会計繰入金を２２５万６，０００円増

額いたしました。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第１１１号「平成１９

年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、大野ケ原簡易水道の

建設改良に対する一般会計繰入金と三瓶簡易水道

の企業債元利償還に対する一般会計繰入金の増額

及び前年度繰越金の調整を行うものであり、歳入

歳出にそれぞれ１，７４５万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を５億８，５３６万９，

０００円と定めるものであります。 

 歳出では、総務管理費において、施設の維持管

理費等に係る賃金１４０万円、需用費３４８万

１，０００円、中山間事業負担金１０９万９，０

００円、基金積立金１，０６０万７，０００円な

ど１，６８８万９，０００円の増額、また施設整

備費においては、水道施設維持管理費に係る工事

請負費を５７万円増額いたしております。 

 歳入につきましては、給水収入５万円、分担金

３２０万円、基金繰入金２７７万２，０００円を

減額し、一般会計繰入金７９４万７，０００円、

前年度繰越金１，３５３万４，０００円、雑入で

県よりの工事補償金２００万円を増額いたしてお

ります。 

 次に、議案第１１２号「平成１９年度西予市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、施設管理費の増額と

前年度繰越金の確定に伴うもので、歳入歳出それ

ぞれ６９１万５，０００円追加し、歳入歳出予算

の総額を１４億７，２６９万２，０００円と定め

るものであります。 

 歳出の主なものにつきましては、施設管理費に

おきまして、施設管理の増加及び経年による老朽

化の対応のため修繕費を６０２万８，０００円の

増額、浄化槽市町村整備推進事業における施設整

備費におきまして、浄化槽設置に係る測量委託料

６０万円の増額及び予備費２８万７，０００円を

増額いたしております。 

 歳入につきましては、施設修繕に係る災害保険

給付金１２２万８，０００円の増額、一般会計繰

入金４０万円の減額、前年度からの繰越金６０８

万７，０００円を増額いたしております。 

 次に、議案第１１３号「平成１９年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、施設管理費の増額に

伴う諸収入の増額及び前年度繰越金の確定による

一般会計繰入金の減額で、歳入歳出予算それぞれ

２００万円を追加し、歳入歳出予算を９億２，５

９２万２，０００円と定めるものであります。 

 詳細をご説明いたします。 

 歳出の主なものでは、施設管理費で野村処理区

において、雷雨のためマンホールポンプの修理の

ための修繕費を２００万円増額いたしておりま

す。 

 また、歳入につきましては、前年度繰越金を７
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７０万３，０００円、諸収入２００万円を増額

し、それに伴い一般会計繰入金を５６０万３，０

００円、下水道事業債１００万円、過疎対策事業

債１１０万円を減額するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、認定第１号「平成１

８年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 森会計管理者。 

 

○森会計管理者 それでは、平成１８年度の西予

市の一般会計の決算についてご説明をさせていた

だきますが、何分にも膨大な決算額であり、ペー

ジ数も多数になっておりますので、大まかな説明

になりますことをまずお許しをいただきたいと思

います。 

 お手元に地方自治法に基づきます平成１８年度

決算における主要な施策の成果報告書、こういう

ものをお配りさせていただいておりますが、主と

してこれに基づきましてご説明をさせていただき

ます。 

 認定第１号「平成１８年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」、まず初めに、その概

要を申し上げます。 

 資料の１ページからになります。 

 合併後３年目を迎えた平成１８年度は、西予市

まちづくり計画建設計画や西予市総合計画に基づ

き西予市のまちづくりを本格的な軌道に乗せる重

要な年度でありました。 

 一方、国においては、一般会計総額が４年ぶり

に前年度を下回り、平成１０年度以来の低水準と

なる中で三位一体の改革が進められ、平成１６年

度から平成１８年度までに総額約５兆円もの地方

交付税の削減が行われ、地方財政は厳しい運営を

強いられております。今後も交付税削減圧力など

の逆風は続くことが予想され、各自治体では、効

率的な行財政運営についてさらに改革努力が求め

られております。そのような状況で本市の受けた

影響は大きく、地方交付税や国、県の負担金、補

助金が減少し、さらには、地域経済情勢が好転し

つつあるものの、主産業である農林水産業の長期

低迷などによる市税の伸び悩み等の影響により、

歳入全体は前年度に比較し、想定していた以上に

減少し、予算編成段階からかつて経験したことの

ない厳しい財政運営を迫られました。当初予算で

は、一般会計及び特別会計合計で対前年比３．

５％減、予算額で約１６億円の減額となりまし

た。このような超緊縮型予算ではありましたが、

限られた財源を必要な事業に重点的、効率的に配

分することを基本に、効率性の高い行政組織の構

築に向けた組織機構の見直し、ごみ減量化の取り

組みによる１億円の削減、スポーツ立市構想の樹

立、企業誘致と地場産業の育成、販路拡大の促

進、福祉バスと温泉バスの運行、西予市アピール

運動の展開、健全財政の構築の７つのテーマを掲

げ、隅々まで目配りのきいた行政サービスに積極

的に取り組み成果を上げることができました。今

後国、地方を通じた行財政改革がさらに進められ

る中で、本市においては、庁舎建設事業やＣＡＴ

Ｖ事業など大型事業も控えており、今まで以上に

厳しい財政状況が予想されます。合併後のまちづ

くりの基本方針として、平成１７年度に作成した

西予市総合計画や西予市行政改革大綱集中改革プ

ラン等の趣旨に基づき、すべての市民が西予市の

未来に夢を抱き、自然と共生する美しく快適、安

全な暮らしを確保するため不断に行財政改革に取

り組み、効率的な運営に努め、着実にまちづくり

を推進することが喫緊の課題となっています。そ

のための具体的手法として、本年度から導入が始

まった行政評価システムにより、事務事業全般の

徹底した見直しや各種施策の優先順位についての

厳しい選択を行い、限られた財源の重点的配分と

経費支出の効率化を進めているところでありま

す。本年度はまちづくりにおける重要な課題で、

財政的にも大きな影響を及ぼす４５項目について

事務事業評価を実施し、平成１９年度予算に反映

させるとともに、進行管理をしていくこととして

おり、平成２０年度には、すべての事務事業評価

を行い、平成２１年度からは、行政評価に基づく

予算編成管理に完全に移行する計画で作業を進め

ております。今回、地方自治法第２３３条第５項

の規定に基づく平成１８年度決算における主要な

施策の成果を説明する書類の作成に当たっては、

この行政評価システムが完全に構築できていない

状況でありますが、同システムにより現在進めて
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いる総合計画に示す施策、基本事業ごとにその主

なものを抜粋して昨年度と同様な取りまとめ方に

しております。 

 それでは、平成１８年度一般会計の決算の状況

にあわせて財政指標等の状況についても説明し、

主要な施策の成果につきましては、その総括と主

要な施策単位ごとに概略を報告いたします。 

 それでは、一般会計の決算規模と決算収支につ

いてご説明いたします。 

 資料は２０ページからになります。 

 平成１８年度の一般会計の決算規模は、歳入決

算額２５１億８，１３２万２，０００円、歳出決

算額２４４億９，２０４万５，０００円、歳入歳

出差し引き額は６億８，９２７万７，０００円と

なり、繰越財源３，３４５万９，０００円を除く

と実質収支は６億５，５８１万８，０００円とな

ります。前年度の決算規模と比較すると、歳入で

２３億６，９５０万４，０００円、８．６％の

減、歳出では２２億７，１２３万円、８．５％の

減となっており、大幅な減額となっております。 

 次に、歳入決算の概要について説明をいたしま

す。 

 平成１８年度の決算額は２５１億８，１３２万

２，０００円で、前年度の２７５億５，０８２万

６，０００円と比較し、２３億６，９５０万４，

０００円、８．６％の減となり、大幅な減額とな

っております。その主な要因としては、平成１７

年度の経営構造改善事業、光センサー選果機、健

康保養施設建設事業、農産物加工センター第２工

場建設事業の終了、普通建設事業の削減に伴う地

方債の減少、国県支出金、財政調整基金繰入金等

の減によるものであります。 

 また、市税は景気の低迷により横ばい状況が続

き、歳入全体の約１割の２９億４９３万５，００

０円で、収入の約８割を地方交付税や地方債等に

依存しており、今後は国や地方が一体となって取

り組む経費削減、財政の健全化により大きな影響

を受けることが想定され、西予市の財政状況を考

えると、予算規模は縮小せざるを得ない状況であ

ります。歳入全体を自主財源と依存財源に分けま

すと、自主財源は５３億９，０２４万８，０００

円と歳入全体の２１．４％、うち市税は約２９億

円で１１．５％しかなく、依存財源が１９７億

９，１０７万４，０００円で、７８．６％、うち

地方交付税が４５％、地方債が１３．５％を占め

ております。 

 次に、地方交付税の状況について説明いたしま

す。 

 資料２２ページからになります。 

 普通交付税につきましては、全国総額ベースで

５．９％減、全国市町村平均で４．９％減、愛媛

県内市町平均で５．７％減という状況の中で、西

予市においては、合併特例分加算額１億１，７６

３万円や三位一体の改革による補助金の一般財源

化や児童手当費の増、公債における過疎対策事業

債、臨時財政対策債等の償還額増などにより、平

成１８年度決算額は１０１億６，９１９万７，０

００円で、前年度の決算額合計１０１億５，９５

４万４，０００円と比較し、９６５万３，０００

円、０．１％の増額となりました。 

 特別交付税につきましては、全国総額ベースで

５．９％減、全国市町村平均で４．８％減、合併

関係市町村や災害復旧費関連などに集中的に配分

となったため、県内市町村平均で８．４％減とな

りましたが、西予市におきましては、合併特例分

加算額の減額等もあったものの、昨年度に比べ

９，６１９万５，０００円、７．７％の減額にと

どまり、１１億５，１０９万８，０００円を確保

することができました。 

 しかしながら、今後も交付税改革は進められ、

交付額の削減が予想されることと合併による算定

がえ、旧５町が存在したものとして算定した場合

と新市一本で算定した場合との差ですが、約１８

億円あり、この額が合併の１１年後から５年間で

段階的に減額になることなどにより、今後は極め

て厳しい状況が続くと予想されます。 

 次に、財政力指数の状況について説明いたしま

す。 

 資料は２３ページからになります。 

 平成１８年度財政力指数は０．２８２で、昨年

度より０．０１６ポイント上昇しております。こ

れは交付税算定における各年度の基準財政収入額

を基準財政需要額で除して得た数値の過去３カ年

の平均数値であります。この指数が１に近くなる

ほど財源に余裕があるものとされており、１を超

えると普通交付税不交付団体となります。将来的

に指数が上昇することは予想されるのは、財政力

が強くなるのではなく、基準財政収入額の分子は

余り変化しないものの、人口の減少等による基準

財政需要額全体が縮減傾向にあるため、結果とし
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て分母が小さくなり、指数が大きくなることによ

るものであります。 

 次に、市債の状況について説明いたします。 

 市債の発行におきましては、不足財源の補てん

として健全財政を維持できる範囲で財政上有利な

起債を必要最小限借り入れすることとしておりま

すが、平成１８年度の決算額は３３億９，７２０

万円で、普通建設事業の削減等により前年度の決

算額４２億９，０３０万円と比較し８億９，３１

０万円、２０．８％の減となり、地方債残高は３

３６億４，８１３万４，０００円となり、昨年度

より２億２，０３８万３，０００円の増加となり

ました。 

 次に、公債費率と実質公債費比率の状況につい

て説明をいたします。 

 資料は２４ページからになります。 

 平成１８年度の公債費率は１２．６、実質公債

費比率は１４．１となっております。今後大型建

設事業の実施によりこの比率は高水準で推移する

ことが懸念されますが、普通建設事業の見直し、

削減により、市債の慎重な発行や適切な管理によ

り比率の上昇を抑制し、計画的かつ節度ある財政

運用が必要であります。 

 次に、歳出決算の概要について説明をいたしま

す。 

 資料は２６ページからになります。 

 平成１８年度の決算額は２４４億９，２０４万

５，０００円で、前年度の２６７億６，３２７万

５，０００円と比較し、２２億７，１２３万円、

８．５％の減となっております。その主な要因と

しては、議会議員報酬、特別職給与の一部カッ

ト、一般職員の管理職手当等の一部カット、早期

退職者制度導入等による人件費の削減、旅費、需

用費、ごみ処理委託料等経常経費の見直し、削

減、補助金等の見直し、投資的経費については、

健康保養施設建設事業、農産物加工センター第２

工場建設事業の終了と普通建設事業の見直し、削

減、災害復旧事業費の減少等によるものでありま

す。 

 性質別決算額では、普通建設事業費が４８億

９，３５７万３，０００円、２０％、人件費が４

８億９，０８０万４，０００円、２０％、公債費

が３７億４，２３５万４，０００円、１５．

３％、物件費が３４億５，５８８万７，０００

円、１４．１％で、これらの合計が歳出の約７割

を占めております。義務的経費の合計は、１０７

億４，３６７万４，０００円、４３．９％となっ

ております。そのほか災害復旧費が昨年度に比べ

６億８，２０１万円、６３．２％の減で大きく減

少しております。ここ数年のうちでは比較的災害

が少なかったことと、平成１７年度においては、

平成１６年度の災害復旧事業費の多くが繰越明許

費となり平成１７年度に決算されたことによるも

のであります。 

 目的別に見ると、民生費が５５億３，５７５万

７，０００円、２２．６％、公債費３７億４，２

３５万４，０００円、１５．３％、農林水産業費

が３５億３，２６３万８，０００円、１４．４％

で、これらの合計が歳出の５割以上を占めており

ます。このうち公債費につきましては、前年度と

比較し１億８，３３３万２，０００円、５．２％

増となっており、今後も増加することが予想され

ます。衛生費は、健康保養施設建設事業の終了と

ごみ処理経費の削減等により前年度と比較し８億

１，６１４万１，０００円、２８．９％の減とな

っております。一方、商工費は、海の駅建設事業

等により前年度と比較して１億２，００９万５，

０００円、１９％の増となっております。 

 次に、主要な施策の成果につきまして、その総

括と主要な施策単位ごとに概略を報告いたしま

す。 

 資料は２ページからになります。 

 主要な施策の成果報告につきましては、昨年度

までは西予市まちづくり計画建設計画を基本とし

ておりましたが、本年度は西予市総合計画の中の

基本計画により取りまとめております。基本計画

は、基本構想に基づき、今後取り組むべき主要施

策を行政の各分野にわたって体系的に定めたもの

で、計画期間は基本構想と同じく１０年間として

おり、急速に変化する社会経済情勢に的確かつ柔

軟に対応できるよう必要に応じて見直しを図るこ

ととしております。 

 また、総合計画の的確な進行管理や事業選択、

予算編成にも活用するための行政評価システムと

連動させ、施策の成果指標の設定や施策評価、事

務事業評価を順次進めているところであり、平成

２０年度に完成予定であります。したがいまし

て、今回は昨年度と同様な報告形式としておりま

す。 

 平成１８年度の施策の成果を総括すると、市の
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財政は、前年度に引き続き国の三位一体改革によ

る影響で極めて深刻な予算不足の状況に置かれて

おりますが、人件費、経常経費の削減や各種団体

への補助金の見直し、普通建設事業費の削減等事

務事業全般にわたり徹底した歳出見直しと必要事

業への重点的、効率的な配分を行い、西予市総合

計画に基づいた各種施策、事業を積極的に推進

し、予定どおりの成果を上げることができまし

た。特に複雑多様化する行政需要に対応し、市民

満足度の高い行政サービスを提供するため、企画

調整課内に施策の遂行を迅速にするための政策秘

書室、企業誘致により地場産業の育成や雇用の拡

大、財源確保、地域の活性化を図るための産業創

出課、公共用地の確保を計画的適切に行い、公平

でスムーズな用地取得を行うための用地課をそれ

ぞれ新設し、行政組織の効率化と地域の活性化に

努めました。 

 また、年々増加の一途にあり、年間約６億円の

経費を要し市財政にとって大きな負担を強いられ

ているごみ処分費について、市民の理解、協力に

よるごみの減量化と分別収集の徹底により目標で

ある１億円以上の削減が図られました。 

 さらには、高齢者、身体障害者、子供など交通

弱者のための公共交通体系の整備において、福祉

バス、温泉施設巡回バスの運行により温泉施設の

利用促進と高齢者等の健康、福祉の向上に成果を

上げることができました。今後も三位一体の改革

の影響や社会保障費、公債費、繰出金等の増加が

想定され、財政状況が厳しくなることが予想され

ますが、限られた財源を有効に活用するため、行

財政改革に積極的に取り組み、健全財政に努める

ことが急務となっております。そのためには、行

政改革大綱集中改革プランの完全実施と行政評価

システムの厳格な運用がかぎになると考えており

ます。 

 なお、主要な施策の成果の概要につきまして

は、成果報告書の１２ページから１６ページに記

載しておりますので、お目通しいただきたいと思

います。 

 以上、主要な部分のみのご説明を申し上げまし

たが、詳細な点につきましては、各常任委員会に

おきまして、施策の成果報告書に基づき各担当部

課長が説明をいたしますので、よろしくご審議の

上、ご認定いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、認定第２号「平成１

８年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定

について」から認定第１４号「平成１８年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」までの１３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 森会計管理者。 

 

○森会計管理者 それでは、平成１８年度西予市

特別会計の決算についてご説明をいたします。 

 特別会計全体の歳入決算額は２０１億７１１万

３，０００円、歳出決算額１９７億７，６２４万

７，０００円、歳入歳出差し引き額は３億３，０

８６万６，０００円となり、繰り越すべき財源

５，６２６万６，０００円を差し引いた実質収支

は２億７，４６０万円の黒字決算となっておりま

す。 

 それでは、会計別にご説明をさせていただきま

す。 

 認定第２号「平成１８年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」資料は３０２ペ

ージにからになります。 

 授産場特別会計は、歳入歳出総額とも２，１９

２万２，０００円で、歳入は前年度と比較いたし

まして８５万５，０００円、４．１％の増とな

り、歳出は前年度と比較いたしまして８５万９，

０００円、４．１％の増となり、形式収支、実質

収支ともに０円であります。 

 続きまして、認定第３号「平成１８年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」資料は３０６ページからになりま

す。 

 住宅新築資金等貸付特別会計は、歳入総額が

２，４８０万３，０００円で、前年度と比較いた

しまして４０６万７，０００円、１４．０８％の

減、歳出総額は２，４６５万９，０００円で、前

年度と比較して２６０万６，０００円、９．５

５％の減となりました。形式収支は１４万４，０

００円の黒字となり、実質収支においても同額を

計上いたしております。 

 認定第４号「平成１８年度育英会奨学資金貸付

特別会計歳入歳出決算の認定について」資料は３
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０８ページからになります。 

 育英会奨学資金貸付特別会計は、歳入総額が

６，４３２万円で、前年度と比較しまして３８６

万８，０００円、５．７％の減、歳出総額は５，

８４３万２，０００円で、前年度との比較では７

７４万３，０００円、１１．７％の減となりまし

た。形式収支は５８８万８，０００円の黒字とな

り、実質収支においても同額を計上いたしており

ます。 

 なお、１８年度貸付者は継続１１４名、新規４

０名で、貸付総額５，８２０万円、償還者は３７

９名で、償還総額６，２０６万３，０００円とな

りました。 

 続きまして、認定第５号「平成１８年度西予市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」資料は３１０ページからになります。 

 まず、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入

総額が５５億９，５１９万２，０００円、歳出総

額は５５億３，５０７万９，０００円となりまし

て、形式収支は６，０１１万３，０００円となっ

ておりますが、歳入総額から前年度繰越金を除い

た１８年度単年度の収支は４，１１９万２，００

０円の赤字となっております。今後も健全な財政

運営のための保険税収入の確保対策や西予市健康

づくり計画２０１４の実践により医療費の適正化

に努めていきます。 

 次に、診療所施設勘定について診療所別にご説

明いたします。 

 資料は３１５ページからになります。 

 俵津診療所施設勘定は、歳入総額が８，５４４

万７，０００円、歳出総額が８，５４２万８，０

００円となりまして、形式収支は１万９，０００

円となっております。 

 狩江診療所施設勘定は、歳入総額が７，８０２

万６，０００円、歳出総額が７，８０１万２，０

００円となりまして、形式収支は１万４，０００

円となっております。 

 高山診療所施設勘定は、歳入総額が８，０９３

万３，０００円、歳出総額が８，０９２万２，０

００円となりまして、形式収支は１万１，０００

円となっております。 

 田之浜診療所施設勘定は、歳入総額が１，８４

９万２，０００円、歳出総額が１，８４６万７，

０００円となりまして、形式収支は２万５，００

０円となっております。 

 坂石診療所施設勘定は、歳入総額が２７３万

６，０００円、歳出総額が２７１万４，０００円

となり、形式収支は２万２，０００円となってお

ります。 

 惣川診療所施設勘定は、歳入総額が８５３万

円、歳出総額が８３２万８，０００円となり、形

式収支は２０万２，０００円となっております。 

 土居診療所施設勘定は、歳入総額が１億２，５

０７万２，０００円、歳出総額が１億２，４９８

万７，０００円となり、形式収支は８万５，００

０円となっております。 

 杉之瀬出張診療所施設勘定は、歳入総額が１，

２４９万５，０００円、歳出総額が１，１１０万

２，０００円となりまして、形式収支は１３９万

３，０００円となっております。 

 遊子川出張診療所施設勘定は、歳入総額が４０

１万５，０００円、歳出総額が３５３万７，００

０円となりまして、形式収支は４７万８，０００

円となっております。 

 二及診療所施設勘定は、歳入総額が４，９３８

万４，０００円、歳出総額が４，６５０万３，０

００円となりまして、形式収支は２８８万１，０

００円となっております。 

 周木診療所施設勘定は、歳入総額が４，９５０

万４，０００円、歳出総額が４，８６０万１，０

００円となりまして、形式収支は９０万３，００

０円となっております。 

 この１１の診療所を合計いたしますと、歳入総

額が５億１，４６３万４，０００円、歳出総額が

５億８６０万１，０００円となり、形式収支は６

０３万３，０００円の黒字となり、実質収支にお

いても同額を計上いたしております。 

 続きまして、認定第６号「平成１８年度西予市

老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」

資料は３２９ページからになります。 

 まず、歳入につきましては、総額で６５億７，

７６４万３，０００円となりました。明細につき

ましては、医療の費用に対する公費の負担割合が

段階的に引き上げられているため、前年度と比べ

支払基金交付金が４億６０３万７，０００円で、

１０．５％減の３４億７，６７８万円となったも

のの、公費である国庫支出金が６，４９２万７，

０００円で、３．４％増の１９億９，１９１万

１，０００円、県支出金が２，０００万１，００

０円で、４．２％増の５億１７４万４，０００
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円、市の負担分である繰入金が３，０３２万円

で、５．５％増の５億８，５０９万８，０００円

となりました。それ以外に繰越金が５万６，００

０円、その他の収入が２，２０５万４，０００円

となりました。 

 次に、歳出につきましては、総額で６５億７，

７４３万１，０００円となりました。明細につき

ましては、医療諸費が総額で対前年度比４．０％

減の６５億９０万４，０００円となり、歳出全体

の９８．８％を占め、歳出のほとんどが医療費に

充当するものとなっています。それ以外には総務

費が４，４２７万６，０００円、繰出金が１，６

４８万８，０００円、その他の支出が１，５７６

万３，０００円となりました。形式収支は２１万

２，０００円の黒字となり、実質収支におきまし

ても同額を計上いたしております。 

 続きまして、認定第７号「平成１８年度西予市

介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」

資料は３３３ページからになります。 

 まず、介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額

が４１億３４２万９，０００円、歳出総額は３９

億７，１４８万４，０００円となりまして、歳入

歳出差し引き額であります形式収支は１億３，１

９４万５，０００円の黒字、翌年度に繰り越すべ

き財源を差し引いた実質収支においても１億２，

９４９万３，０００円の黒字となっております。

今後も介護サービス事業所の指導、地域支援事業

の充実に努め、保険給付の適正化や介護予防を推

進し、保健医療の向上及び福祉の増進を図ってま

いります。 

 次に、介護サービス勘定について事業所別にご

説明をいたします。 

 明浜特別養護老人ホーム勘定は、歳入総額が３

億３，５０６万４，０００円、歳出総額が３億

１，０１１万２，０００円となりまして、歳入歳

出差し引き額である形式収支は２，４９５万２，

０００円となっております。 

 明浜居宅介護支援勘定は、歳入総額が２，０３

０万８，０００円、歳出総額が２，０３０万８，

０００円となり、形式収支は０円となっておりま

す。 

 明浜デイサービス勘定は、歳入総額が３，１２

０万３，０００円、歳出総額が２，４６７万６，

０００円となりまして、形式収支は６５２万７，

０００円となっております。 

 城川居宅介護支援勘定は、歳入総額が２，０４

０万３，０００円、歳出総額が２，０４０万３，

０００円となり、形式収支は０円となっておりま

す。 

 ４つの西予市直営介護サービス事業所のうち明

浜特別養護老人ホーム、明浜デイサービスは黒字

経営となっています。今後も質の高いサービスが

提供できるよう職員の研修に努めてまいります。 

 また、明浜・城川居宅介護支援事業の２事業所

合計で、歳入不足のため１，０７０万７，０００

円を一般会計から繰り入れております。主に歳出

は人件費に係るもので、サービス収入の不足額を

補てんするものであります。今後は本市の介護保

険事業所の民間参入状況を考慮し、健全経営が図

られるよう事業所の運営方法等を含め検討してま

いります。 

 次に、認定第８号「平成１８年度西予市港湾整

備事業特別会計歳入歳出決算の認定について」ご

説明します。 

 資料は３４８ページからになります。 

 港湾整備事業特別会計は、昭和６３年３月に三

瓶港港湾整備事業債として１，５００万円を借り

入れた元利償還金に係るもので、償還期限は平成

２０年３月となっております。歳入総額、歳出総

額はともに１３２万円で、歳入歳出いずれも前年

度と同額であり、形式収支、実質収支とも０円で

あります。 

 続きまして、認定第９号「平成１８年度西予市

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」資料は３５２ページからになります。 

 西予市簡易水道事業特別会計は、歳入歳出総額

が６億２，７０９万４，０００円で、主な収入と

いたしましては、水道料金収入１億１，８３４万

１，０００円、国庫補助金２，２３３万円、県補

助金４６３万５，０００円、繰入金１億１，５７

２万円、営農飲雑用水事業受託収入２億５，２０

８万円、市債６，３５０万円などでございます。

歳出総額は６億７８５万円で、主な支出といたし

ましては、総務管理費の負担金のうち、中山間事

業負担金４，２０３万６，０００円、施設整備事

業費の工事請負費３億５，９８３万１，０００円

であり、宇和の多田地区営農飲雑用水事業、野村

の白髭簡易水道施設整備費、城川町の男河内、成

穂簡易水道の地域環境整備事業が含まれます。こ

のほかの支出につきましては、経常経費でござい
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ます。 

 平成１８年度の形式収支は１，９２４万４，０

００円の黒字となり、実質収支額においても同額

を計上いたしております。 

 続きまして、認定第１０号「平成１８年度西予

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」資料は３５７ページからになります。 

 西予市農業集落排水事業特別会計における歳入

総額は１２億４，９０４万３，０００円で、前年

度と比較いたしまして３億４，３４６万１，００

０円、３７．９％の増、歳出総額が１２億３，５

８５万５，０００円で、前年度と比較して３億

４，８５７万９，０００円、３９．２％の増とな

りました。 

 形式収支は１，３１８万８，０００円の黒字と

なり、実質収支においても同額を計上いたしてお

ります。 

 本事業につきましては、現在西予市内において

８地区が全面供用を開始しており、総排水区域面

積３９３ヘクタール、総排水人口４，８２８人、

年間総処理水５１万５，６９４立米の規模で汚水

処理を行っております。 

 平成１８年度における施工内容は、石城地区に

おいては、処理場の機能調整工事、多田地区にお

いては、管路延長２万３，０６０．３メートル、

明間地区においては、管路延長１６４．５メート

ルの工事をそれぞれ実施し、平成１８年８月に

は、石城処理区が全面供用開始いたしておりま

す。今後の予定としましては、平成２１年度に多

田処理区、平成２２年度に明間処理区において全

面供用開始を目標に施設整備を進めております。 

 最後になりますが、認定第１１号「平成１８年

度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」資料は３６８ページからになりま

す。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入総額は９億

２，０７３万３，０００円で、前年度と比較いた

しまして８億８，０２４万４，０００円、４８．

９％の減、歳出総額が８億５，８１１万５，００

０円で、前年度と比較して８億７，４６５万７，

０００円、５０．５％の減となり、形式収支は

６，２６１万８，０００円の黒字となり、実質収

支においても８８０万４，０００円の黒字額を計

上いたしております。 

 事業内容につきましては、宇和処理区において

は、平成１９年３月２８日に一時認可区域の供用

を開始し、平成１６年度末に一時認可区域の供用

を開始した野村処理区においては、拡張区域の整

備を鋭意進めているところでございます。 

 以上、平成１８年度西予市各特別会計歳入歳出

決算につきまして大まかな説明になりましたが、

あと各常任委員会におきまして、各担当部課長が

説明をいたしますので、よろしくご審議の上、ご

認定いただきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１４時４５

分、午後２時４５分といたします。（休憩 午後

２時３１分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後２時４５分） 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 認定第１２号「平成１８年

度西予市上水道事業会計決算の認定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 資料は公営企業会計の決算書の方になります。 

 平成１８年度の西予市上水道事業の連結決算

は、人口の減少や高齢化、夏場に降雨が多かった

ことなどに伴い給水収益が減となったことや夏場

雷が多発し、ポンプ等の電気系統機器に故障が発

生し、修繕に係る費用が増となったことなどによ

り、前年度と比較して減収、減益となりました。 

 まず、業務量でありますが、年間総配水量は４

事業会計で４３０万７，０００立米、有収水量は

前年度比２．６％減の３４８万２，０００立米と

なりました。 

 次に、収益的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 資料は４ページから５ページでございます。 

 水道事業収益は６億３，４１５万９，０００

円、水道事業費用は５億７，５１７万１，０００

円となりました。前年度と比較しまして、収益は

５．４％の減、費用は３．２％の増となっており

ます。 

 なお、これらは消費税込みの金額であります。 

 これらを損益計算書で見てみますと、資料は８

から９ページでございます。 

 営業収益は５億９，１１１万９，０００円、う

ち給水収益は前年度比２．７％減の５億８，２９

７万６，０００円となっております。 
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 営業外収益は１億４，０１１万４，０００円、

うち１３０万４，０００円が一般会計からの負担

金であります。 

 続きまして、収益的費用でございますが、営業

費用は４億７，８８８万１，０００円でありま

す。電気系統機器の修繕費が増となったほか、施

設の更新に伴い資産減耗費を計上したことで費用

が一時的に増加し、前年度比２．３％の増となり

ました。 

 支出の主な内容といたしましては、人件費、材

料費、修繕費、動力費等で、営業費用のうち７，

２１２万５，０００円余りを南予水道企業団への

受水費として支出し、また営業外費用８，２０７

万４，０００円のうち８，０２４万円を企業債の

支払い利息として支出しております。 

 以上により経常利益は前年度比４７．２％減の

４，４２７万７，０００円、純利益は前年度比４

９．５％減の４，２１７万６，０００円となりま

した。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 資料は６ページから７ページでございます。 

 資本的収入につきましては、税込み収入総額４

億３，５５５万７，０００円、その主なものは、

国庫補助金８，７００万円、企業債１億７，０１

０万円、一般会計出資金１億６２０万円でござい

ます。 

 続きまして、資本的支出につきましては、税込

み５億８，４４６万４，０００円で、建設改良費

として４億７，７８７万９，０００円を支出して

おります。この建設改良の主なものは、宇和上水

道第４次拡張事業に伴う明石上水道と配水池の施

設整備事業であります。資本的収入額が資本的支

出に不足する額１億５，７７３万円は、過年度及

び当年度損益勘定留保資金、減債積立金等により

補てんをいたしました。 

 また、地方公営企業法第２６条の規定による繰

り越しとして１億４，３２４万２，０００円を計

上し、国庫補助金の８８２万２，０００円を繰越

工事資金として翌年度に充当することといたして

おります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご認定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 認定第１３号「平成１８年度西予

市病院事業会計決算の認定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 公営企業会計決算書の８４ページ、８５ページ

をお願いをいたします。 

 この表は宇和病院と野村病院の決算について合

算した報告書で、消費税を含む額でございます。 

 １の収益的収入及び支出のうち、収入の第１款

病院事業収益の決算額は２９億８，５２０万２，

６６０円となりました。前年度と比較して１６％

ほど減収となりました。 

 支出でございますが、第１款病院事業費用の決

算額は３０億５，３８３万５，９０６円でござい

まして、主なものは人件費、材料費、経費などの

医業費用でございます。あらゆる面で抑制に努め

てまいりました結果、前年度対比で１２％程度の

費用を減額いたしました。 

 次に、２番目の資本的収入及び支出でございま

すが、収入の第１款資本的収入は７，０６６万

７，４８６円でございまして、企業債、建設改良

に伴う一般会計繰入金及び固定資産売却代金、総

務大臣表彰に伴う国からの寄附金でございます。 

 資本的支出でございますが、第１項建設改良費

につきましては、経年により老朽化した医療機器

の更新及び電子化の推進に努め、宇和病院では乳

房用エックス線撮影装置、脳波計等、野村病院で

は前年度に引き続きオーダーリングシステムや電

子内視鏡システム等の更新導入を行いました。 

 第２項は、建物、医療機器等の企業債償還金で

あります。決算額は１億４，８９４万８，４７６

円でございます。これにより資本的収入が資本的

支出額に不足する７，５２８万９９０円につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金で補てんをい

たしました。 

 ９６ページから１１８ページにただいま申し上

げました内容を宇和病院と野村病院にそれぞれ区

分したものがございますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。 

 次に、９０ページをお願いをいたします。 

 損益計算書でございます。 

 損益計算書や両病院の収益、費用明細書などの

金額は、消費税を除いた金額を掲載することにな

っておりますので、ご留意いただきたいと思いま

す。 
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 病院事業につきましては、医業収益では、診療

報酬のマイナス３．１６％の改定や医師不足によ

る外来、入院患者の減少等に加え、医業外収益に

おける一般会計の繰入金の減額により費用の節減

に努めましたが、結果的に宇和病院では７年ぶ

り、１，３８６万９，７３３円、野村病院では８

年ぶり、５，６８９万３，８３３円のいずれも赤

字決算となり、両病院とも前年度繰越利益剰余金

で補てんをいたしました。今後とも医療を取り巻

く環境は大変厳しく、特に中小自治体病院の医師

不足の状況は深刻であり、２次救急の継続的地域

医療体制崩壊の危機に直面をいたしております。

そのような中で両病院とも西予市の中核病院とし

て救急医療、地域医療の継続、病院経営の健全化

に向けて最善の努力を傾注してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、認定第１４号「平成１８年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 決算書は１１９ページからになります。 

 我が国は本格的な超高齢社会を迎え、国におい

ても高齢化に対する種々の保健福祉施策等を講じ

ております。つくし苑におきましても、平成１７

年１０月の介護保険法の改正により運営も大変厳

しい状況の中、介護老人保健施設として要支援

者、要介護者の施設サービスに努めてまいりまし

た。 

 平成１８年度の経営実績につきましては、延べ

入所者２万７，５８８名で、１日平均入所数は７

６名、入所率９５％であり、通所者は定員２５名

に対し１日平均１９名の通所率７８％になってお

りますが、今後一層の経営努力を続けてまいりま

す。 

 さて、決算状況でございますが、収益的収入で

は３億９，４９９万４，９４２円で、支出では４

億３，９０６万２，７２９円となり、差し引き当

年度純損失は８９６万７，７８７円となりまし

た。 

 なお、これらは消費税抜きの金額でございま

す。 

 次に、資本的収支でありますが、資本的収入は

ございません。支出金額は企業債償還基金等２，

９０３万７７７円であります。不足額２，９０３

万７７７円は、過年度損益勘定留保資金で補てん

をいたしました。 

 以上の状況でありますが、今後は関係機関と密

接な連携強化を図り、入所者、通所者の確保に努

め、介護老人保健施設としてのサービスの向上に

努め、健全な運営に努力したいと考えておりま

す。 

 以上、２件につきましてよろしくご審議の上、

ご認定くださいますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております認定第１号から

認定第１４号までの監査報告を求めます。 

 鍵原監査委員。 

 

○鍵原監査委員 それでは、決算審査意見につい

てご報告をいたします。 

 去る６月２９日に市長より、地方自治法第２３

３条第２項及び２４１条第５項により平成１８年

度西予市一般会計、特別会計及び西予市基金運用

状況並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定

により西予市企業会計の決算について審査に付さ

れましたので、監査委員はこれら決算につきまし

て慎重に審査した結果を以下のとおり報告をいた

します。 

 お手元の平成１８年度西予市一般会計及び特別

会計決算審査意見書の表紙をおめくりをいただき

たいと思います。 

 去る９月３日に三好市長に対し、一般会計決

算、特別会計決算審査及び基金運用状況審査並び

に西予市企業会計決算審査について意見書を提出

したところでございます。 

 表紙をめくっていただきますと、西予市長三好

幹二殿。 

 西予市監査委員池畠賢治、同鍵原芳和。 

 平成１８年度西予市一般会計及び特別会計決算

審査並びに基金運用状況審査意見の提出につい

て。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第

５項の規定により、審査に付された平成１８年度

西予市一般会計及び特別会計歳入歳出決算とその

証書類、その他政令で定められた書類並びに平成

１８年度西予市基金運用状況を審査したので、そ

の結果について次のとおり意見を提出する。 

 次に、３ページをお開きをいただきたいと思い

ます。 

 第１、審査の対象。平成１８年度西予市一般会
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計歳入歳出決算及び平成１８年度西予市授産場特

別会計外９特別会計であります。 

 第２、審査の期間。平成１９年７月５日から平

成１９年８月３日までの間実施をいたしました。 

 第３、審査の方法。審査に当たっては、市長か

ら提出された一般会計と特別会計歳入歳出決算

書、その他政令で定められた書類について関係諸

帳簿及び証拠書類と照合し、計数の正確性、予算

の執行状況の適否、また遺漏がないかについて審

査をいたしました。 

 第４、審査の結果。審査に付された一般会計及

び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項

別明細書並びに実質収支に関する調書の計数は、

それぞれ関係諸帳簿及び証拠書類と照合いたしま

した。収入未済額が多額になりつつある中で、調

定処理の誤り等によるものや督促不足によるもの

も見受けられましたが、訂正するなどで対応させ

た結果、誤りのないものと認めた次第でありま

す。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、４

ページ以下に記載をしておりますので、お目通し

をいただきたいと思います。詳細の説明は省略さ

せていただきます。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 合併後３年目の決算でありますが、審査の結果

は、一般会計、特別会計ともに住民福祉の向上を

目指して適正に執行されていると認めたところで

あります。 

 １８年度一般会計歳入決算額２５１億８，１３

２万２，０００円、合併当初の１６年度歳入決算

額２８９億６，２１２万７，０００円に対し、３

７億８，０８０万５，０００円、１３．１％の

減、歳出決算額で２４４億９，２０４万５，００

０円、１６年度同額２８１億１，０３２万３，０

００円に対し、３６億１，８２７万８，０００

円、１２．９％の減と歳入歳出ともに合併初年度

と対比いたしますと約１３％と大幅に減少をいた

しております。このことは、合併協定書の確認事

項であります組織機構や職員定数の見直し、各種

補助金や負担金の調整、その他諸経費の削減等、

合理化、効率化がおおむね進捗していることが確

認できました。今後も引き続き歳出削減に努めら

れたいと思います。 

 三位一体の改革のもと年ごとに厳しくなってい

く財政状況の中で、１８年度決算は、歳入では地

方交付税が前年度比８，６５４万２，０００円の

減少となっております。歳出の義務的経費では、

人件費で前年度比１億４，００６万７，０００

円、２．８％減、公債費は１億８，０２２万６，

０００円、５％の増額となっておりますが、人件

費減につきましては、平成１７年度公布されまし

た西予市職員の退職手当の特例に関する要綱の適

用により、１７年度７人、１８年度１１人の勧奨

退職、普通退職によるものであり、公債費につい

ては、合併以降厳しい財政運営の中で大型公共事

業の積極的な取り組みによるものであります。 

 投資的経費では、前年度比１８億９，４２７万

４，０００円、２６．１％の減となっており、財

政逼迫に伴い、普通建設事業については優先順位

により思い切った事業縮減を行っているものであ

ります。 

 その他の経費については、物件費が前年度比

９．７％、維持補修費１９．７％、補助費等７．

６％、投資及び出資金ほか１７．５％減など大幅

な経費削減に努められており、健全財政堅持を目

指して合理的かつ能率的な予算執行が認められた

次第であります。 

 厳しい財政状況が続いておりますが、今後はさ

らに新型交付税、地方財政健全化法、同規模自治

体との歳出比較分析表、現行の単式現金主義に基

づいた会計処理から発生主義の複式簿記を取り入

れた地方公会計改革等の導入が確定しており、地

方自治体の財政環境はますます厳しくなっていく

と思われます。 

 １８年度財政指標等の状況のうち実質公債費比

率は、前年度比０．２ポイント上回っています

が、この指標は地方財政健全化法の４つの指標の

一つでありまして、一定の指標に達すると法に言

う財政健全化団体になるおそれがありますので、

今後とも投資的事業については、慎重に対処する

必要があります。 

 また、経常収支比率９０．４％は、０．２ポイ

ント下回っていますが、財政構造の弾力性が既に

硬直化しており、予算編成に際して、一層慎重に

対処されたいものであります。 

 今後の課題としては、逼迫する財政のもとで投

資的経費の計画的執行、諸経費の節減に努め、一

般財源の歳入の見込み額と均衡のとれる歳出予算

計上について検討をされたいものであります。 

 また、１８年度収入未済額でありますが、総額
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で１億８，９７６万７，０００円、前年度比１，

６２１万円と大幅に増加をしております。主なも

のは、普通税、保育料、住宅使用料等であります

が、住民負担の公平性確保のため収納率向上に一

層積極的に取り組んでいただきたいものでありま

す。 

 授産場外の特別会計につきましては、先ほど説

明がありましたが、それぞれ予算の目的に沿って

執行されておりまして、所期の目的を達成してい

ると認めた次第であります。 

 財産に関する調書につきましては、年度中の増

減の数値は正確に記載されており、基金の運用状

況についても、計数はいずれも正確であり、適正

に運用されていることを確認した次第でありま

す。 

 市職員については、逼迫していく財政のもと、

あらゆる面で冗費節減について一丸となって行動

されるよう、また市民の奉仕者としての責任感、

また謙虚な心で人に接するよう期待するものであ

ります。 

 以上、一般会計、特別会計財産に関する調書、

基金運用状況の審査結果報告とさせていただきま

す。 

 次に、平成１８年度西予市公営企業会計決算意

見書をお開きください。 

 西予市長三好幹二殿。 

 西予市監査委員池畠賢治、同鍵原芳和。 

 平成１８年度公営企業会計決算意見の提出につ

いて。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審

査に付された平成１８年度公営企業会計、上水道

事業、病院事業、野村介護老人保健施設事業の決

算及び関係資料を審査した結果、次のとおり意見

を提出する。 

 ２ページをお開きください。 

 １、審査の対象。平成１８年度西予市上水道事

業会計決算及び病院事業会計決算並びに野村介護

老人保健施設事業会計決算の３会計であります。 

 審査の期間。平成１９年６月２５日から平成１

９年７月２７日までの間実施をいたしました。 

 審査の方法。市長から提出されました公営企業

３事業会計の決算報告書、財務諸表及び決算附属

書類が地方公営企業法その他関係法令の規定に基

づき作成されているか、これらの計数の計算、経

営成績、また財政状態が適正に表示されているか

について関係諸帳簿により審査を行いました。 

 また、当該事業が公共の福祉を増進し、経済性

を発揮して合理的に運営されているかどうかに主

眼を置いて実施をいたしました。 

 審査の結果。審査に付された決算報告書、財務

諸表及び決算附属書類は、いずれも公営企業法、

その他関係法令に基づいて作成されており、関係

諸帳簿と照合、審査の結果、その計数は正確であ

り、経営成績及び財政状態を適正に表示されてい

ると認めた次第であります。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、３

ページ以下に記載いたしておりますので、お目通

しをいただきたいと存じます。詳細説明は省略を

させていただきます。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 上水道事業でありますが、平成１８年度業務実

績は、年度末給水人口、年間総配水量、年間有収

水量、年間有収水率ともに減少し、特に有収水率

は３年連続して減少しており、貴重な水資源確保

のため有収水率向上に一層の努力をされたいもの

であります。 

 総収益は６億５２３万２，０００円、総費用は

５億６，３０５万６，０００円で、純利益は４，

２１７万６，０００円で、１８年度未処分利益剰

余金３億８，６７９万２，０００円を翌年度へ繰

り越しております。 

 明浜上水道事業では、１，４４７万３，０００

円の未処理欠損金が生じております。 

 資本的収入額は４億３，５５５万７，０００円

で、主なものは、企業債１億７，０１０万円、出

資金１億６２０万円、補助金８，７００万円等で

あります。 

 資本的支出額は５億８，４４６万４，０００円

でありますが、建設改良費４億７，７８７万８，

０００円と企業債償還金１億６５８万６，０００

円で、資本的収入から資本的支出を差し引きまし

たマイナス１億５，７７３万円は、過年度損益勘

定留保資金ほかで補てんをされております。 

 平成１８年度の主な事業でありますが、宇和上

水道では、第４次拡張事業に係る工事４件と永長

第２次水源取水ポンプ取りかえ工事ほか４件、計

３億９，０５９万４，０００円を実施しており、

平成１６年度から５カ年計画の第４次拡張工事

は、これまでに１２億１，４００万円、８０．

６％を消化しております。明浜上水道事業は、テ
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レメーター更新工事ほか４件、事業費２，３４１

万５，０００円、野村上水道事業は、栗木ポンプ

築造工事ほか９件、事業費４，０９７万１，００

０円、三瓶上水道事業は、津布理配水池テレメー

ター盤更新工事ほか１件、１，００１万円をそれ

ぞれ実施しており、市内４町の上水道事業の拡

張、浄水場、配水池施設整備、配水管布設及び布

設がえ、配水池諸設備の更新工事など、市民の衛

生環境の向上と安全で良質な水の供給に成果を上

げてあります。今後給水人口の減少とともに水道

使用料金は減収が見込まれ、収入に見合った支出

について検討され、水道事業の経営健全化を図ら

れたいものと思います。 

 野村町においては、公共下水が完成し、宇和町

でも第１期工事が完成し、供用が開始をされてお

ります。今後水道使用料が増加をするものと思わ

れますが、長期的水源確保について検討をされる

とともに、加入率の向上に努められたいものであ

ります。 

 水道料金の未収金は１，８４５万７，０００

円、前年度比１２８万円増加しており、未収金の

増加は水道行政に対する不公平感、不信感にもつ

ながるものであります。 

 また、水道料金未収金の徴収規定が未整備であ

り、旧町ごとの徴収マニュアルで徴収をされてお

りますが、統一した規定に基づいた徴収業務によ

り収納率向上を目指してなお一層の努力を要望す

るものであります。 

 次に、４ページをお開きください。 

 病院事業会計決算審査についてであります。 

 平成１８年度病院経営の特徴は、過去最大とな

って２年ぶりの診療報酬改定、３．１６％引き下

げによる医業収益の減少、研修医制度の影響によ

る医師不足とこれに伴う入院、外来患者数の激減

と地方は地域医療体制崩壊の危機に直面しており

ます。 

 平成１８年度病院事業は、総患者数で前年度比

１０．１％減、病院事業収益は前年度比１６．

２％と大幅に減少しております。 

 事業収益２９億８，０４５万４，０００円に対

し、総費用は３０億５，１２１万８，０００円

で、当年度純損益は７，０７６万４，０００円、

宇和病院１，３８７万円、野村病院５，６８９万

４，０００円で、宇和病院は７年、野村病院は８

年ぶりの赤字決算であります。 

 資本的収入は７，０６６万７，０００円で、主

なものは、一般会計からの出資金４，９３７万

円、企業債１，１２０万円などで、資本的支出は

１億４，５９４万８，０００円で、医療備品の買

いかえ等５，５６４万８，０００円、企業債償還

金９，０３０万円で、資本的収入から資本的支出

を差し引いた不足額７，５２８万１，０００円

は、過年度損益勘定留保資金で補てんされており

ます。 

 平成１８年度は自治体病院の８割が赤字決算と

なっており、中小自治体病院の医師不足は極めて

深刻であり、今後西予市においても医師不足は救

急医療や地域医療の低下が免れないものと思われ

ますが、市立病院、診療所、開業医との連携を密

にし、今後十分検討されたいものであります。 

 当年度より導入された野村病院の院外処方は軌

道に乗り、順調に推移しておるようであり、病院

間の医薬品の共同購入についても、一部について

実現されており、今後に期待するものでありま

す。 

 当面の課題としては、市を挙げて医師確保に努

められ、市財政厳しい中ではありますが、病院事

業会計に対し、地方公営企業法に基づく負担金の

支出については、基準どおりの支出をされてはど

うか。また、累積赤字を抱える宇和病院の資金繰

りのため、病院内部で資金を融通し合ってはどう

かと考えるものであります。 

 窓口未収金については、３７６件、１，１８２

万円、宇和病院６００万６，０００円、野村病院

５８１万４，０００円で、前年度比７．５％減と

はなっておりますが、今後とも収納率向上になお

一層の努力を願うものであります。 

 次に、５６ページをお開きください。 

 平成１８年度野村介護老人保健施設事業会計の

審査についてであります。 

 つくし苑の入所者数は、前年度比１．８％増、

通所者数で前年度比０．２％と微増傾向にありま

す。 

 また、在宅介護支援センター利用者数は、前年

度比３２．５％、居宅介護支援利用者も前年度比

２２．６％と大幅な減となっており、全利用者数

では３万６，０８７名、前年度比１．６％減とな

っております。 

 本事業の総収益は３億９，４９９万５，０００

円で、介護納付収益は減少しておりますが、利用
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者負担収益ほかの増収により収益合計は前年度比

４９万７，０００円、０．１％の増収となってお

ります。 

 総費用は４億３９６万３，０００円、前年度比

０．８％増で、純損失８９６万８，０００円を生

じておりますが、前年度繰越利益剰余金３２万

９，０００円を差し引き、当年度未処理欠損金は

８６３万９，０００円となったものであります。 

 歳出の増は人件費、材料費の増によるものであ

りますが、経費節減に努力されていることは認め

られますが、早急な経営改善が求められており、

特に人件費の削減については、なお一層の努力を

要望するものであります。 

 資本的収支については、収入額はなく、資本的

支出は２，９０３万１，０００円で、車いす購入

費２６万５，０００円、企業債償還金２，８７６

万６，０００円で、収支不足額については、過年

度損益勘定留保資金で補てんをされております。 

 また、窓口未収金のうち滞納金額は、現在３

件、２１１万９，０００円であり、前年度比では

１８３万６，０００円の増となっており、未収金

の収納率向上については、なお一層の努力をお願

いしたところであります。 

 以上、企業会計の決算審査の報告とさせていた

だきます。 

  （日程１２） 

 

○議長 次に、日程第１２、報告第７号「平成１

８年度西予市一般会計継続費精算報告について」

から報告第１８号「株式会社グリーンヒルの経営

状況について」までの１２件を一括議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 報告第７号「平成１８年度

西予市一般会計継続費精算報告について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 平成１８年度において魚成小学校改築事業の継

続費に係る継続年度が終了したので、地方自治法

施行令第１４５条第２項の規定によりまして、継

続費精算書を添えてご報告申し上げます。 

 続きまして、報告第８号「有限会社宇和オービ

ーシステムの経営状況について」から報告第１８

号「株式会社グリーンヒルの経営状況について」

一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第２２１条第３項で規定する市の出

資率が５０％以上の法人等については、同法第２

４３条の３第２項の規定によりまして、毎事業年

度に法人の経営状況を説明する書類を作成して議

会に提出することが義務づけられているため、本

議会に１１法人の平成１８年度経営状況について

報告するものであります。 

 各法人の経営状況の詳細につきましては、担当

部長から補足説明いたしますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 それでは、まず初めに、報告第８号についての

「有限会社オービーシステムの経営状況につい

て」ご説明を申し上げます。 

 平成１８年度におけるオービーシステムの業務

受託契約は、施設管理等を主体とした７件、宇和

運動公園等の屋外部門５件であり、全体的な業務

量の減少に伴い、受託料収益は損益計算書のとお

り、建物管理料、公園管理料を合わせまして１億

１，１４２万３，２７９円で、総収益の合計では

１億１，９７０万６，５０９円であります。総費

用では、そのほとんどが人件費で、支出部門の約

９０％を占めており、全体としては１億１，９５

５万３，２１２円となり、当期純利益は１５万

３，２９７円でありました。 

 詳細につきましては、お配りいたしております

資料をお目通しいただきたいと思います。 

 以上、有限会社オービーシステムの経営状況の

説明を終わります。 

 

○議長 森会計管理者。 

 

○森会計管理者 報告第９号「財団法人宇和町住

宅協会の経営状況について」説明をさせていただ

きます。 

 平成１８年度財団法人宇和町住宅協会の事業

は、みどり団地２期宅地を平成１５、１６、１７

年度に継続して販売をいたしました。全５３区画

のうち、平成１５年度に宇和町住宅産業連合会加

盟業者に住宅部屋用地として９区画、個人へ１２

区画、平成１６年度は３区画、平成１７年度は５

区画、平成１８年度は３区画を販売し、平成１８

年度末現在の残り区画は２１区画となっておりま

す。 

 次に、平成１８年度の収支報告をいたします。 
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 歳入の部では、事業活動収入２，９３２万４，

７１２円、繰越金６，０６９万９，７４７円、歳

入合計９，００２万４，４５９円でございます。 

 歳出の部では、事業活動支出６４４万３，５６

０円、財務活動支出２，０００万円、歳出合計

２，６４４万３，５６０円でございます。差し引

き繰越金といたしまして６，３５８万８９９円で

あります。 

 財団法人宇和町住宅協会としては、出資団体か

らの財政支援を受けず、基金及び繰越金で財源を

確保し、健全な運営に努めていますが、今後は前

年度に引き続きみどり団地２期の販売を促進する

のみとなっています。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しください。 

 以上で財団法人宇和町住宅協会の経営状況説明

を終わります。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 報告第１０号「西予市土地

開発公社の経営状況について」説明させていただ

きます。 

 平成１８年度西予市土地開発公社の事業であり

ますが、完成土地売却につきましては、三瓶町い

ぶき団地１区画を売却し、７０万５，６４０円の

手付金収入がありました。公有用地取得につきま

しては、三瓶港埠頭用地を７４３万５，４００円

で取得いたしました。 

 また、一般国道３７８号三瓶バイパス道路改築

事業との合併施行負担金として１，０００万円愛

媛県へ支払いいたしました。 

 公有用地売却につきましては、宇和保育園増設

用地を３，４２８万４，３４４円で、三瓶市道津

布理３３０号線道路用地を１９９万６，５３２円

で、また三瓶港の埠頭用地を７６８万９，９９６

円で売却をいたしております。 

 現在、公社におきましては、完成土地につきま

しては、三瓶町いぶき団地全２４区画のうち残り

１３区画の販売推進を、城川町高野子団地全１５

区画のうち残り１０区画の販売推進を行っており

ます。開発中の土地につきましては、宇和町さく

ら団地の宅地造成工事を進めております。 

 次に、１８年度の収支報告をいたします。 

 歳入の部では、事業収益、事業外収益、特別利

益、繰越金、事業借入金合わせまして、歳入合計

２億１，０９２万４，４７３円でございます。 

 歳出の部では、営業費用、販売費及び一般管理

費、事業外費用、事業借入元金償還合わせまして

歳出合計１億８，０２１万４，３９５円でござい

ます。差し引き繰越金といたしまして３，０７１

万７８円であります。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通し願います。 

 以上で西予市土地開発公社の経営状況説明を終

わります。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 報告第１１号「平成１８年

度社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状

況について」ご説明を申し上げます。 

 宇和町社会福祉施設協会は、昭和４７年２月２

９日に設立された社会福祉法人でありまして、運

営している事業につきましては、身体障害者デイ

サービスセンターと介護デイサービスセンターを

兼ねた游の里デイサービスセンター、知的障害者

更生施設希望の森と松葉学園、保育所７施設、特

別養護老人ホーム松葉寮、在宅介護支援センター

あんしんの家などがございます。 

 西予市からの財政支出といたしましては、補助

金は１８年度決算で１，８３０万８，０００円で

あります。 

 また、委託している事業は、１８年度決算で

２，６７７万７，０００円となっております。合

計いたしますと４，５０８万５，０００円でござ

います。 

 なお、実績報告書並びに決算書等詳細につきま

しては、お配りしております資料のお目通しをお

願い申し上げます。 

 以上、平成１８年度社会福祉法人宇和町社会福

祉施設協会への経営状況についてのご説明といた

します。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 報告第１２号「財団法人宇和文

化会館の経営状況について」ご説明をさせていた

だきます。 

 財団法人宇和文化会館は、平成１８年度から指
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定管理者として芸術文化事業の実施と施設の管理

運営を行っております。芸術文化事業といたしま

しては、会館の自主事業６公演、協賛事業２公演

の８事業を実施、中でも３００名余りの合唱団が

７カ月の練習期間を経て開催した西予市第九演奏

会では、多くの市民の方々にご参加、ご鑑賞をい

ただきました。貸し館事業といたしましては、年

間６４４件、会館利用者は約３万２，０００人で

ございました。 

 平成１８年度の事業活動収支につきましては、

指定管理者となったことで、今までは西予市の一

般会計に納入していた会場利用料を財団の収入と

して８１０万２，６３０円を計上しております。

西予市からの受託料４，３５７万９，０００円を

含めた事業活動収入合計が６，８２７万４，７６

５円であります。 

 活動支出につきましては、管理費２，６７８万

９，２８２円と事業費３，５３５万９，１８８円

であり、活動支出合計６，２１４万８，４７０円

となりました。 

 事業活動収入合計６，８２７万４，７６５円か

ら事業活動支出合計６，２１４万８，４７０円を

差し引いた額の６１２万６，２９５円が事業活動

収支差額となります。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通し願います。 

 以上、簡単ですが、財団法人宇和文化会館の経

営状況についてのご報告とさせていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 報告第１３号「株式会社野

村町地域振興センターの経営状況について」ご説

明いたします。 

 本センターは、農業公園ほわいとファームの運

営管理を中核事業としており、地域特産品の製造

販売及びレストラン事業並びにイベント開催事業

等を通じて都市との交流、地域雇用との地域産業

の活性化に取り組んでおります。 

 しかし、１８年度の全部門の売上実績は、目標

を大きく下回る７，２５０万５，０００円にとど

まり、生糸販売事業を除いた事業全体では、前年

比８１．８％の極めて低調な実績となりました。

来場者も５万９，０００人と前年度より１万１，

０００人減少し、平成１３年ピーク時の１４万

５，０００人の約４割まで落ち込み、２，４００

万円の管理委託料収入を加えても経営は非常に厳

しい状況でございます。このため１８年度におい

て経営改革の一環として職員意識の改革、地域産

業や地域住民と協働のあり方等についてコンサル

タント事業を実施し、スタッフの目標達成意欲の

醸成や問題解決能力の向上に取り組んだところで

ございます。 

 １９年度においては、販売促進活動だけでな

く、地域のイベント企画や市民グループ、団体と

の連携を重視した、魅力的な施設づくりを目指し

ながら一層の経営改善を図ってまいります。 

 詳細につきましては、配付いたしております資

料をごらんいただきたいと存じます。 

 次に、報告第１４号「株式会社エフシーの経営

状況について」ご説明いたします。 

 エフシーは林業基盤整備及び受託作業を主力事

業として森林の保全や林業の若い担い手確保等に

取り組んでおります。 

 収益面では、売上高は前年比３．５％増の１億

５，３３９万２，０００円を上げたものの、製造

原価が上昇したため、営業損益では９９８万円の

損失となりました。 

 しかし、補助金等の営業外収益１，９０１万

２，０００円が寄与し、最終的には当期純利益１

７１万８，０００円を確保することができまし

た。 

 市からの補助金、委託料は４，２９２万２，０

００円に上りますが、県費負担及び基盤整備を機

械運営業務に付随する機械使用料収入が合わせて

１，４５７万１，０００円ありましたので、市の

実質負担は２，８３５万１，０００円ということ

になります。 

 エフシーは常勤役員３名、社員１７名、準社員

１４名を抱える地域の重要な事業所であり、雇用

面においても地域活力の向上に貢献しているとこ

ろであります。１９年度においても引き続き林業

の知識、技能の習得に努め、高性能林業機械を生

かした効率的な作業を推進しつつ、経営の安定化

に結びつけてまいります。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をごらんいただきたいと存じます。 

 次に、報告第１５号「株式会社城川開発公社の

経営状況について」ご説明いたします。 

 本公社は他の第三セクターと異なり、決算時期
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が１月末となっている関係上、本報告の１８年度

実績数値と決算書の数値が一致しないことをご容

赦いただきたいと思います。 

 １８年度はクアテルメの年間を通じた営業が実

現しましたので、総売上額は５億４，８８４万

２，０００円に達し、前年売り上げを２１．４％

上回るとともに、税引き前で４０万９，０００円

の利益を計上することができました。もちろんク

アテルメと宝泉坊ロッジ新館のオープン効果が主

要因でありますが、その他の事業もおおむね順調

に業績を伸ばし、宿泊事業、保養事業を除いた部

門全体売り上げで前年を６．９％上回る３億７，

９９７万１，０００円の売り上げとなりました。 

 本公社は、クリや豚肉などの原材料購入におい

て、地域農業と密接な関係にあり、雇用について

も季節臨時社員まで含むと８４名に及ぶ重要な事

業所でございます。今後とも積極的な商品販路開

拓と魅力ある宿泊・保養事業を展開し、より一層

地域に貢献できる企業活動を推進してまいりま

す。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をごらんいただきたいと存じます。 

 次に、報告第１６号「株式会社どんぶり館の経

営状況について」ご説明いたします。 

 どんぶり館は、年間レジ通過客数が５０万７，

０００人に及び、本市を代表する産直施設として

対外的に認知度の高い施設でございます。 

 平成１８年度の販売額は、計画をわずかに下回

りましたが、昨年度とほぼ同額の６億５８９万

９，０００円の実績を達成いたしました。当期純

利益も昨年度並みの５４１万３，０００円を確保

いたしました。その上で株式配当金２５０万円と

土地賃料として２８５万３，０００円を市の歳入

に組み込むことができました。流動資産も現金預

金で１億円近くあり、経営上、大きな課題はあり

ませんが、ここ四、五年売り上げが横ばい傾向に

あります。このため１８年度において、レストラ

ン業務の改善について経営コンサルタントの助言

を仰ぎ、より魅力ある施設づくりへの取り組みを

行いました。どんぶり館の客層も農産物のショッ

ピングから観光、レジャー型への移行も見られま

す。今後においては、販売だけでなく観光やイベ

ント情報の発信基地としてその役割も期待されて

きますので、西予市の玄関口としての施設機能強

化に努めてまいります。 

 なお、詳細については、お配りしております資

料をごらんください。 

 次に、報告第１７号「あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状況について」ご説明いた

します。 

 シーサイドサンパークは、ふるさと創生館、は

ま湯、民宿故郷、オートキャンプ場きゃんぱの各

事業を通して地域特産品の製造販売、市民の健康

増進、観光交流の推進など、明浜地区の地域振興

にはなくてはならない企業でございます。 

 １８年度の損益計算書によると、売上高は２億

１，５３８万６，０００円で、前年比５．５％減

でございますが、この売上高には、本市からの消

費税を除く管理委託料２，９５２万４，０００円

が含まれますので、実質商品売上高は１億８，５

８６万２，０００円となり、前年を額で２，５８

４万２，０００円、率で１２．２％下回る厳しい

決算となりました。この結果、損益計算書で５１

２万８，０００円の当期純損失が生じることとな

っております。この原因は、かつてない温州ミカ

ンの不作により、無添加ジュースの原材料が確保

できず、搾汁本数が半減したことが大きく影響し

たものでございます。 

 １９年度については、搾汁農家の拡大に取り組

むとともに、シーサイド全施設の割引利用が可能

な会員制度を導入するなど、全社を挙げて顧客の

増加と経費の削減に努力してまいります。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をごらんいただきたいと存じます。 

 最後に、報告第１８号「株式会社グリーンヒル

の経営状況について」ご説明いたします。 

 グリーンヒルは、西予市産ケールの加工販売を

通じて、地域農業の振興と地域雇用の創出を実現

いたしております。 

 売上高においては、１１月生産分から商品単価

の値下げをしたものの、前年比９９．１％の１億

９，４２４万８，０００円の実績を上げ、経常利

益についても販売費及び一般管理費等の削減で、

前年を１９．６％上回る１，５０３万９，０００

円を計上することができました。 

 また、工場年間稼働日数、工場へのケール入荷

量、青汁製造量も事業計画を上回る順調な実績を

残すことができました。 

 １８年度には総合衛生管理製造過程ＨＡＣＣＰ

の承認を得ましたので、１９年度より同一敷地内
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で開始するしぼりかすの飼料化事業とともに施設

整備及び機械の保守点検等のメンテナンス体制を

強化してまいります。 

 詳細については、お配りしております資料をご

らんください。 

 以上、報告第１３号から第１８号までの説明と

させていただきます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上で経営状況報告を終わります。 

 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしま

した。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は明日９月１２日午前９時より一般質問及

び質疑を行います。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後３時５０分 



 

－39－ 

       平成１９年第３回西予市議会定例会会議録（第２号） 

１．招 集 年 月 日 平成１９年９月１２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成１９年９月１２日 

          午前９時００分 

１．散     会 平成１９年９月１２日 

          午後１時３３分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   副  市  長  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   会 計 管 理 者  森   英 二 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  上 甲 福 重 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  鶴 岡 康 年 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  清 水 享 司 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

         議  事  日  程 

 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指 

           定管理者の指定について 

 ３ 議案第 ９８号 外国の地方公共団体の機 

           関等に派遣される職員の 

           処遇等に関する条例制定 

           について 

 ４ 議案第 ９９号 西予市中山間ふるさと・ 

           水と土保全基金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第１００号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１０１号 西予市墓地設置及び管理 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

 ５ 議案第１０２号 市道路線の変更について 

   議案第１０３号 市道路線の廃止について 
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   議案第１０４号 市道路線の認定について 

 ６ 議案第１０５号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第３号） 

 ７ 議案第１０６号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第１号） 

   議案第１０７号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第１０８号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１０９号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１０号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１１号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１１２号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第１号） 

   議案第１１３号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

 ８ 認定第  １号 平成１８年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ２号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ８号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ９号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

 

 

本日の会議に付した事件 

  

１ 一般質問          

 ２ 議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指 

           定管理者の指定について 

 ３ 議案第 ９８号 外国の地方公共団体の機 

           関等に派遣される職員の 

           処遇等に関する条例制定 

           について 

 ４ 議案第 ９９号 西予市中山間ふるさと・ 

           水と土保全基金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第１００号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 
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   議案第１０１号 西予市墓地設置及び管理 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

 ５ 議案第１０２号 市道路線の変更について 

   議案第１０３号 市道路線の廃止について 

   議案第１０４号 市道路線の認定について 

 ６ 議案第１０５号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第３号） 

 ７ 議案第１０６号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第１号） 

   議案第１０７号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第１０８号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１０９号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１０号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１１号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１１２号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第１号） 

   議案第１１３号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

 ８ 認定第  １号 平成１８年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ２号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ８号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ９号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 
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  開議 午前９時００分 

○議長 本日は傍聴にお越しいただきまことにあ

りがとうございます。 

 ただいまの出席議員は３１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 これより、日程第１、一般質問を行いま

す。 

 この際、申し上げます。 

 各議員の発言は申し合わせの発言時間１５分以

内でお願いいたします。質疑については２回まで

とし、あわせて５分以内でお願いいたします。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 皆さんおはようございます。 

 それでは、通告に従いまして理事者の所見をお

伺いしたいと思います。 

 初めに、地方分権時代の自治体経営のあり方に

ついてお伺いをしたいと思います。 

 地方分権一括法が２０００年４月に施行されま

した。その後権限と財源移譲をめぐって国と地方

の意見がかみ合わず、紆余曲折を繰り返しながら

ことし４月には新たに第２期分権改革がスタート

しました。そもそも地方分権とは何か。これは申

し上げるまでもなく、中央集権社会の終えんであ

り、地方の自立独立であります。当然行政には自

己決定・自己責任の経営が求められます。 

 一方、議会においては、地方分権によって飛躍

的に権限が拡大されました。分権以前の地方自治

体では、国の下請機関のように都道府県において

は業務の七、八割、市町村においても三、四割を

機関委任事務の遂行に費やしてまいりました。こ

の機関委任事務に対して、議会は審議権も条例制

定権も予算の減額修正権も持つことができません

でした。 

 しかし、地方分権一括法が施行されることによ

って、自治体のすべての業務に審議権も条例制定

権も認められ、すべてが予算審議の対象になりま

した。すなわち、議会の立場は単にチェック機関

ではなく、立法機関へと構造的変化をなし遂げた

わけであります。 

 さらに、２００５年の改正では、年４回に限ら

れていた定例議会も回数制限がなくなり、月例議

会あるいは隔月議会と審議日数を大幅にふやすこ

とも可能になりました。地方分権によって議会は

自治体の決定・監視・提案機関に変わったわけで

あります。今後地方交付税のあり方、国庫補助負

担金の廃止、税源の移譲等について国と地方の合

意が得られるには、まだまだ多少の時間がかかる

にしても、紛れもなく分権社会はダムの堰を切っ

たように、もうだれにもとめることはできませ

ん。行政、議会ともども分権時代を生き抜く知恵

を身につけなければならないわけであります。そ

れは以前からよく言われてきた行政あって政治な

し、あるいは執行あって経営なしの汚名を返上す

ることであります。 

 行政の会計は言うまでもなく現金主義会計であ

り、企業会計の発生主義会計とは性質が大きく異

なります。執行あって経営なしと言われたゆえん

であります。分権時代になって企業会計方式を取

り入れる自治体が年々ふえております。例えば、

千葉県浦安市では、財務諸表、行政コスト計算

書、キャッシュフロー計算書がつくられておりま

す。西予市がどこまでつくるかは別として、自治

体間競争は思わぬところで既に始まっていること

を改めて感じるわけであります。 

 西予市においても、企業会計方式で考えるべき

事例が、私は当面２つあると思います。これは言

うまでもなく庁舎建設とＣＡＴＶ事業でありま

す。庁舎建設は、規模の大小については、行政の

組織機構改革に伴って変動しますので、今後の議

論をまつといたしまして、充実した本庁機能を確

保することは、防災上からも必要不可欠でありま

す。かといって従来のような箱物行政を繰り返す

ゆとりはどこにもありません。償却資産であれ

ば、いかに安く効率よくつくるかは、行政といえ

ども当たり前の視点であります。庁舎建設を概算

で申し上げますと、建設費は約２０億円前後見込

まれていると想定いたします。これは合併特例債

が使えるわけでありますので、７割が交付税充当

になり、市の負担は実質６億円前後で済むことに

なります。２０億円の建物が６億円で建つわけで

すから、考え方によっては、破格の値段と言えま

す。 

 しかし、これを企業会計的に考えると、６億円

がさらに安くならないかを徹底して考えます。例

えば、今の宇和町は、高速道路があり、鉄道もあ
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ります。もちろん土地も十分あります。全国的に

土地の評価が下落する中で、事宇和町において

は、ある程度価格維持ができているのではないか

と私は思います。 

 一方、宇和町内においては、場所によっては当

然評価額に大きな差があります。特に西予市土地

開発公社が所有する永長の土地は、現在のところ

利用見通しもなく、塩漬けになっております。仮

に現在の庁舎跡地を売るあるいはリースで貸して

永長に移ることができるのであれば、数億円の評

価益が発生すると思います。 

 また同時に、現在の場所に建てかえるとすれ

ば、取り壊しから完成までの期間、何らかの仮庁

舎が必要になります。移転費用、駐車場を含めた

土地の借上料を含めて試算すれば、さらに数億円

必要になります。これらを総合的に勘定すれば、

６億円経費削減することも夢ではありません。庁

舎はただで建設することができることになりま

す。 

 さらに、宇和町は南予の商業集積も可能ではな

いかと思います。東大洲が民活によって商業集積

ができたように、宇和町にもまだ可能性がなくは

ないと思います。駅前の一等地に民活で商業集積

を行う、単純かもしれませんが、これが実現すれ

ば一挙両得であり、地方分権に求められる自治体

経営の出発点になるのではないかと私は考えま

す。同様なことがＣＡＴＶについても言えると思

います。地方分権時代の自治体経営について市長

はどのような経営方針をお持ちなのか。 

 また、先ほどの庁舎建設にまつわる企業会計的

発想をどのように考えておられるのか、お伺いを

したいと思います。 

 次に、品目横断的経営安定対策で、西予市の農

業は今後どう変わるかについてお伺いをしたいと

思います。 

 さきの参議院議員選挙では、自民党の大敗に終

わりました。原因はいろいろ言われております

が、一つ言えることは、今回の選挙は紛れもない

地方の平成の一揆であったということは事実であ

ります。小泉内閣が進めてきた三位一体の改革、

グローバル経済がもたらした地方の切り捨て、都

市と地方の格差に対して、国が行ってきたセーフ

ティーネットの不十分さに対する批判であったと

思います。今回の結果を踏まえて政策の見直しが

なされることは、結果的には地方にとっては歓迎

すべきことではないかと思います。 

 ７月付の日本農業新聞の１面に「対論・地方の

あした」と題して特集が５回連続で掲載をされま

した。これを読んで驚いたことは、国を代表する

知識人が都市と地方に対する考え方にこれほどま

でに格差があるのかと唖然といたしました。一例

を紹介しますと、都市の論理として、今の集落す

べてを守ること無理だ。生き残るためには、町か

ら遠く離れた地に住むのはやめ、町の周辺にまと

めて居住すべきだ。住みなれた集落に住み続けた

い気持ちはわかるが、勤め人なら転勤もある。農

村だけが悲惨なわけではない。地方はむだな公共

事業をやめ、国への依存を減らし、甘えを絶つべ

きだと、地方に対する理解も何もありません。カ

タツムリであれば、家を背負って移動することも

できますが、我々はそう簡単に別の地に住むこと

はできません。むしろ今の社会だからこそ、しっ

かりとした住み分けをして国土を守るべきであ

り、今後のいろいろな情勢不安、すなわち地球温

暖化、食糧危機等を考えれば、国を守る現代の防

人が逆に必要ではないかと考えます。ヨーロッパ

を旅した人ならだれでも気がつかれると思います

が、どの国へ行っても都市もさることながら、地

方が大変美しいことに感動を覚えます。都市から

地方に行けば行くほど不思議なくらい町が美し

い。特にスイスは日本以上に厳しい山岳地帯が多

いにもかかわらず、山の中腹まで見事に耕作し、

農地というより、むしろ公園と呼ぶのがふさわし

いくらいよく管理が行き届いております。一見自

然の恵みかと錯覚をするわけですが、調べてみて

とんでもない事実に驚きました。スイスでは、農

家に対する個別補償すなわちデカップリング制度

が驚くほど充実しております。スイスでは農家が

受け取る直接補償額は、年平均で平野部が３８０

万円、山間部で５５０万円と言われております。

これが既に５０年以上続き、当然制度は農業者で

も６５歳を定年といたしております。これだけ補

償されれば、後継者もおのずからできてまいりま

す。村はいつまでも昔と変わらずあり続けること

ができるわけであります。これによって美しいヨ

ーロッパは維持されております。 

 翻って日本の現状はどうでしょうか。さきの参

議院議員選挙において民主党がマニフェストに掲

げた個別直接補償は、これから議論が始まるわけ

でありますが、さきのヨーロッパの例からすれ
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ば、考えるまでもなく個別直接補償は必要不可欠

であると思います。２０００年４月に中山間地域

等直接支払制度ができてことしで７年目を迎えま

す。一定の成果はあるものの、現実には余りにも

補償額が少なく、運用面においても国の一律指導

でなく、地方の自由に任せる方が効果は大きいと

思います。そして、ことし１９年度からこれを補

完する形で農地・水・環境保全向上対策制度がス

タートしました。おくればせではありますが、歓

迎すべきことであります。 

 しかし、現実には現状を維持するのがやっとで

あり、前向きな取り組みをするまでには到底至っ

ておりません。もう少し自治体独自の創意工夫が

必要であると考えます。今のままでは交付金打ち

切りとともに金の切れ目が縁の切れ目になっても

とのもくあみになるのではないかと心配をいたし

ております。中山間地域農業に対して国の理解が

多少なりとも深まりつつあることは、大いに喜ば

しいことでありますが、平成１９年度からスター

トした品目横断的経営安定対策は一体どうしたこ

となのか、理解に苦しみます。制度の内訳につき

ましては、これまですべての農業者を対象として

個々の品目ごとに講じられてきた対策を見直し、

担い手すなわち大規模経営農家に対象を限定し、

その経営の安定を図る施策に転換するというもの

であります。申請をするには、認定農業者で４ヘ

クタール以上、一定の条件を備える集落営農者で

２０ヘクタール以上が条件であります。中山間地

域の農業者にとっては、とんでもない高いハード

ルであることは、申し上げるまでもありません。

地方の声として農家の個別直接補償を早急に実施

し、中山間地域等直接支払制度、農地・水・環境

保全向上対策の恒久的継続を強く要望し、品目横

断的経営安定対策では、条件不利地域に対する緩

和措置を３年に限定せず、恒久的に保障されるよ

う要望したいところであります。安定した食糧を

確保することは、第２の国防とも考えられますの

で、地方行政議会は今後においても強く働きかけ

ていく必要があると思います。今回の品目横断的

経営安定対策が実施されることによって、西予市

の農業にどのような影響が出るのか、お伺いをし

たいと思います。 

 また、平成１８年度末現在で、西予市内での認

定農家と品目横断的経営安定対策申請者数はどれ

くらいあるのか。同時に、これらが全農家に占め

る割合はどれくらいになるのか。これらの対象と

なることができない小規模農家に対して、西予市

ではどのような対策を検討しているのか、お伺い

をいたします。 

 また一方、ここ数年牛乳価格の低迷、出荷量の

調整によって酪農家の廃業もしくは肥育牛等へ転

向を余儀なくされている農家が急増いたしておる

と聞くわけでありますが、市の対策がどのように

なっているのかお伺いをいたしまして、私の質問

を終わりたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんおはようございます。 

 本日は一般質問でございまして、７人の議員の

方々から１６の質問をお受けすることになりま

す。私どももそれぞれ視点を得た質問でございま

すので、真摯に受けとめて答えていきたいと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げたらと思っ

ております。 

 また、本日は早朝から傍聴の方々が来ていただ

きましてありがとうございました。このように私

ども真剣に議論をやっていきますので、ぜひとも

また聞いていただきたいと、このように思ってお

ります。 

 それでは、まず私の方から、元親議員の地方分

権時代の自治体経営についての質問についてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 地方分権時代を迎えまして自治体は自主・自立

した政策自治体の変革を求められております。 

 また、昨今このような財政状況が悪化する中に

あっても、住民のライフスタイルはますます多様

化しており、このような状況下にあっては、自治

体は従来の行政運営から行政経営へと選択と資源

配分を旨とした改革を選択しなければなりませ

ん。分権社会では、個人ができること、いわゆる

自助、地域ができること共助、地方自治体が担う

分野公助というそれぞれの補完性の原理が機能す

ることがこれからの自治体の存続にかかってくる

ものと考えております。地方分権時代における西

予市の経営の中で重要なのは、総合計画の中で位

置づけておりますけども、市民の行政参加と協働

であります。これは、これまでの行政主導から脱

却してＮＰＯや自治会、ボランティア団体等が主

役となって活動を展開していくことであります。
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これらの団体は、自発性、専門性あるいは機敏性

といった特性を備えており、多様なニーズに柔軟

かつ迅速に対応することができます。行政として

も、社会的、公益的活動を担う団体については、

側面から支援をしてまいりたいと考えています。

近いうちに行政の中でも勉強会を開いた上で、住

民の中に入っていきたいと、このように思ってお

るところでございます。 

 次に、第２点目は、新しい行政マネジメント制

度の確立であり、これは今まさに市が取り組んで

おりますが、行政評価システムであります。これ

までは国や県の補助・支援を受けてあれもこれも

できた時代でありました。 

 しかし、今からはあれかこれかで施策を取捨選

択しなければできない時代に入りました。行政評

価システムは、事業の必要性、投資効果、コスト

削減等から事務事業評価を行い、その成果を市民

に公表しながら限られた予算を施策枠単位に財源

投下し、及び成果向上優先度によって配分してい

くもので、平成２０年度当初予算、来年度の当初

予算から反映させていく考えであります。こうし

た行財政改革から自治体経営を行うものでありま

す。 

 このほか自治体経営で考えられますのは、バラ

ンスシート、これも２０年度決算からやらさせて

いただきたいと、このように思っておりますが、

や民間委託、指定管理者制度、職員提案制度、行

政組織の構築、人事体制の構築、業務の効率化、

人材育成等があります。現在実施しているもので

ありますし、今後取り組むべき課題でありますの

で、民間企業の経営手法も参考にしながら、今日

までの行政運営から未来に町を継続していくため

の行政経営に視点を変えて取り組んでまいりたい

と考えているところであります。 

 また、もう一つのご質問の企業会計的発想によ

る庁舎建設でありますが、確かに議員のご提案の

選択肢も一つの提案かと思いますが、新たな広い

土地に敷地を求めれば、発想豊かで機能性のある

庁舎建設も十分可能でありますけれども、しかし

反面、そこには土地取得、造成費等新たな投資が

生まれてまいります。地方自治法第４条で地方公

共団体の事務所の位置を定めるまたは変更するに

当たっては、住民の利益に最も便利であるように

交通の事情、他の官公署との関係等についても適

当な考慮を払わなければならないとされていま

す。こういうことから、私は交通立地面で利便性

が高く、これまで市民に十分理解されているこ

と、既存施設等を併用することで、規模、経費と

も縮小、削減が図られること、ＪＲ駅や郵便局、

金融機関等他の公共的施設、中心市街地が隣接

し、これらの施設、機関との連携が可能であり、

総合的なまちづくりへの相乗効果が期待できるこ

となどを考慮し、なおまた庁舎建設市民検討委員

会からの答申を重視して、現在の周辺地での建設

が適当であると考えているところであります。 

 なお、庁舎建設の建設に当たっては、経費削減

はもとより、周辺の環境等に十分配慮しながら、

将来に過ちを残さないよう慎重に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、ご理解のほどをよ

ろしくお願い申し上げ、以上答弁とさせていただ

きます。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 おはようございます。 

 元親議員の品目横断的経営安定対策で西予市の

農業はどう変わるか、こういう質問にお答えをい

たします。 

 これまでのすべての農業者を一律的に対象とし

て個々の品目ごとに講じてきた施策を見直し、１

９年産からは意欲と能力のある担い手に対象を限

定した施策に転換されたものでございます。この

品目横断的経営安定対策は、すべての農産物を対

象とするものではございません。諸外国との生産

条件の格差があるといった観点から、土地利用型

農業の米、麦、大豆等が対象となっているわけで

ございます。議員お示しのとおり、本対策には一

定の要件がございます。西予市においては、集落

の農地が少ないなどの物理的制約から経営規模の

特例基準に該当するため、認定農業者が２．６ヘ

クタール以上、集落営農組織が１１．２ヘクター

ル以上に緩和されております。農業者への加入促

進を図ってきたところでございます。 

 まず、１点目の本対策が実施されることによっ

て、西予市の農業がどのように影響が出るかとい

うことのご質問でございますが、まず、麦、大豆

の状況では、これまでの栽培農家のほぼすべてが

加入している状況でございますので、農家の収入

は現行と同程度となることから、影響はないもの

と考えております。 
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 また、米につきましては、担い手を対象に収入

減少影響緩和交付金が支払われることになります

が、当面は急激な価格の下落は少ないものと思わ

れ、対象とならない小規模農家に対しても大きな

影響はないのではないかと、このように考えてい

るわけでございます。 

 次に、２点目の平成１８年度末の西予市内の認

定農家数と品目横断的経営安定対策申請者数及び

全農家に占める割合についてでございますが、認

定農家数は５５４経営体、このうち土地利用型経

営型認定農家数が５５経営体でございます。品目

横断的経営安定対策申請者数は、米が５３、麦が

２１、大豆が２３経営体となっております。販売

目的作付の全農家に占める割合は３．２％となっ

ております。このような現状の中でこれからの小

規模農家に対する市の対応につきましては、引き

続き担い手育成確保を促進するとともに、小規模

農家も参加できる集落営農の組織化の推進を積極

的に図っていきたいと考えております。 

 最後に、酪農における西予市の対応についてお

答えをいたします。 

 酪農につきましては、牛乳消費の落ち込みによ

る生産調整と飼料の値上がりのダブルパンチによ

る厳しい経営を迫られているのが現状でございま

す。この牛乳生産調整は、平成１７年度から実施

され、１８年度からは前年比４％の減産を求めら

れておりまして、非常に厳しい経営、さらには酪

農家数も９０戸を切るという大変厳しい状況にあ

るのが現状でございます。そのような中で、西予

市では市単独で酪農振興対策事業を継続的に実施

し、大野ケ原育成牧場の育成費用に対する支援、

防疫事業、元牛の導入費用等の支援など、酪農家

の支援に取り組んでいるところでございます。 

 また、世界的なバイオエタノールの生産対策で

飼料が高騰していることから、稲わらの利用促進

等飼料増産対策の推進も図っていきたいと考えて

おります。 

 また、牛乳の消費拡大の推進に市広報はもとよ

りでありますが、生産の現場から、また消費者、

さらに牛乳と一緒に地域のイメージを届けるよう

な市民の皆さんと一緒になって一人でも多くの消

費者に牛乳が選択していただけるような推進も図

っていきたいと、このように考えているところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 それでは、再質問をさせてい

ただきたいと思いますが、先ほどの自治体経営、

特に庁舎建設につきまして、もう一点ばかり突っ

込んで質問させていただきたいと思います。 

 実は、今日本で地方分権あるいは市町村合併が

今進んでおるわけですけれども、これは日本だけ

じゃない、世界各国で既にこれは進んでおるわけ

でございます。そこの中で、私北欧のスウェーデ

ンの例をちょっと調べてみましたが、スウェーデ

ンというのは非常にすばらしい国でございまし

て、世界に冠たる生活大国と言われておる国でご

ざいますが、ここの分権改革の実態を見てみます

と、この理念が非常にすばらしいんだと、私は感

動いたしております。それはどういうことかとい

いますと、ここが徹底して行っておるのは、小さ

な政府と大きな地方自治ということを理念といた

しております。これはヨーロッパ全域について同

じ考えであるわけでございますが、これはどうい

うことかと申し上げますと、例えば行政が物事を

決定する場合は、住民に最も近いところで決定す

るという意識があります。これは西予市で言いま

すと、例えば城川町のことは城川町民が一番よく

理解しておる。三瓶町のことは三瓶町民が一番よ

く理解しておるわけでございますから、城川町の

ことは城川で決めるということは、非常にベター

であろうと私も思うわけでございます。 

 しかし、現実には日本は大きな政府と小さな地

方自治ということで、今市町村合併によって行政

と住民の距離がだんだんだんだん拡大しておるわ

けでございます。そういう中で行政も把握されて

おると思いますけれども、今周辺地域は非常に大

きな、もう歴史以来の大きな難題を抱えておるわ

けでございます。その一つは限界集落、これは１

０年後には消滅集落と言われておる集落があちこ

ちに存在しておる、あるいはまた、今心配されて

おります大型地震あるいはまた気象異変による災

害、それに備える消防団組織等を見ましても、城

川方面隊は条例定数に対して、今既に七十数名定

員割れでございます。定数削減が今求められてお

るわけでございます。 

 そしてまた、一番大きい問題として格差社会、

都市と地方、地方においては中心と周辺、この格
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差が、これはかっては後進国の話でございました

が、先進国においても年を追うごとに顕著になっ

ておるという、非常に周辺地域にこのような大き

な問題を抱えておる中で市町村合併が進んで、全

国の至るところでかっての町から市役所がなくな

るというふうな状況に今はあろうと思います。西

予市において、今市長が先ほど説明されましたよ

うに庁舎の位置も決定したようでございますが、

ここまで物事が進んでおると、市長の頭の中に

は、もう既に完成の青写真っていうのは、僕はお

およそあろうと思います。 

 そこでお伺いしたいんですけども、今回の庁舎

建設で、本庁に持たす機能とそれから各町にあり

ます総合支所、この役割というのはどのようにな

るのか、まず１点市長にお伺いをしたいと思いま

す。 

 それから、別宮副市長と三好副市長にお伺いを

したいと思いますが、お二人は言うまでもなく人

生６０年余り城川町、三瓶町で過ごしてこられま

した。そしてまた、だれよりもそれぞれの城川、

三瓶町についてはよく理解をされておりますし、

そしてまた人生の大半を役場で勤務をされて地域

づくりに邁進をされてきたというふうに思ってお

るわけでございます。お二人がだれよりも地域の

事情をよく理解されておると思いますが、今回の

制度改革によりまして本庁舎建設、ひいては各総

合支所の廃止という理事者としての立場を貫かな

ければいけない立場にあろうと思いますが、お二

人が今後の成り行きによって住民にこの現象、実

態をどう説明されるのか、ひとつお二人の考えを

聞かせていただければと思います。よろしくお願

いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 前段は元親議員の考えの議論をお聞きしたとい

うことでよろしいかと思っておりますけれども、

私どももこの市の合併の中で周辺部をどうしてい

くかという問題が常にあるわけでございます。そ

ういう中で、私も限界集落の問題に来年度から取

り組むべきだという考えを以前からいろいろな場

に言わさせていただいております。といいますの

も、今限界集落として西予市では１９．１％が限

界集落になっております。１０年後の予備軍を考

えてみますと、６９％近くが西予市は１０年後限

界集落に入っていくという現状でございますか

ら、これを今から議員の皆さんあるいは市民の皆

さんやそれぞれの団体の皆さんと真剣にどうある

べきか、いわゆる限界集落を阻止することはでき

ません。その中にいかに私どもも地域社会が豊か

に生きていくためにはどうしたらいいかというこ

との発想をお互いがしようではないかというため

の取り組みを今後やらせていただきたいと、この

ように思っております。したがって、私は隅々ま

で行き渡る行政をするというのは、そういう観点

からいわさせていただいておるところでございま

す。 

 ご質問の本庁舎と総合支所の役割については、

後ほどの議員のご質問もあるわけでございますの

で、ここですべてを答えていいかどうかというこ

とになりますと、その議員の人に失礼かとは思い

ますが、私自身本庁の建設に当たっては、やっぱ

り本庁方式に流れがやはり行くべきではないかと

思っています。 

 しかしながら、ここの西予市というのは、東西

５０キロ近くがある地域でありまして、その中で

支所のあり方を十分考えていく必要があるという

考えでありまして、支所機能を十分持たせた本庁

方式というのが理想ではなかろうかと、このよう

に思っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 元親議員のご質問にお答えをした

いと思います。 

 基本的なことにつきましては、ただいま市長の

方からお答えがございました。確かに職員が定員

化計画の中では減らさなければなりませんし、財

政的な事情ございます。そういったようなことを

総合的に考えたときには、やはり本庁方式をとら

ざるを得んのではないかと、このように私も考え

ております。 

 しかしながら、私も周辺部の一人でございます

ので、周辺部は特に高齢化がどんどん進んでおる

という現実もございます。したがいまして、周辺

部でそれぞれの今の総合支所の中で、できるだけ

皆さんの日常の行政業務がやっぱり処理できるよ
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うな、やっぱり最小限の業務は残すべきではない

かといったようなことも考えております。 

 また、ご案内のように西予市は非常にひょうた

んのように東西に長うございます。したがいまし

て、現在の総合支所が周辺の４旧町、それぞれ同

じような機構でいいのかどうか、この辺がやっぱ

り今後の皆さんとともに十分検討しなきゃならな

い問題ではないかと。やはり本庁方式、業務を本

庁に集約するということはやむを得ないと思いま

すけれども、そういう中で、本庁方式の中で総合

支所方式を旧４町を同じに業務を縮小することが

果たしていいのかどうか、その辺は今後の大きな

課題ではないかなと、私個人としてもそのように

考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 お答えをさせていただきます。 

 まだ正式に総合支所を廃止するという方向は出

てないと私は認識をいたしております。なぜ平成

の大合併を私たちは選択をしてきたのか、選択を

してこなければならなかったのか、そういうとこ

ろを住民に得々と説いていきたい、このように考

えております。 

 以上です。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 残り時間がないようでござい

ますので、簡潔にいきたいと思いますが、今回の

合併に当たりまして、地域審議会という設置をさ

れておると思います。これは合併をして周辺地域

が条件不利な状況に置かれないように地域審議会

というものを設置していただいておるわけでござ

いますが、今回の庁舎建設等につきまして、地域

審議会の答申といいますか、意見というのはどの

ように今は把握されておるのか。私はそこら辺か

ら強い要望なり出てくるんが本来あるべき姿では

ないかと思うんですが、一向にそういう意見を聞

かないんですけども、現実どうなのか、ちょっと

お伺いをさせていただきたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再々質問につ

いてお答えをさせていただきます。 

 地域審議会のあり方でございますが、地域審議

会の担っておる役割は、今お考えの役割を担って

おるんではないと私は思っております。やはり合

併時にできました西予市まちづくり計画、西予市

建設計画についてのあり方について地域審議会が

どう議論をして私どもと市の中に入っていくか

と。だから、余り拡大をして地域審議会のことを

やりますと、議員の皆さんともぶつかりますし、

市民のそれぞれの立場とぶつかってまいります。

その地域審議会のやはり持つべき、あるいは地域

審議会があるべき姿は、やはりその中で考えてい

かなくてはならないんではなかろうかと、このよ

うに思って、今回の庁舎建設については、地域審

議会の役割はないと、このような認識をしておる

ところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 次に、２番松山清君。 

 

○２番松山清君 平成１９年第３回定例議会にお

きまして質問の機会を得ましたので、通告に基づ

き質問をいたします。 

 西予市合併後３年が経過したわけですが、昨日

提案された議案や報告書などを見ますと、極めて

厳しい時代の中に西予市が置かれているというこ

とを改めて再認識させられました。まずは補正予

算についても１１億５，０００万円が計上されて

いるものの、三瓶地区漁港建設費、災害復旧費、

基金積み立てを除くとわずか２億円規模になって

いるということです。財政が厳しいからというの

は理解できますが、合併前に比べると市民サービ

スの低下が至るところで起こっている。かなり市

民は我慢をしているということが心配です。 

 また、市立病院の経営状況なんかも表面化して

くるのが時間の問題となってきました。コンサル

タントなどを入れた経営改革も効果が薄れてきて

いる感じがします。そのような現実を踏まえなが

ら、西予市はより適切な市民サービスに努めてい

かなければならないわけですが、社会情勢の変化

が余りにも大きくて、それに我々市民レベルでつ

いていっていないのではないか、その変化に気づ

いていないのではないかという問題を私はしばし

ば感じるのであります。ここ１カ月ほどサブプラ
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イムローン問題、アメリカの低所得者向けの住宅

ローンの焦げつきについて聞かない日はないくら

いですが、これ自体は我々市民生活に余り関係の

ないことです。 

 しかし、世界経済の観点から見ると、日本企業

の時価総額というものがこの問題で減少し、また

時価総額が１０年ほど前までは、アジアで断トツ

で高かったものが、今や中国や東南アジアという

枠組みで比較すると、日本は追い越されてしまっ

た。世界の目は、あるいはマネーは日本を離れて

中国、インド、アジアへシフトしているというこ

とです。日本が世界の向上であったころは、日本

がアジア経済を動かしていましたが、今やアジア

の経済の中心は東京ではなく上海、インドです。

日本人は世界一勤勉だ、優秀だ、日本を見習えと

いっていた時代は、遠い昔のことになってしまい

ました。 

 その一方、我々の感覚は昭和４０年代後半の田

中角栄首相が唱えた均衡ある国土の発展という大

義名分のもとに経済大国となった日本の国家の富

をいかに配分するかという時代から脱却できてい

ないのではないか。利益の配分が政治の仕事とい

う認識が我々の中にあるのではないかということ

が、今の政治の中での大きな問題であります。つ

まり地方の財政は、当然のことながら大きく国か

らの地方交付税に頼っているのが現実ですが、そ

れで成立する時代は、もう何年も前までのことで

あり、これからは意識改革を図り、協働というこ

とにより行政が金を使うばかりでなく、住民とと

もに知恵を使いまちづくりを進めていく時代、あ

るいは地域で力を出し合い少子・高齢化や福祉に

ついての問題にかかわっていく時代などなど、地

域力を磨いていく時代が目の前に訪れています。

これからのまちづくりは、ハード面の整備ではな

く、市民の意識づくり、地域で支え合うシステム

づくり、自治会組織などの再構築などが重要とな

ってきます。合併による申し合わせ事項でかなり

新しい施設が誕生してまいりました。これからは

住民が安心して暮らせる西予市づくりという意味

で、次のステップを考えていかなければならない

と思うわけです。 

 そこで、まず初めに、今一番重要な問題である

市立病院の経営見通しと医師確保についてお伺い

いたします。 

 ここ最近地域の中核病院が経営破綻を起こして

おり、しかもごく普通の町でそういうことが起こ

るという恐ろしさを私は感じます。高齢化と人口

減少に悩む地方都市で、地域の健康を支えてきた

病院が突然閉鎖という話を聞くと、地域の生命線

が守れないという意味で住民に大きな不安をもた

らしてしまうと思います。猛烈な勢いで進む過疎

化、超高齢化社会に西予市は置かれていますが、

そのような状況の中で市民の安心できる暮らしの

ためには、医療・福祉の充実が最も重要な問題で

あることは言うまでもありません。市立宇和病院

においては、外来患者数が減少していることとあ

わせて医師の減少もあり、その補充や産婦人科な

ど診療科目の充実が喫緊の課題であります。その

対応を怠れば、ますますその役割を果たすことが

できなくなるばかりか、専門的な立場の人からも

その存続にも不安を抱く声さえ聞かれるようにな

ってきています。中核病院がなくなれば、その土

地に住めなくなるとも言われます。そのような中

で、今後の市立病院の経営についてはうまくやっ

ていけるのか、理事者の認識を伺います。 

 現在診療所も含めて将来のあり方について検討

されているようですが、医療の減退があってはな

りません。 

 しかし、さまざまな現状を聞くにつれ、西予市

の今後の医療はどうなるだろうかと、診療所の体

制も含め、この３年で不安になってきたところで

あります。西予市の医療にかかわる医師が減少す

ると、市立病院の通院患者数も少なくなり、西予

市外の総合病院を頼るという悪循環が加速してい

ってしまいます。その悪循環を回避して市立病院

の健全な運営を図るためには、医師の確保をさら

に力を入れて取り組むことが、今の市政に強く求

められているのではないでしょうか。この問題は

全国の自治体が直面していることで、政府の政策

上の欠陥とも思えます。医療制度改革と言いなが

ら診療報酬を小泉改革で２００２年に２．７％カ

ットしました。その翌年１％、さらに翌年３．

１％と診療報酬のカットは続きました。地方にお

いては、その影響で病院が経営破綻するようにな

り、また臨床研修医制度をとることによる医師不

足で、改革のよい面は見えてこずに、その弊害が

顕著にあらわれ、医療面での地域格差が著しくな

り、安心して暮らせる社会の実現が遠くなってい

る感じを受けます。その対策はそれぞれの町で考

えるようにと言われても、現実問題どうにもでき
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ない袋小路の状態となっているように思えます。

昨年北海道えりも町の国保診療所を視察したので

すが、やはり医師不足問題はあったものの、医師

の全国公募によって医療危機を回避し、しかも黒

字の診療所経営という、町民にとってはかけがえ

のない医療機関をつくり上げていました。そこに

は行政の医師確保への努力があってのものであ

り、住民の信頼を築き上げることができた例であ

りました。西予市において医師確保の努力はどう

いう現状でしょうか。インターネットなどによる

全国公募や西予市の自然を逆手にとり、日常菜園

つきの市住宅とか、釣りができる診療所生活など

など、条件面をうちに来てもらうためにこれだけ

一生懸命行政も取り組んでいるということがわか

る方策などをどんどんやってでも医師を確保して

住民生活が安心できるものにしたいと思うところ

ですが、理事者の考えを伺います。 

 次に、中町の駐車場確保と町並みゼミの支援に

ついて伺います。 

 重伝建選定が待たれる中町ですが、最近訪れる

観光客も徐々にふえてきているように思えます。

末光邸が改修されたりギャラリーが静かに存在

し、また最近古民家再生が行われたりと、少しず

つではありますが、その変化もあるのでしょう。 

 また、町並博２００４の効果もあると言えるか

もしれません。中町で以前から問題と指摘されて

いたことは、ここを訪れる人の駐車場がないとい

うことです。先哲会館や市営駐車場も商店街には

ありますが、それでは不十分であると思います。

幸いにしてＮＴＴ社宅跡地を宇和町時代に購入し

ているのですが、これを駐車場として活用できな

いものか伺います。 

 このＮＴＴ社宅跡地は、駐車場として大変よい

位置に立地してはいるものの、ふだんは近所の人

の車をとめる程度で、これといって常時利用され

ているものではないように思います。イベントな

どではステージや露店が出ることもありますが、

乗用車で来た観光客をここへ呼び込むことで、随

分と中町の印象も変わるのではないでしょうか。

旧ＮＴＴ前の国道５６号線交差点も拡幅したりし

ているので、車の流れなども考えると、その効果

は大きいと思いますが、理事者の考えを伺いま

す。 

 また、２００８年度には中町で全国町並みゼミ

の開催に取り組んでいるということを伺いまし

た。今回の町並みゼミは、行政が主体となってや

るべきものではないと聞いていますが、全国から

中町へ人が集まってくるのですから、そのような

イベントを町おこしの一環としての取り組みはし

ていくべきではないでしょうか。財政難の中であ

るにせよ、できる範囲でそれを後援したり、補助

金を出すことはできなくても、知恵や人的な面で

も多々その成功のためにやれることはあると思い

ます。重伝建選定に向けての意識の高揚を図る意

味でも積極的に全国町並みゼミを支援してほしい

と思うのですが、理事者としてその考えはどう

か、お伺いいたします。 

 次に、三瓶町二及のマリーナ計画について伺い

ます。 

 三瓶町二及のマリーナについては、昨年入札が

延期になりましたが、その後どういう取り組みで

しょうか。理事者としては見直しをして取り組む

ということでありましたが、前回は賛否両論があ

ったように聞いています。それに対してどう対応

したのか、見直しの内容はどうなっているのか、

今後の計画はどうなのか、そのような経緯も含め

てお聞かせ願います。 

 最後に、西予市の情報発信と視察研修の対応に

ついて伺います。 

 西予市にも行政視察研修で来られる議会や団体

などが現状では年間少なからずあり、一方西予市

からも全国各地へ視察に行くこともあります。視

察先によっては、申し込みの際に１人１，０００

円程度の研修費を徴収する自治体もあり、それは

それで先進的なまちづくりや努力をしているから

だと感心させられるのであります。さきに財政破

綻した夕張市は、その財政再建団体となったこと

を逆手にとって町おこしにつなげようと積極的に

視察を受け入れる政策をとっており、１団体１万

５，０００円の研修料であるにもかかわらず、こ

としの７月から始めた視察受け入れは１１月まで

予約は満杯、また宿泊は市内に誘致するなどして

町の活性化に大きな貢献をしているということ

で、全国の注目を集めております。徳島の上勝町

でも視察の際には１人１，０００円が徴収されま

したが、ごみゼロの町や彩事業など多くの人が研

修に訪れ、年間２００万円ほどの財源になってい

ました。西予市でもごみ１億円削減の実現など情

報発信をすることにより、他の模範となる取り組

みはたくさんあると思います。企業であれば一つ
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の部署での改善を全国展開して効果を何倍にもす

るのですが、行政は情報発信しない限り、いいこ

とでも他の町へ広がっていきにくいという特徴が

あります。市長が言う海抜ゼロメートルから１，

４００メーターの町の行政課題、ミカンづくりと

後継者対策、エコセンターの運営と酪農の町の産

業施策、奥伊予の町おこし、どんぶり館の地域貢

献など各種のコースをつくってホームページなど

で誘致の情報発信を積極的に行ってはどうでしょ

うか。その中でみかめ本館や宝泉坊ロッジ、土居

家や三滝ロッジに宿泊を誘致するなどの西予市の

観光産業施設への後押しをすることができるので

はないかと思います。成功事例の研修であれ、問

題解決を探る研修施設であれ、少しでも西予市の

利用者をふやすことがねらいなのですが、積極的

かつ的確な情報発信をしていかないと人は来ない

ものです。行政でできることは一つでも前向きに

取り組む、そういうことはできないか、理事者の

考えを伺います。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 松山議員の市立病院の経営見通し

と医師確保についてお答えをさせていただきま

す。 

 まず、市立病院の経営についてでありますが、

昨日から開催をされております９月定例会におい

て、平成１８年度西予市病院事業会計決算の認定

について上程をいたしているところでございます

が、自治体病院の８割程度が赤字決算の中、宇和

病院では７年ぶり、野村病院では８年ぶりの赤字

決算となっております。原因といたしましては、

昨年４月の診療報酬のマイナス改定、医師不足の

影響による外来、入院患者の減少等が大きいと考

えております。 

 また、両病院とも医師が減少する中で、学校

医、福祉施設の嘱託医、診療所への派遣、市が開

講する講座の講師依頼等、勤務医師が果たしてい

る役割は、病院運営のみでなく、西予市の地域医

療の充実において大変大きなものがあり、不採算

部門も維持しなければならないという自治体病院

の使命から市の財政に支障を来さない程度の負担

はいたし方ないと考えております。全国的な市町

村合併では、地域医療の現状維持を確保する観点

から、現状維持を前提とした合併のケースが多

く、今後複数の公立病院を抱えた自治体において

は、病院の再編は避けて通れないと考えておりま

す。当市においても、本年２月に現在の別宮副市

長を委員長とした庁舎内組織西予市医療問題等検

討委員会が、医師不足、経営問題も含めた市の医

療体制のあり方、診療所の今後の方向性について

市長へ答申を行っているところでございます。今

年度はその内容について、より専門的な立場から

見た西予市の地域医療の将来構想を策定すること

といたしております。 

 次に、医師確保につきましても、大学医局への

医師派遣要請による従来の方法が困難をきわめて

いる中、議員から提案がありましたインターネッ

トによる募集の方法について、現在市担当課とも

協議を進めているところでございます。 

 また、以前から地元出身医師及び知り合いにお

声かけは行っておりますけれども、成果を得られ

ていない現状でございます。今後とも地元出身者

につきましては、再度調査を行い、地道に長い目

でお声がけをしていきたいと考えております。各

議員さんにおかれましても、お心当たりがござい

ましたら、ご一報をいただければ大変ありがたく

思っております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 松山議員の中町駐車場確保と町

並みゼミの支援についてお答えいたします。 

 卯之町の市街地に係る観光事業への期待につき

ましては、商店街の活性化を初め西予市全体の観

光振興にとって不可欠なものであり、地域の皆さ

んはもとより、多くの市民の皆さんが期待されて

います。長年にわたって整備を進めてきました文

化の里は、こうした期待のもとで進められてきた

ことはご承知のとおりであります。近年から今春

にかけて開明学校及び町並みへの団体客や個人客

は増加傾向にあり、観光行政の充実もまた急がれ

る時期を迎えています。 

 ご質問のＮＴＴ社宅跡地は、町並み保存を進め

る上で、当地が町並み保存地区に相応しくない開

発から地域を守るために譲り受けたもので、現在

は中町広場として文化の里祭りや各種のイベント

広場として活用していますことはご指摘のとおり
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です。ご要望にあります来客のための駐車場とし

て整備し開放しますことは、当面の暫定措置とし

てはあるにしても、将来に向けて懸念されますこ

とは、町並み保存地区が歩くことを前提にした観

光資源でありますことから、この保存地区の中に

駐車場を求めることは、本来の地域整備のあり方

として十分とは考えられません。全国的に見まし

ても、町並み保存地区内が歩行者天国などで車の

進入を規制されている事例は少なくない今日、卯

之町の町並み保存地区も、また観光客の自動車に

よって環境が破壊されることは、観光振興を目指

す当市にとって最善の策とは考えておりません。 

 もう一つ申し上げたいことは、卯之町地区全域

における土地利用を初め観光振興を下支えするた

めの基本計画の策定もまた急がれているところで

あり、市街地区の交通と駐車場もまた基本計画の

策定が求められています。こうした行政計画の

先々のことをご理解いただきますようお願い申し

上げます。 

 次に、町並みゼミへの支援でございますが、本

大会開催に向けて第３１回全国町並みゼミ卯之町

大会実行委員会が組織され、一部市民の皆さんに

よってその推進が図られようとしていることにつ

きましては、不十分ながら聞き及んでおります。

町並みゼミ全国大会がどのような趣旨のもとで進

められてきたのか、卯之町で開催されるに当たり

何を目的に議論が交わされるのかは、まだ聞き及

んでございません。ただ町並み保存の推進が、本

大会の主たる目的であるのであれば、予定される

保存地区にお住まいの皆さんの合意のもとで企画

され、実施されることが理想であり、こうした環

境が醸されているのであれば、当然市も応分のお

手伝いをさせていただきます。この大会が来年に

迫っている今、こうした動きに対して具体的に何

をどうしようとしているのか、また主体的にかか

わるべき保存地区の住民の参画の実態やゼミ開催

に向けてのビジョンなどの開示もない現状の下

で、人が集まるから活性化に結びつくとの理由の

みでのかかわりは容易ではありません。現時点で

お答えできますことは、町並みゼミ全国大会の卯

之町開催に関しましては、決して否定するもので

はなく、保存地区住民の皆さんの積極的な参画が

あることを前提に、卯之町を会場に開催されるこ

とになるのであれば、何らかの形でお手伝いをい

たしたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 松山議員の３点目、三瓶町

二及のマリーナ計画についてのご質問にお答えい

たします。 

 三瓶町の二及及び有網代地区におきまして、平

成１６年度から事業に着手しておりました漁港利

用調整事業につきましては、３月定例会におきま

して浮き桟橋設置に係る水面区域の調整を含めた

事業の見直しが必要となったことにより、事業計

画の最終年度でありました平成１８年度工事を協

議が調うまで一時中断することで承認をいただい

ておりました。今回調整及び事業の見直しを終え

補正予算の計上をお願いしているところでありま

す。これまでの調整見直しの経緯についてご説明

させていただきます。 

 まず、水面区域の調整でありますが、二及漁港

は天然の良港でありまして、本事業で計画してお

ります場所が台風時の一時避難場所となっており

ますことから、地元の二及地区及び隣接する周

木、長早地区の漁民の方からも一時避難場所確保

の要望があり、係留施設の一部水面をフレームな

しのビジター用係留施設といたしました。 

 次に、事業の内容の見直しでありますが、三瓶

漁港の係留施設につきましては、アンケートの回

収結果から見まして、保管施設を利用してもよい

と回答したものが３５％で、三瓶町内の現在の放

置艇２３９隻の３５％で８３隻となり、二及漁港

の計画収容隻数８１隻とほぼ整合することから、

三瓶漁港の係留施設につきましては、今回の計画

から外すことといたしました。 

 また、管理棟兼修理工場につきましても、当初

計画では、ヨットまでを修理対象とした建築物と

なっておりましたが、放置艇のうちヨットの占め

る割合が９隻で、全体の４％弱であることから、

管理棟につきましても、コスト削減のため規模の

縮小を予定いたしております。 

 道路改良、クレーン施設、駐車場につきまして

は検討はいたしましたが、当初計画のとおりとさ

せていただきました。 

 また、事業主体の必要性につきましても検討を

いたしましたが、放置艇のトラブルが発生してい

る漁港では、漁港管理者の市長が区域及び物件を
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指定することで船舶等を捨てること及び放置する

ことを禁止していることから、今後西予市漁港管

理条例に基づき放置艇の禁止区域の公示を行い、

漁港の保全に努めるためにも本事業計画を実施す

ることは必要不可欠であると考えます。 

 また、これまで用地及び移転等の協力をいただ

いた方々及び水域調整において協力をいただいた

北地区の漁協組合員の方々に対しても、本計画を

早期に完成させることが一番の方向であると考え

ております。 

 今後の予定でありますが、クレーン、浮き桟橋

など工場製作の多い工事でありまして、現地と工

場とで並行して施工することができますので、年

度内完成を目指しまして早期に取り組みたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山清議員の西予市の情

報発信と視察研修の対応についてについてお答え

をさせていただきます。 

 現在においては、欲しい情報はインターネット

上で瞬時に手に入る時代となり、私どもの生活に

欠かすことのできないものとなってまいりまし

た。 

 しかし、一方では情報がはんらんし、情報収集

能力よりも良否の判断能力が欠如していることの

事例も少なくありません。情報はこれほど繊細な

ものなのであります。西予市においても旧町にあ

った観光産業資源をただ漫然と発信しても、情報

に肥えた人たちに受け入れられる保障は何もあり

ません。私は職員に日ごろから情報を精査し、い

ろいろな機会に西予市を全国に発信するように努

めてほしいと指示しておりますし、あわせて現在

もホームページ等での情報発信を行っております

が、残念ながらその発信にも限度がありますし、

しかし情報は生きたものでありますので、常に新

しい情報を手法、機会を駆使しながら市民の皆さ

んと一緒に発信をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 現在の情報発信の一例を挙げますと、商工観光

課を中心に、昨年度実施したＡＮＡ誘遊・四国バ

スの旅では５，２９８人の受け入れをいたしまし

た。また、みかめ本館では、情報発信力で昨年度

２，８００人の宿泊者があり、そのうちの１，７

００人が県外の宿泊者であります。旅行雑誌のじ

ゃらんの評価では、中国・四国地方でのホテル部

門で第４位の評価をいただいているところであり

ます。これ以外にもテレビ局や雑誌等からの取

材、旅南予協議会、えひめ町並みミュージアム構

想推進協議会、四国西南サミットなどの広域観光

の連携、ＰＲ、旅行会社へのモーション、体験ツ

アーの紹介、西予フェアでの特産品販売と観光Ｐ

Ｒ等々を実施しております。 

 また、平成２０年度に開催予定の第２６回地域

づくり団体全国研修交流会愛媛大会では、知事が

南予活性化対策の一環として南予地方で開催する

方針を出されていることから、西予市としまして

も開催地の候補地に手を挙げ、その努力をしてま

いりたいと考えているところであります。 

 ギャラリーしろかわで開催の全国かまぼこ板の

絵展覧会は、本年１３回目を迎えました。本年も

２万４５１人の人たちの手によって描かれた個性

ある１万１，３１６点の作品が海を渡り、国を越

えて我が西予市に送られてきました。ここで忘れ

てはならないのは、小さな町の小さなギャラリー

から発信をした小さな文化発信に２万４５１人と

いう多くの人たちが賛同をしていただいたことで

ありまして、もう少し掘り下げて考えてみます

と、応募していただいた人の周りには、家族や友

人などたくさんの人たちがあります。西予市の約

２倍から３倍を超える人たちが、全国あるいは世

界からこの西予に思いをはせていただく応援団で

あるのであります。そして、この展覧会にも多く

の人たちが訪れていただいています。ご案内のよ

うに、本年福井県坂井市の一筆啓上日本一短い手

紙と共同によるふみとかまぼこ板の絵の物語への

展覧会を全国で開催の予定であります。ここにも

新たな新しい出会いと感動が生まれてまいりまし

ょうし、９万５，０００の坂井市民との交流が深

まることに大いなる期待を寄せているところであ

ります。私どもにとって重要なのは、この人たち

の思いをどのように今後西予市のまちづくりに受

け入れていくかであります。町の個性を表現して

いくことこそ地域づくりの核であり、町の存在証

明いわゆるアイデンティティーと言えます。今後

においてもさらに情報発信を努め、いやしともて

なしの心で受け入れをしてまいりたいと考えてお

ります。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 ただいまの答弁に対して、ちょ

っと２点ばかり追加質問させていただきたいと思

います。 

 医師の確保ということについてですが、私が心

配するのは、宇和病院は建てかえるというような

大まかな流れはお聞きするわけでございますが、

まだこれが今後どうなるのか、全くわかってない

という状況の中で医師が不足しておるということ

でございます。その中でやはり医師には来てもら

わなくちゃいけないわけですが、今の病院を見た

ときに、果たしてここの病院に勤務をしようとい

う気持ちがわくのだろうかという部分が非常に心

配であります。それはやはり建設後あの病院は三

十数年たっておりますし、建物自体ももう老朽化

して外壁がもういろいろとクラックが入ったりし

みができたりとかといった状況でもありますし、

内部も施設が貧弱となったり、壁なども見るにた

えないような状況になっているところもあるわけ

でございます。したがいまして、設備の充実もも

ちろん重要であると思いますが、そういう西予市

の中核病院としての充実というのは、そういう新

しい病院の計画がはっきりといついつできるとい

うときまでは、きちっとしていかなくちゃならな

い。そういうことをすることによって、やはり医

師が来て、地域医療に根差すという意識を持って

もらわなくてはいけない、そう思うわけでありま

す。そういう意味においては、もっともっと手を

入れていった患者さんもしかりであります。そう

いうところをしなくてはいけないと思うんです

が、そういう設備の修繕とか改修とかそういった

ことに対するお考えはどうなのか、そういうこと

によって今の状態では医師確保ができにくいんで

はないかと私は思うわけですが、そういうことに

ついては、担当副市長はどうお考えなのか、お伺

いしたいと思います。 

 

○議長 三好副市長。 

 

○三好副市長 お答えさせていただきます。 

 先ほども申しましたけれども、今年度西予市の

病院及び国保診療所の将来構想の策定業務を委託

をして進むべき道というのを出していただきたい

とこのように考えております。 

 しかしながら、宇和病院の新築も視野には入れ

ておりますけれども、現実それがいつになるのか

という具体的なものがございませんので、現状を

維持しながら修繕にも手を加えながら維持をして

まいりたい、このように考えております。 

 以上です。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 ぜひもっと患者さんも来やす

い、医師も来やすいという病院にしていただきた

いと思うわけでございます。 

 それと、あともう一点につきましては、中町の

件ですが、これにつきましては、駐車場とかをす

ることについて環境が破壊されるというご答弁で

ありましたが、これはそういうことは私はないと

思いまして、そんなにたくさん人がどんどん来る

わけじゃないわけで、やはりもっと積極的にその

改善について取り組んでいただきたいと思うわけ

ですけども、その点についてお伺いいたします。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 松山議員の中町の駐車場の関係

でありますが、先ほどもご答弁させていただきま

したけども、歩くことを前提にした町並みを推進

する上では、その町並みの中に駐車場があるのは

いかがなんではなかろうかと考えております。 

 

○議長 次に、２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 質問の機会をいただきまし

たので、通告に基づきまして３点ばかり質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まず初めに、少子化、過疎化が進む中での学校

教育のあり方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 急速に進む少子化の中で、児童・生徒の教育環

境をいかに守り、発展させていくかは、重要な課

題となってきていると思われるのであります。ご

案内のとおり市内の小学校は２７校、２，１４０

人が学んでいます。 

 しかし、生徒数が８人から１３人の小規模校の
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学校が実に５校ございます。生徒数５０人以下の

学校が８校、５１人が１校、このような状況でご

ざいます。宇和町小学校が５５２人と大規模で全

体の２６％近くを占めているのが現状だと思いま

すが、ほとんどの学校はさらに生徒数の減少が想

定されるのであります。 

 一方、入学時３人以下の学級数は、２７校、１

６２学級のうち３７の学級があります。これらの

学級は入学児童が３人以下でございます。当然の

ことながら、複式あるいは飛び複式このような状

況にあると思うのであります。このような状況の

中で果たして児童・生徒の教育にとってどうなの

か、考えさせられるのであります。西予市の未来

を担う児童の教育環境が、今のままでよいのだろ

うか心配であります。今後教育委員会としてどの

ように対応されるお考えか、あるいは中・長期計

画はどのような状況になっているのか、お伺いを

いたします。 

 ２点目は、学校教育施設の建設のあり方につい

てお伺いをいたします。 

 昨年見事に完成しました魚成小学校を見学し、

木のぬくもりや開放的な空間、実に充実した学校

であります。私もそのときにいただいたパンフレ

ットを持ってきております。外観は実にすばらし

いええ建物でございますし、ふんだんな空間もよ

く理解をいたすわけでございます。 

 しかし、この西予市の厳しい財政状況の中で、

あれだけの空間や２階に２教室、実に大きな時計

台あるいはカラー舗装、校舎改築工事だけで７億

４，３００万円余り、坪当たりに直しますと約８

５万７，０００円もかかっているようでございま

す。もっとシンプルにできなかったものかと思う

のであります。宇和町には１２０年以上たった重

要文化財の開明学校や大正３年に建築された米博

物館、今も立派に活用されております。これらの

施設は実にシンプルでありまして、合理的に建築

されているからこそ雨漏りもせず長期間活用でき

ているのではないかと思われるのであります。現

在、大野ケ原の小学校建築が計画されています

が、教育委員会としても十分検討はなされている

と思いますが、魚成小学校の教訓を生かし、大野

ケ原の風景に合致した合理的でシンプルな校舎を

建設されるべきだと考えています。 

 また、当然高冷地にある大野ケ原、冬場の暖房

対策あるいは建築後の維持管理等総合的に建設さ

れるべきと考えますが、教育長の所見をお伺いを

いたします。 

 次に、財政が大変厳しいわけでありますが、職

員研修についてその必要性についてお伺いをいた

したいと思います。 

 企業は人なりと言われています。西予市も財

政、少子・高齢化、先ほども元親議員が言われま

したように、私もさきの一般質問で申し上げたわ

けでありますが、限界集落対策あるいは地域経済

の活性化、教育政策等課題が山積していることは

ご案内のとおりであります。限られた財源の中で

効率よい仕事を進めていくことが求められている

ことは当然であります。市の行政にとって人は資

源であります。また、財産でもあります。資源で

ある人材を十分に活用し、財産を高めていくため

には、職員研修は大切でありますし、必要でもあ

ります。市でもさまざまな工夫を凝らし職員研修

を実施されていることは承知をいたしておりま

す。大切な視点は、県外研修費の確保でありま

す。我々議員も年１回研修の機会をいただいてお

ります。３年余りの議員活動で学んだことの一つ

に、例えば箱物建設で同じ規模の建物を民間で建

てれば、おおむね６割程度で済むのではないかと

いうことをよく聞かされました。今までも多くの

施設をつくり、今後もさまざまな計画がありま

す。 

 また、産業の振興や福祉、新規事業の展開も市

の発展のためには必要であります。担当職員を先

進地に積極的に派遣し研修をさせ、新たな視点で

事業を仕組んでいく、このことが大切ではないか

と思うのであります。西予市の規模であれば、最

低５００万円程度は必要ではないでしょうか。例

えば、３億円の事業を計画する。先進地の事例に

学び、その成果を生かすことによって５％程度削

減できれば、１，５００万円の財源が確保される

のであります。さらに、施設の維持管理やさまざ

まなコスト低減、生産性の向上にも先進地研修は

大変重要であります。これらの研修費は窓口を一

つにし、査定をして派遣をする、そのための予算

措置をぜひ新年度予算で確保されたいと思うので

あります。 

 一方、これら研修は部署がかわり、仮に新しい

事業を取り組むときも必ず私は生きてくると思う

のであります。究極的に行政運営は職員一人一人

の肩にかかり、職員の能力や姿勢、やる気にゆだ
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ねられるのであります。このことが行政の近代化

や効率化に結びつくわけですから、ぜひとも職員

研修費を確保されるよう強く要望するものであり

ます。 

 最後に、高速道路と県道平野坂戸線を結ぶミニ

インターの開設についてお尋ねをいたします。 

 地方の時代あるいは三位一体の改革等言葉のみ

が先走りをいたしまして、都市と地方の格差は広

がるばかりであります。愛媛県でも何とか南予の

活性化をと検討はいただいているわけであります

が、現実は大変厳しい状況にあります。南予の活

性化を図るためには、私はその根幹をなす道路網

の整備を最優先すべきではないかと思うのであり

ます。高速道路の大洲宇和間１６キロを無料化に

することも検討されるべきだと考えます。早く宇

和島まで開通をすることにより、人とものの交流

が図られ、産業活性化にも結びつく基幹道路の整

備こそが地方の活性化を図る上で欠かせない重要

な条件課題であると思うのであります。 

 さて、県道平野坂戸線は、高速道路を横断し、

接続には最も適している位置にございます。私も

何度となく現地を踏査してみましたが、トンネル

に近いということはありますが、コストはほとん

どかからず少ない経費で改良することが可能だと

考えております。さきに同僚の二宮議員から下川

のインターの必要性について熱弁を奮われました

し、私も同感であります。大洲にはさまざまなお

り口、上り口ができておるわけであります。ぜひ

実現をお願いしたいと思うのであります。もちろ

んあわせて県道の改良が必要でございます。宇和

上地域の将来の必ず発展のためには、県道平野坂

戸線と高速道路を結ぶミニインターの開設は、将

来のまちづくりの上からも重要な施策であると考

えるのであります。例えば、宇和上から高速道路

まで行くのは３キロ余りだと思いますが、信号は

１０カ所以上ございます。国道５６号線から平野

坂戸線を結ぶのには４キロ弱ございますが、信号

はできても国道の入り口だけの１カ所で済むと思

うのであります。長期的な視点からその対応を考

えられるべきだと思いますが、市長の所見をお伺

いをいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

○議長 二宮教育長。 

 

○二宮教育長 それでは、大竹議員の質問にお答

えをいたします。 

 ご存じのように西予市内２７の小学校の児童数

は、５月１日現在で２，１４１人であります。６

年後の平成２５年度の児童数は１，８１２人と１

５．４％の減少を見込んでいるところでございま

す。また、複式学級のある小学校は２７校中１５

校で５５％を占めております。小規模校のメリッ

ト・デメリットはそれぞれあります。教育の多様

性を求められているところでもあります。 

 しかし、学校はまず児童・生徒にとって安全・

安心な場所でなければならないと考えます。教育

委員会としましてもコンクリート強度の調査をい

たしまして、それぞれの学校の現状は把握してお

るところでございます。 

 そこで、教育委員会としましても、昭和４０年

前後の建築した老朽化の施設が多く、今後の施設

整備のあり方につきまして、学校教育に関する検

討委員会からの答申をいただいたところでござい

ます。その中には統廃合を視野に入れた学校の適

正規模についても答申をいただいております。今

後はこの答申をもとに西予市内の小学校の適正規

模、適正配置を検討し、教育環境の整備計画を策

定するとともに、より充実した学校教育に努める

所存でございます。 

 次に、学校教育施設建設のあり方についてお答

えをいたします。 

 学校は教育の場でありますが、地域のシンボル

的な面や子供たちの夢や友情をはぐくむ大切な場

所でもあります。 

 また、その一方で災害時の避難場所としてその

役割も大きなものがあります。学校建築について

は長期的な見地で整備し、むだを省くために地域

の人たちを主とした検討委員会を設置したり、地

域の特徴や将来も考慮し建築を進めております。

したがいまして、大野ケ原小学校につきまして

は、議員ご指摘のとおり、シンプルで特に厳しい

気象条件を考慮し、学校建築を進めていきたいと

考えております。 

 以上、答弁とさせてもらいます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、大竹議員の財政

厳しくとも職員研修は必要についてお答えをいた
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します。 

 国の三位一体の改革による厳しい財政状況の

中、地方におきましては、地方分権の推進に伴う

町村合併と権限移譲が進行し、地方自治体の行政

事務は増加する一方、行政改革の大きな柱である

公務員制度改革では、公務員数の削減が打ち出さ

れ、公務員自身の意識、行動の改革が求められて

おります。こうした厳しい状況の中、増大する行

政事務を遂行しながら住民本位の行政を実現する

ためには、事務の効率化を図るとともに、職員自

身の資質の向上を図っていく必要があります。西

予市におきましても、議員の言われましたよう

に、町職員から市職員への意識改革と職員個々の

専門性向上を目的に、合併後計画的に職員研修を

実施しておりまして、新規採用職員や管理職を対

象にした階層別研修や法制執務等能力開発研修愛

媛県研修所や市町村アカデミー等への派遣研修等

を実施し、職員の能力、資質の向上に努めておる

ところでございます。 

 なお、議員ご指摘の県外先進地視察研修につき

ましては、各課、各分野においてそれぞれ予算化

の上実施しておりますし、また成果も出ていると

思っておるところでございます。 

 最後に、本市におきましては、大変厳しい財政

状況にありますが、市行政の円滑な推進のため、

今後も研修内容の充実や多様化を図りながら総合

的な能力開発につながる方策を検討し、事業推進

に必要な予算を確保の上人材育成を積極的に進め

ていく考えであります。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大竹議員の高速道路と県

道平野坂戸線を結ぶミニインターの開設について

にお答えをさせていただきます。 

 道路は日常生活や経済社会活動を支える最も基

本的な施設であり、地域を活性化させ豊かで潤い

のある地域社会を築く上で、優先的かつ計画的に

整備すべきものであり、都市部のように交通機関

が発達した地域と比べ、日常生活を営む上で道路

に依存しなければならない地域にとっては、道路

は必要不可欠な施設であると考えています。特に

西予宇和インターまで開通した四国横断自動車道

路は、当地域にとって本州四国連絡道路を経由し

て中国、近畿地方へとアクセスする高速交通体系

で結ばれたことにより、大都市圏との交流による

地域産業や経済の活性化はもとより、住民の生命

にかかわる救急医療体制の充実や大規模災害時の

避難幹線ルートにとって大きく寄与するものであ

ります。西予市は平成１６年４月の５町合併後、

早くも３年が経過し、新市として一体的行政を早

く打ち出さなければならない時期にあります。 

 しかし、高速道路においては、市内宇和地区以

外の三瓶、明浜や野村、城川の各地域にとって高

速道路の沿線に属することなく、西予宇和インタ

ーを利用に当たっては、渋滞する国道５６号の通

過や宇和島方面に向かっては、Ｕターンしなけれ

ばならないのが現状であります。このことは地域

活性化の阻害要因の一つになるのではないかと危

惧をしているところであります。このことから、

西予市としては、インター設置による費用便益比

が１以上の要件やインター設置の必要性を事業主

体である西予市が十分な説明責任を持って示すこ

となどの難しい諸条件はあるものの、企業誘致等

を初めとした地域経済の浮揚、雇用創出の促進等

地域活性化に寄与することを目的とした地域活性

化インターの設置、これは先ほど言われておりま

すミニインターと言われておりますけれども、高

速道路の有効利用を図る面からも欠かせない事業

であると認識し、今後国土交通省と協議を重ねて

まいりたいと考えております。いずれにいたしま

しても、この事業は国交省、愛媛県、西予市の認

識が伴って初めて実施できるものであり、また国

交省施工分については、県の負担が伴うことか

ら、本年度知事要望の一つとして提案してまいる

考えであります。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 一部前向きなご答弁をいた

だきましてありがとうございました。 

 １つだけ職員研修について関連でご質問をさせ

ていただきます。 

 私が職員の人から漏れ聞いた話によりますと、

非常に県外研修は予算がなくて厳しいのですらい

と、一緒に行ってみませんかといったときにそん

な答えが返ってくるもんですから、ぜひ大きな事

業をやる場合には、私は先進地の研修というのは

大切な要素になってこようと思いますし、それに
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よる効果というのは、ご案内のとおり十分発揮さ

れると、このように信じておりますので、ぜひ予

算でもさらに配慮をいただいたらありがたいなと

いうのが一つでございます。 

 それから、職員研修で関連でもう一点だけ、こ

れは意見として申し上げさせていただきたいとい

うふうに思いますが、西予市になって受け付けの

対応が随分よくなりましたと、こういうことで、

非常に私も喜んでおりますし、職員を褒めていた

だくことは、私どもにとりましても非常にありが

たいし、議員としても勇気もいただくわけでござ

いますが、最近ちょっと耳にする言葉の中で、退

庁や登庁時役場周辺のあいさつがちょっと弱いん

ではないかなと、こんな意見も漏れ聞いておりま

す。十分その辺についても理事者は課長会その他

で周知はされていると思いますが、やはりあいさ

つ運動は非常に大切なこれも要素になっておろう

と思いますんで、悪いというのではないわけです

が、さらに一層あいさつ運動の徹底を図られます

ようにお願いをいたしておきます。 

 以上であります。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ただいまのご質問にお答え

いたします。 

 合併してから大変財政が厳しくなったわけであ

りますが、そん中でとにかくさまざまな面で経費

を削減してまいりました。そん中で、特に職員の

もろもろの事務費等々につきましては、より一層

にもう厳しくしてまいった経緯がございます。そ

の中で県外研修の予算がつかないというふうに職

員も思われておりますけれども、これはあくまで

も、例えば今まで旧町時代に全国の大会とかある

いは総会とか、そういった部類の県外研修はでき

る限り控えてくださいよといったようなことで削

減をしております。今ほどおっしゃられました、

いわゆる事業に関する研修につきましては、例え

ばＣＡＴＶ事業または庁舎の建設事業こういった

事業につきましては、当然研修をいたしておると

ころでございます。そういったところで、そうい

う事業に絡む点につきましては、今後とも積極的

に参加をしていきたいと、このように考えており

ます。 

 また、職員のあいさつのことがありましたが、

この点につきましては、一部そのような職員もお

るやに私も聞いております。そういったところ

で、とにかく年に１度は全職員を対象といたしま

して、そういったあいさつ、行儀、そういった研

修を実施しているところでございます。 

 また、特にこのあいさつにつきましては、本当

に大事なものでございますので、今後とも十分職

員に周知徹底を図ってまいりたいとこのように考

えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。再開は１０時５５

分でございます。（休憩 午前１０時４５分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１０時５５分） 

 次に、２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 議長から質問の機会をいた

だきましたので、私は次の２点について理事者の

所見をお伺いをいたしたいと思います。 

 まず第１点は、野村高校土居分校閉校後の無菌

培養施設等の活用についてお伺いをいたします。 

 野村高校土居分校は、草創期さきの大戦で荒廃

した国土の再建と新しい民主国家の建設には、次

代を担う青少年の育成が戦後の最も重要な国策で

あったことから、教育の機会均等を柱とする学制

改革により新制高校に定時制が置かれることとな

り、勤労青年に学習の門戸が開かれ、これを受け

まして昭和２３年に当時の３カ村が相図りまし

て、城川町古市地区にあった旧乾繭倉庫を改造し

て土居分校が開設をされたものであります。終戦

直後の混乱と困窮の中、就学困難な状況を克服し

て、向学に燃える若人が古びた学び舎に集い、師

弟の強いきずなのもと苦学力行されたと聞き及ん

でおり、第１期生の入学生は４７名であったよう

でありますが、うち卒業生１５名ということを見

ても、当時の就学環境がいかに厳しい状況であっ

たかが推察されるところでございます。その勤労

学生の中から有為の人材が輩出し、地域社会の発

展に大きく貢献し今日に至っているところであり

ます。 

 土居分校に係る近年の状況でございますが、平

成１２年１２月、定時制課程における高校再編整

備基準が示されました。さらに、平成１５年１２

月、校舎の老朽化、さらには近隣地区に比較的新
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しい北宇和高校日吉分校があることから、平成１

８年度の募集停止が検討されたところであります

が、生徒数などの状況は変化し、整備計画どおり

にはならないということで、年ごとの判断をする

ことになりました。加えて地元の存続運動もあっ

たことなどから１年見送られまして、本年度平成

１９年度生徒の募集停止となったところでござい

まして、現在は１年生の在籍はございません。２

年生３名、３年生７名、４年生４名、全校生徒は

現在１４名でございます。来年平成２０年度の状

況を考えてみますと、４年生７名は社会実習とい

うことで、年数回のスクーリングでありまして、

平素のいわゆる通学生はわずか３名となるわけで

あります。やむを得ないことではありますが、地

元のＯＢといたしましては大変寂しい思いでござ

います。このまま推移をいたしますと、２１年度

末で閉校となりますが、私はこの際、無菌培養施

設の今後の活用についてお伺いをいたしたいと思

います。 

 当該施設は、無菌培養施設管理棟、温室４棟、

圃場ビニールハウス２棟など倉庫やトイレを含め

ますと１３施設からなっておりまして、農業振興

のための新技術開発、試験栽培を通じ地域農業の

活性化を図るため、昭和５９年に設立をされまし

た。入手困難でありますウイルスフリー苗や新品

種開発としてエビネランの多量増殖を含めてこと

しで２３年目になります。農業高校である土居分

校の実習施設として大きな役割を果たしてまいり

ましたが、新規生徒募集停止となり、実習施設と

しての役目を終えつつあります。 

 また、エビネランにつきましても、根強いファ

ンはあるものの一時のようなブームは終わりまし

て、以前のような売れ行きは望めない状況にある

わけであります。現在は土居分校の実習以外は無

菌操作を行っておりませんで、新規作物の研究も

できない状態でありまして、この施設の貢献度は

低いと言わざるを得ません。無菌培養施設は、市

内では唯一の施設であり、これだけ整備された類

似施設はほかにはないんじゃないかと思います。

土居分校の実習施設としての役目は、平成２１年

度で終わるわけでありますが、今後は本来の目的

である農作物のウイルスフリー苗の研究等によ

り、農家の要望に対応できる研究機関としての見

直しが必要と考えるわけです。私が申すまでもな

く既に所管課を初め事務事業評価等で検討はされ

ていることとは思うわけでありますが、閉校後の

無菌培養施設の運営についての基本方針について

理事者の所見をお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、第２点でありますが、伝統文化の保存・

伝承についてお伺いをいたします。 

 市内には各地に有形文化財、史跡名勝天然記念

物及び文楽など民俗文化財が数多く存在をしてお

ります。これらの文化的資源や環境を生かしたま

ちづくりや文化活動が展開をされているところで

あります。 

 しかし、これらの伝統行事も新しい時代の流れ

とともに次第と忘れられ、その姿も消えていこう

とする状況になるつつあることは、一部大変残念

なことでございます。各地域に伝えられるふるさ

と独自の文化と伝統芸能などを継承し発展させる

こと、また先人たちが伝統文化にかけた願い、思

いが何であったのかを知るとともに、私たち人間

生活と心の触れ合いとしての文化遺産を後世に伝

えることは、現在この地に生きる私たちの大きな

使命であると考えるものであります。 

 そこで、私はこの際、市内の数多い伝統行事、

イベントの中で、三瓶町の奥地の海のカーニバル

の豚のロデオ大会、そして城川町のどろんこ祭り

の牛による代かき行事について考えてみたいと思

うわけであります。 

 これらの行事は生き物、いわゆる豚と牛が主役

であります。もちろん豚に乗る人や牛の使い手も

主役でありますが、私は三瓶町については、ちょ

うど盆の８月１３日がこのイベントの日でありま

して、まだ行ったことはないわけでありますが、

聞きますと、豚はその日のうちに処分をされると

いうふうにも聞きますし、また牛については、肥

育牛を１カ月前から練習に借り出しまして当日に

備えるわけでありますが、特に牛については、祭

り後に体調を崩し、出荷をされても商品価値は当

然下落をするわけでありまして、時には死亡する

ケースもあるわけでございます。近年においても

そういった事例が実際に起こっておりまして、今

までは肉用牛の飼育農家が犠牲的精神で牛を提供

をいただいておりましたが、本年度の祭りには諸

般の事情で昨年の１０頭から牛が５頭に半減せざ

るを得ませんでした。勇壮な牛の代かきの迫力が

昨年までと比べると物足りなさを感じた縁台の見

物客も多かったようであります。 

 また、どろんこ祭りは、地元の小学生もほとん
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どが参加をいたします。祭り当日の行事の参加は

もちろんでありますが、祭りが終わった後には、

神田での田植え、稲の刈り取り、収穫祭、地域の

老人クラブ、ＰＴＡを初め地域の各種団体との交

流の中で地域の未来を担う子供たちが健やかにた

くましく育つ環境の中、学校・家庭・地域が連携

した総合学習の実施によって地域の文化や自然を

学習し、地域への愛着と誇りをはぐくむ教育が実

践をされておるところであります。私はこのよう

な西予市を代表するイベント、人はもちろんであ

りますが、特に大動物等の参加が欠かせないもの

について、例えば市が基金等を設置して不時の災

害に備えられてはどうか。その他各種制度の共済

制度も検討をされ、地域の祭りに参画する人がで

きるだけ安全・安心して盛大に実施できる条件整

備が必要と考えますが、理事者の考えをお伺いを

いたします。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、鍵原議員の野村高校土居

分校閉鎖後の無菌培養施設等の活用につきまして

お答えをさせていただきます。 

 当施設は農業振興のための新技術開発及び試験

栽培を通じ、地域農業の活性を図るために昭和５

９年度に設立し、これまで入手困難であったウイ

ルスフリー苗や新品種開発としてエビネランの多

量増殖を始めて２３年になります。昭和２３年度

に開設されました野村高校土居分校の実習施設と

して大きな役割を果たしてまいりましたが、平成

１８年度から土居分校の新規生徒募集停止とな

り、実習施設としての役割を終えつつあります。

このような状況の中、閉校後の無菌培養施設の活

用について検討をしていかなければならないと考

えております。西予市では、地域特色を生かした

多品目の作物生産を推進しているところでござい

ますが、新規作物の選定も視野に入れた無菌の苗

生産による安全で付加価値の高い農業農産物栽培

による地域農業の活性につながることが再活用の

前提になると思っております。今後ＪＡ、各関係

団体等の意見を聞きながら総合的に県と判断して

市の方針を決定していきたいと考えております。 

 

○議長 二宮教育長。 

○二宮教育長 鍵原議員の伝統文化の保存・伝承

についてについてお答えをいたします。 

 城川町のどろんこ祭りは三嶋神社のお田植え神

事としまして、昭和４４年１０月８日に市の無形

民俗文化財として指定をしております。明治１４

年ごろから始まったもので、近年南予のどろんこ

祭りとしてマスコミにより全国に紹介され今日に

至っておるところでございます。市の指定する無

形民俗文化財は現在２３件あり、地域に残る大切

な伝統文化は今後も大切に保存・伝承していかな

ければならないところであります。 

 三瓶の奥地の海のカーニバルは、昭和６０年か

ら観光産業イベントとして行われており、町の基

幹産業の一つであります養豚業をＰＲする手段と

して豚のロデオを実施しているものであります。

議員のご指摘のとおり、大型家畜を主役とした祭

りであり、今日まで理解ある農家の協力によりま

してこの祭りは成り立っていたのが現実でありま

す。今後関係部局と協議しまして、議員ご提案の

基金など安心して実施ができる条件整備を検討し

てまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 無菌培養施設の関係であり

ますが、この施設内には借地が３名分、４，４５

３平米ばかりあるようでございますが、いずれも

地元の方でありまして、所有者からは、土居分校

が閉校にあった後のですが、大変心配をされてお

るわけであります。施設を整備した当時は田んぼ

も現在のような栽培環境にはありませんで、もう

少し値打ちがあった時代であります。所有者には

無理を承知で賃貸契約をお願いした経緯がありま

すし、農業教育の実習施設ということでご理解と

ご協力をいただいておるところでありますが、３

名の土地所有者のうち２名については、もう既に

高齢者でありまして、閉校後大変気にかけておら

れるわけであります。できるだけひとつ早く施設

の運営についての方針を示していただきますと、

大変安心をされるんではないか。特に私地元です

ので、そういった声を頻繁に聞きますので、その

点を重ねて要望しておきたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 それでは、鍵原議員の再質問につい

てお答えさせていただきます。 

 その前に、先ほど私の答えで、募集停止１８年

と言いましたが１９年、１年延ばしていただきま

したので１９年でありますので、訂正をさせてい

ただきます。 

 今ほど借地の問題がありますけれども、確かに

今まで２３年にわたってお世話になっておる土地

でありますので、それをむげに簡単に要らなくな

ったから返しますよというのは、言えない状況で

はなかろうかと、このように思っております。そ

ういうことも受けまして、この募集停止から４年

しか結局学生がおらんわけでありまして、その後

の対応を考えていかないといけないということに

なると、もはやあと３年ぐらいしか猶予がないと

いう状況でありまして、早急にその対応について

考えていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 平成１９年第３回定例会にお

いて質問の機会を得ましたので、私は２点につい

て質問したいと思います。 

 ことしは非常に暑い夏でありましたが、実は私

のめいが、平成元年に気温を調べた資料が出てき

まして、それを見ますと、宇和町の８月の最高気

温が３２度、これは８月１３日の１日だけだった

んですけども、ことしはと言いますと、３４．２

度が最高気温で、３２度を超した日が２１日あり

ました。やっぱりこれは世界的に問題になってお

ります地球温暖化が原因じゃないかというように

思っております。地球温暖化に対しては、私たち

も真剣に取り組んでいかなければいけないという

ように考えます。 

 さて、西予市も合併しまして３年半が来ようと

しておりますが、三好市長の改革も順調に進んで

おります。財政を見てみましても、平成１７年度

の一般会計の歳出の決算額が２６７億６，０００

万円、そして今議会で上程されます１８年度の歳

出決算額が２４４億９，０００万円、差額２２億

７，０００万円減額されております。経費の節減

に努力されていることはよくわかるんですが、し

かし現在、国民が自民党に不満があり、また民主

党に不安を持っているように、市民の中でも市に

要望してもお金がない、財政難ということで要望

が通らないという不満や、また西予市は夕張市の

ようになるんじゃないかというような不安な声が

聞かれます。改革を急ぐ余り、何もかにもカット

するのではなくて、必要なもの、むだなものを区

別して財政改革をしてほしいと思います。 

 少し前置きが長くなりましたが、それでは質問

に入ります。 

 初めに、西予市宇和球場の改修について質問い

たします。 

 宇和球場は昭和４０年に完成いたしました。建

設に当たっては、資金は国の補助、また町の財

源、それだけでなく町民の方より１口１万円の寄

附を仰ぎ、また整地工事は自衛隊が行ったと聞い

ております。当時としては、今治、松山球場と並

び南予に初めてできた公式球場で、主に高校野球

の大会に利用されており、まさに南予の高校野球

のメッカでありました。 

 また、昭和４３年には初めて広島と東映のプロ

野球のオープン戦が行われ、約４，０００人の観

衆が詰めかけたと聞いております。その後実業団

チームや大学野球部のキャンプにも利用され、多

くの野球人を輩出してきました。 

 しかし、完成より４３年がたち施設が老朽化し

て、利用者の安全面や観客の快適性に支障を来し

てきております。 

 また、施設が不備なため、高校野球の公式戦も

新装になった八幡浜大洲地区運動公園野球場や宇

和島市営丸山球場で行われるのではないかと、高

校野球ファンは心配しております。市長は公約の

中でスポーツ立市ということで、既存スポーツ施

設を改修して南予地域の拠点として主要な大会が

開催できる施設整備を行うと言われております

が、宇和球場の改修についてどのように考えてお

られるか、お伺いいたします。 

 次に、ＡＥＤ自動体外式除細動器の設置につい

てお伺いいたします。 

 ＡＥＤの質問については、一昨年山本安男議員

も質問されたと思いますが、私は特に公共施設に

おける今後の設置についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 ご存じのようにＡＥＤとは、心臓がけいれん

し、血液を流すポンプ機能を失った心臓に対して

電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための

医療器であります。２００４年７月より一般市民
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でも使用できるようになり、人が多く集まるとこ

ろには設置されるようになりました。最近では、

一般市民の方がＡＥＤを使用して救命した事例も

ふえてきております。例えば、松山のゴルフ場で

は、プレー客がゴルフ場従業員からＡＥＤによる

救命処置を受け一命を取りとめた例や大阪府岸和

田市の高校では、野球の試合中に打球を胸に受け

た投手が心肺停止状態になりＡＥＤで蘇生させた

ケースなどがあります。現在、西予市において設

置しているところは、これは消防本部が調査した

ところなんですけども、消防本部に５台、市立中

学校に各１台、市役所、保健センターに１台、野

村病院、宇和病院、狩江診療所に各１台、県関係

では、宇和高校、野村高校、三瓶高校、宇和聾学

校、宇和養護学校、歴史博物館に各１台、その他

といたしまして、クアテルメ宝泉坊に１台、皆田

小学校に１台、計２２台が設置しているようであ

ります。 

 なお、皆田小学校については、高速道路の関連

業者が地域の方たちのためにということで２年間

は貸与、その後は寄贈すると聞いております。西

予市においてまだまだ少ないように思われます

が、特に宇和町小学校については、ＰＴＡから強

い要望が出ております。小学校はもちろんのこと

スポーツ施設、医療施設、人が多く集まる場所に

は設置すべきと思いますが、市長の考えをお伺い

いたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、沖野議員の質問について

お答えをさせていただきます。 

 その前に、前段としてありました西予市の財政

の問題でありますが、私どもは健全財政の運営に

努めておるところでありまして、夕張市のような

破綻自治体となる可能性は、私はゼロであると、

このように思っております。特に実質公債費率で

言いますと、夕張市が２８％台でありましたし、

もう一つ大きな問題は一借の問題がありました。

そういうことの中で破綻、財政再建になったわけ

でありまして、私どもの西予市は、実質公債費率

では１３．８％でありまして、愛媛新聞にも出て

おりましたとおり、愛媛の中でも実質公債費率は

低いところであります。そういうことで、私は健

全財政の堅持をしながら間違いなしに市の運営を

していきたいと、経営をしていきたいと、このよ

うに思っております。 

 それでは、西予市市営球場の改修についてにお

答えをさせていただきたいと思います。 

 宇和球場につきましては、沖野議員ご指摘のと

おり、昭和４０年に完成以来、県下有数の球場と

してプロ野球オープン戦を初め高野連主催の南予

大会会場として利用いただいておりますが、最近

の大会状況につきましては、５月１１日から第２

９回西日本軟式野球大会が実施されました。今月

１６日には四国アイランドリーグ愛媛マンダリン

パイレーツの公式戦が行われる予定であります。 

 また、現状では宇和高校野球部が主に使用いた

だいていますが、使用しない１２月から２月の日

曜日の午後は少年野球チームが使用できることに

いたしました。 

 施設の改修につきましては、合併前に競技者の

安全面に配慮して、フィールド内の側壁に防護マ

ットを整備いたしましたが、その他の施設などに

ついては、長年を経過し、老朽化が著しい状況で

あります。今後とも選手などの安全面などの整備

等については努めていかなければなりませんが、

現状の利用状況などから、現段階での大規模な改

修は財政面、また利活用計画などを勘案しながら

今後の検討課題とさせていただきたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 沖野議員のＡＥＤいわゆる

自動体外除細動器の設置についてお答えをいたし

ます。 

 私たちはいつどこで突然のけがや病気に襲われ

るかもわかりません。中でも心臓がとまった場合

には、一分一秒でも早く救命処置を行わなければ

助かる可能性は急激に低くなります。突然に心臓

がとまるのは、心臓が細かく震える心室細動によ

ることが多く、このような場合にはできるだけ早

くＡＥＤを使用して、心臓に電気ショックを与

え、正常な心臓の動きを取り戻すことが重要であ

り、これによって助かる確率が高くなります。こ

のようなことから、最近では学校やデパート、空

港など多くの人が集まるいろいろな場所にＡＥＤ
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を設置し、その場に居合わせた人によってＡＥＤ

を活用してもらうことで、今まで助からなかった

人の救命につなげることを目指す動きが広がって

おります。 

 ただいま沖野議員も言われましたように野球の

試合中、打球を胸に受けて心肺停止状態になった

高校生が、学校に設置したＡＥＤで一命を取りと

めた事例やゴルフプレー中に倒れて心肺停止状態

になった６６歳の男性をゴルフ場に設置したＡＥ

Ｄを従業員が使用して救命した事例などもあり、

県内でも運動中の事故対策などとして、学校を初

め多くの人が集まる場所へＡＥＤ設置が進められ

ております。西予市におきましては、今年度予算

でも市立中学校５校と俵津診療所にＡＥＤを設置

したところであります。ＡＥＤを正しく使用する

ためには、心肺蘇生法などの知識が不可欠である

ため、今後も救命講習会を開催して応急手当ての

知識の普及に努めるとともに、ＡＥＤの設置につ

きましても、設置場所の優先度や管理面などを考

慮し、予算の許す範囲内で検討していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 先ほど市長も言われましたけ

ども、今週の日曜日、１６日にアイランドリーグ

の初めての公式戦が宇和球場で行われます。対戦

は愛媛マンダリンパイレーツですか、それと徳島

インディゴソックスというチームの試合がありま

すが、市長もそのときには始球式ですか、始球式

をされると聞いております。子供たちも多く来ま

すので、ぜひとも市長はスポーツマンだという格

好いいところもぜひ見せていただきたいというふ

うに思っておりますが、この試合に関しては、今

回市の職員の方も非常に協力をしていただいて前

売り券を買っていただいたというように聞いてお

ります。 

 また、市の小・中学生は無料招待ということ

で、大勢の観客が来るんじゃないかというふうに

思っておりますが、そこで私が心配するのが、観

客が来ても観客席が非常に少ないんですね、今の

宇和球場は。それともう一つは、駐車場も少ない

と。そういう事情の中で観客の中から苦情が出て

は困るなというふうに私は心配しております。 

 また、設備も以前から放送設備ですか、が壊れ

てもう使い物にならないというようなことも聞い

ておりますが、この１６日、あと四、五日しかな

いんですけども、どれだけの宇和球場の今整備を

されたか、教育部長わかる範囲でいいですからお

伺いしたいと思います。 

 それとＡＥＤについては、できたら金額も以前

より安くなっておりまして、今１個が３０万円程

度、そしてリースであれば月５，０００円程度で

すか、というような価格になっておりますので、

できたら小学校２６校、１校はついておりますの

で、２６校は早期につけていただきたいというよ

うに思います。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 沖野議員の宇和球場につきまし

ての整備につきましてご回答をさせていただきま

す。 

 球場の周辺の草刈りにつきましては、日ごろよ

りボランティアの皆さんのご協力によりまして、

一定量草も刈っていただいておりますので、大変

助かっております。 

 なお、今回の大会につきましては、一部外野の

方に枯れた松の木がありまして、見苦しい点、ま

た利用できない席がありましたので、ボランティ

アの皆さんを中心にいたしましてこれを撤去をい

たしました。それによりまして何とか１，５００

人分の席ぐらいは確保できたんじゃなかろうかと

考えております。 

 もう一点、音響施設につきましては、大変ご不

便をかけておるようでありますが、早急に対応で

きないということで、今回の大会につきまして

は、野村教育課の施設を借ってきまして何とか乗

り越えたいと考えております。 

 以上です。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ＡＥＤの価格は約３０万

円、そしてリースは約５，０００円ということは

承知しております。ただ施設が大変多ございまし

て、それらを考えますと、やはり予算の許す範囲

内で検討をしなければならないとこのように考え

ております。 
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 以上でございます。 

 

○議長 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 施設は多いんですけれども、

小学校２６校に設置についてはどうですか。それ

だけお伺いしたいと思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 この点につきましても、今

回と申しますか、平成２０年度の予算編成につき

ましては、施策枠予算で持っていきます。そうい

ったところで、これは各施策ごとに考えてもらわ

なければなりません。したがいまして、これだけ

ＡＥＤだけを予算査定するわけにはまいりませ

ん。とにかくその施策枠予算の中でどのように担

当部署が考えていかれるか、そのように考えてお

ります。 

 

○議長 次に、３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私は、次の２点について質

問をいたします。 

 まず１点は、住民に的を当てた行政を、２点目

は、間伐材の活用で安全で美しい町を、この２点

を質問いたします。 

 合併から４年目を迎え、市政も何とか一人前に

なったのではないかと思うのは当然であると思い

ますが、しかしながら、先般ある会合の場で、あ

んたたちは西予市が一人前の市であると思って行

政運営をすれば、必ず後世に禍根を残すことにな

ると言われました。なるほど一応形はできている

が、西予市は合併特例によって市になったことを

忘れてはならない。地方自治法第８条には、市の

条件として次のようにある。市になるべき普通地

方公共団体は、さきに掲げる要件を備えていなけ

ればならない。１つ、人口は５万人以上を有すこ

と。２つ、当該普通地方公共団体の中心の市街地

を形成している地域内にある戸数が全戸数の６割

以上であること。３つ、商工業、その他の都市的

業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する

者が全人口の６割以上であること。４つとして、

全各号に定めるもののほか、当該都道府県の条例

である都市的施設、その他都市としての要件を備

えていること、こういうようにうたわれており、

本来は市としては成り立っていかないものであり

ますが、これだけ厳しい要件が必要であると言え

る。西予市はもちろん特例によって合併であり、

これらの要件には合致しない市であり、言いかえ

れば未熟や変則的な市である。それを裏づけるの

が、１５年経過後に普通の市の扱いとするとうた

われている。本来普通の市であれば、範囲が大体

１０キロ以内におさまるところでありますが、当

市は１辺の距離が遠いところでは本庁より７０キ

ロメートルもあり、いかにＩＴの発達、また車社

会といえども本庁方式には絶対無理ではないか、

それは無謀というものである、前者はこういうよ

うに言われました。私も本庁方式には反対論者で

あるが、庁舎の建設、移転、確保に対しては現在

の本庁は耐震強度がない、危険庁舎の上是とする

ものであります。西予市の面積は５１４平方キロ

あり、縦断すると１００キロメートル近くもある

地域があります。歴史、文化、風土、生活様式ま

でが異なる地域や住民を一極にてコントロールす

ることはできないのではないか、私は無理不可能

であると思います。過疎、僻地では、職員は住民

の息遣いまで受けとめ、まさに職員と住民が一緒

に生活し、一緒に考え、一緒に汗を流さなけれ

ば、その地の痛みや苦しみはわからないと思うの

で、そのことを認識した上でここ当分は総合また

は分庁方式で市民の理解と協力を得るべきではな

いか。現在、辺地にあっては、若者は仕事がない

ためにやむを得ず家を捨て、親愛なる親元を離れ

て都会に流れる状態であり、格差も都会と地方、

中・東予と南予にとどまらず、市内においても宇

和と辺地や職種にあっても差は広がってありま

す。この上庁舎も本庁方式で職員が中央に集中す

れば、過疎・高齢化に拍車がかかり、若者は都会

へ都会へと流れていくことは火を見るよりも明ら

かであります。企業誘致にしても条件不利地域に

はこれは入ってこないと思いますが、市が補足条

件をつけてでも企業の誘致も願いたいものであり

ます。 

 また、木材等地域特産も大量に遊んでいる。木

材に付加価値をつけるべく研究開発にも力を入れ

るべきであると思います。市長も僻地の辺地の発

展なくして市の発展はないと言われているので、

施策をしっかり練り、市民に的を置き、市民の声

に耳を傾け、まさに民主主義の根幹である市民の
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ための政治を願うものであります。市長の考えを

お願いします。 

 間伐材の活用で、安全で美しい町を。 

 市では公共施設の木材化やまた住宅建設に一定

の市産材を使用すれば奨励金を支給するなど木材

の有効利用と森林の育成、またそれによる環境整

備に力点を置かれていることは、心から賛辞を送

るものであります。 

 しかしながら、間伐材の活用まではまだいって

おりません。今後は間伐材の活用についても考え

るべきであると思います。最近、市内の至るとこ

ろで歩道の舗装が実に美しいれんがでつくられて

いますが、でき得ればこれらも間伐材を利用して

はいかがでしょうか。 

 また、間伐材を市道や林道の軽微な山どめに使

用してはと考えます。山どめ工事については、大

野ケ原で見たような気もしますが、実は高知県、

特に檮原町あたりでは盛んに活用しているのであ

ります。そうすることにより山は自然ときれいに

なり、言うまでもない雇用もふえ、山が生きてい

く、また災害防止にも一役買います。同時に、木

材の宣伝ともなり、一石二鳥であると思います。

かねてより言われている山と海のよい関係が生ま

れ、整理された森林より流れる良質のプランクト

ンにより魚の養殖にもよい影響を与えるものと思

います。まさに西予市全体が美しく、活気が沸い

てくると思います。市長の考えをお聞かせ願いた

い。 

 以上で終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野議員の住民に的を当

てた行政についてのご回答をさせていただきま

す。 

 地方自治体の本来の姿は、住民の福祉の増進を

図ることが基本であります。 

 しかし、財政が殊のほか厳しい時期を迎えてお

る今日、行政のサービスの低下も懸念されている

ところであります。自治体が住民の満足度を上げ

るために、またほかに負けないがために競い合

い、無用の投資をすればするほど財政破綻の一線

を越え、後戻りできない状態になることは必至で

あります。今、国の行財政改革による影響で市民

が公共事業の縮小や補助金の見直しなどにより部

分的に痛みを生じていることも承知をしておりま

すが、市全体の満足度を上げ、将来をしっかり見

据えた行政を推進していくためにはご理解を願

い、この窮地を乗り越えなければなりません。今

のうちに持続可能な行政体制、健全財政にしなけ

れば、公共事業やほかの事業も継続できない状況

になってまいります。平成２２年度に完成を目指

しております新庁舎の完成の暁には、行政組織の

スリム化、行政サービスの平準化をどのようにす

るかを精査し、西予市のあるべき姿にしていきた

いと考えております。 

 また、私は総合支所方式から本庁方式に移行す

る際には、それぞれの地域における行政課題に迅

速に対応できる体制をどうするべきか等々を模索

しながら、早い段階に方針を出したい考えであり

ます。 

 西予市にとって企業誘致による雇用の確保は、

若者定住や所得向上、集落の維持など多くの建設

的な要素を含んでおり、重点的に誘致を進めてい

るところであり、これまでにも数社が市内での操

業を開始していただいております。企業のスタン

スは、最少のコストで最大の効果を基本としてい

ることから、雇用形態、地理的条件等誘致条件に

は大変厳しいものがあり、条件を満足する場所

は、市内の中でも限られてくるわけであります。

あとは市民お一人お一人が自己生活とどう結びつ

けていくかであろうかと思っております。私が就

任してから申し上げておる行政スタンスは、西予

市全体の発展をベースにグローバルに考えてロー

カルに実践しようと、隅々まで行き渡る行政であ

ります。この考えは今でも変わっておりません

し、今後の行政推進においてもこの基本理念を旨

としてまいりますので、ご理解、ご協力のほどを

お願いいたしまして、以上答弁とさせていただき

ます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 浅野議員２点目の間伐材の

活用で、安全で美しい町をについてお答えいたし

ます。 

 美しい森づくりや森林給水源対策の推進など森

林に対する市民の関心が高まる中で、間伐のおく

れを解消し、木材の利用拡大を通じた森林林業の

再生と山村の活性化を図ることが重要であると思
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っております。西予市の貴重な財産を守り育てる

ため、居住地周辺の森林整備を実施し、良好な自

然環境や集落保全を目的とした里山エリア再生交

付金事業等の造林事業を積極的に推進しながら、

木材利用の促進を図っているところでございま

す。 

 また、平成１７年度にスタートした西予市産材

木造住宅建設促進事業は、平成１７年度は２１

戸、平成１８年度は４６戸、平成１９年度は８月

末現在で４２戸の住宅が制度を利用いただいてお

り、市民の関心は高く、関連する木材産業及び建

築産業等の地域経済効果に寄与できていると思っ

ております。 

 それでは、歩道の舗装に間伐材を利用してはと

のご提案についてでありますが、足に優しく自然

に調和した環境に優しい舗装として歩道の散策

路、公園、遊歩道等の舗装に全国的にも施工実績

が上がっているようでございます。西予市といた

しましては、今後もさらに森林整備を促進し、川

上から川下に至る美しいまちづくりのために林業

をアピールする観点から間伐材利用の舗装道、ま

た議員ご指摘の山どめのくい打ち等、いろいろと

検討して今後まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私今心配しているのは、民

主主義の基本である主権在民ということを、大げ

さなことを思わせますけんど、今は金がないとか

市が危ないとかといって、非常に市民に目を向け

てない。この自民党の参議院の敗北の原因も、こ

れはそういうことが原因じゃないかと。やはり地

方に目を向けてなかった。農業らに目を向けてな

かったということが非常に大きな要因であったと

思います。金がないとか何がいけないとかという

ことを言ってるけんど、一切そうしたら市民に、

上でだけでやって私ら何のことも考えてくれてな

いなという気がするんじゃないかと、そういうこ

とを言われます。行政は何のためにあるか。市民

のためにあるんじゃないですか。そういうことを

言われます。市民が、ここでありますと、憲法２

５条においてすべての国民は健康で文化的最低限

度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活

面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならないと、こういう

ようなことをうたっておる、国がうたっていると

いうことは、どうせしょせんは行政がやらないけ

ないことであって、ここを忘れてしまって、ただ

金がないから何ができないとかというんじゃなし

に、一番最低の線に、日の当たらんところに日を

当ててそしてやる、そういうことをしてないと、

中から上の者だけを見て走っていくということは

非常に危険であるということを一言言いたかった

のであります。 

 以上で終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 浅野議員の再質問についてお答えし

ます。 

 非常に厳しいご指摘でございますが、私どもと

しては、住民に目線を置いて行政をやっておると

いう考えにしております。したがって、今のご指

摘についてどういうところから出た意見かって、

非常に私も気にはしておりますけれども、住民に

はそれぞれいろいろなご意見があろうと思いま

す。そのご意見をあえて私どもも受けながら行政

をやっていくわけでありまして、すべて１００％

の方々に１００％の理解を得ることは難しい。し

たがって、私は以前から私の考えを言っておるの

は、すべての満足を得ることは非常に難しい。し

たがって、納得のいく行政をするんだということ

を私の基本理念としております。だから、どの時

点で納得をいただくかということでありますが、

人間は満足になることはありません。しかしなが

ら、満足に近づけるための私どもはどうしていく

か、そのための納得をどこの時点に置くかという

ための行政を私は西予市の中でやっていきたい

と。議員の皆さんも一緒にそれぞれの声を聞いて

一緒にともどもやらせていただきたいと、このよ

うに思っておるところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、１９番山本英男君。 

 

○１９番山本英男君 最後になりましたが、もう

少し我慢をしていただいたらと思います。 

 議長より許可をいただきましたので、通告のと

おり質問をいたします。 
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 私のこれからの質問は、まず初めに、お断りし

ておかなくてはなりません。といいますのは、西

予市全体の実情から離れ、三瓶という視点に立ち

過ぎた内容であることであります。調査、勉強不

足であったことを今痛感いたしております。 

 しかしながら、三瓶の区長を経験した一人とし

てあえて質問をさせていただきます。的外れの点

もあろうかと存じますが、お許し願います。 

 今回質問の主眼は、区長の手当をふやしてほし

いということであります。 

 そのねらいは、かこつけになるかもしれません

が、周辺地域の維持発展と活性化を図ることにあ

ります。その前提に少しばかりむだな話をいたし

ます。一口に区長と申しましても、旧５町ごとの

区の成り立ちや集落規模に違いがありますので、

一概に言えないことは承知いたしております。城

川、野村の山間部に比べて我々海岸部の三瓶、明

浜地区では、ある程度のまとまりを持った集落を

形成し、一定の規模を有する区の運営がなされて

いることはご周知のとおりでございます。 

 しかしながら、近年少子・高齢化による過疎化

は急速に進んでいます。山間部同様限界集落にな

る日は間近だと言わざるを得ません。今のままで

推移しますと、１０年を経ない間に三瓶の場合、

１９地区中４区の津布理、５区の安土、８区朝立

の一部でございますが、その３地区を省いて１６

地区が限界集落になるものと予想されます。人が

減ると人材も不足してきます。日々の暮らしと安

全の確保はもとより、自主防災どころではありま

せん。長年培ってきた地区の諸行事もできなくな

ります。現に取りやめた行事もあり、おみこしな

どは台車に乗せて巡行して、何とも昔日の威勢の

よさはありません。将来を見据えて地域の維持と

魅力を醸成するために知恵を出さねばなりませ

ん。 

 しかし、残念ながら、なかなかいい知恵はわき

出てきません。打開策につながるかどうか自信の

持てるところではありませんが、多少なりとその

一助にでもならないかと考え、次の点を提言する

とともに理事者のお考えを伺います。 

 まず第１に、区長に対する手当の増額ないし新

設、新たに設けることの問題です。 

 この点について、現在市は各区に対し、行政連

絡業務委託料という費目で配分、支給されていま

すが、明確な形で区長の手当あるいは報酬と呼ば

れるものはないと伺っています。 

 しかし、合併前の旧町時代には、三瓶の場合、

区長の手当がはっきりとした形で支給されておっ

たかと思います。それを受けて今もそれなりの額

がさきの連絡業務委託料の中から配分、支給され

ておるようであります。あくまでもここは三瓶町

の事例をもって申し上げますが、区長の職務に対

してそれが妥当な額であるか否か、私は常々疑問

に思っています。地区それぞれの固有事務に加え

て相当の委任事務があり、日々その職責遂行に当

たられています。年々歳々平穏であれかしと願っ

てその任につかれますが、よきせぬ出来事が多少

にかかわらず必ず起こります。もとよりこの区長

職を初め他の地区役員も過去から名誉職責であり

ましたし、今の同様に考えられている側面は多分

にあります。さらに、地区にかかわる固有の任務

については、ボランティア的に果たしていくとい

う考えもありましょう。 

 また一方、それに対して市の側からすれば、委

託した仕事量に応じた金額を設定すれば、それで

よしと考えられるかと存じます。 

 そこで私が思いますのは、まず区長がおって、

それに市が行政連絡業務を委託するわけですか

ら、区長になる方がまずいなくてはなりません。

いずれにしろ区長の立場をご理解いただいて、そ

れなりの手当等があってもいいのではないかと考

えます。いわゆる区長手当に当たる分を増額ある

いは新設してはどうかなと思います。現在の委託

料、金額がもろもろの役職との兼ね合いの中で設

定されていることは理解できます。しかしなが

ら、区長の職務は、前述のとおり、まことに多忙

であります。そのことに対する十分なる報酬であ

るとともに地域の発展に一層ご尽力いただくため

にぜひ増額なり新設を望みます。このことは区長

さん方から要望を受けたわけではありません。私

の個人的な考えでありますので、区長さんの名の

ためにも付言をしておきます。現下の財政逼迫の

折、逆行するものではありますが、昨年度来の地

域自治活動支援補助金の維持とともにお考えをい

ただきたいと思います。 

 第２に、さきの手当との関連で、区役員の制度

と位置づけを明確にする必要がありはしないか。

そのために市としてある程度統一した基準づくり

をされるとよいのではないかと考えます。 

 また、さらにその基準に基づいた各地区内の条
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例というか、成文化したルールがあるとなおよい

と思います。ついでですから参考までに申します

と、私どもの二及地区では、昭和５年以来の成文

条例があります。もちろん時代の変化とともに改

正され、今日に至っております。 

 さらに、同様のものが周木地区にもございま

す。この成文化された取り決め、ルールの効用

は、短期間で交代する役員が、地区を運営してい

く上でもろもろの職務、仕事の手順や手続を含め

て大いに役立っていると思います。さきに上げた

市による基準づくりについては、過去私の一般質

問で提言をしましたが、自治基本条例の制定等と

もあわせて研究をされてはいかがなものかと存じ

ます。もちろん各地区の独自性を侵してはなりま

せんが、よかれと思われることについては、ある

程度市の指導や助言があってもいいのではないか

と考えます。いずれにしても、一朝一夕にやれる

ことではありませんが、ひとつご検討いただきた

いと思います。 

 第３に、第２に上げた内容にかかわりますが、

この際、区長の任期はせめて２年にして、より精

通した地区の運営が行えるようにしてはどうでし

ょう。１年というワンサイクルでは、過去を踏襲

することにきゅうきゅうとしてなかなか新たな試

みなど実行できないと存じます。 

 また、さらに旧町というか、地域によってまち

まちになっている区長の就任時期の統一を図った

方がよいのではないかとも考えます。ただそれぞ

れの地区の事情があって今日に至っていることで

ありましょうから、無理やりというわけにはいか

ないことは十分承知しています。あくまでも提案

であります。 

 以上、１つのことをくどくどと述べてまいりま

したが、偏狭かつひとりよがり的な考え方で余り

建設的でないかもしれません。いずれにしまして

も、地区の独自性すなわち慣習、しきたり、伝統

など日々の暮らしを損なうようなやり方は避けな

ければなりません。それこそコミュニティーその

ものを崩してしまいますから。 

 以上、ご賢察いただきご見解を承りたいと存じ

ます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 山本議員のご質問にお答え

をいたします。 

 まず初めに、区長手当についてでございます

が、当市におきましては、行政文書の配布、回覧

に関する業務等で、７項目の業務に関しまして西

予市行政連絡協議会長と業務委託契約を締結いた

しております。そして行政連絡委託料を指定され

た各自治会あるいは区長に支払っております。 

 ご質問では、この行政連絡委託料のうち、いわ

ゆる区長手当に当たる部分を増額してはどうかと

いうことでありますが、ご承知のとおり、この委

託料の中には区長手当に充てる部分は算入してご

ざいませんし、また区長報酬という形で支出いた

しますと、法に抵触するおそれもございます。し

たがいまして、あくまでも行政文書の配布、回覧

に関する等の７項目の業務に関しての委託料を支

出しているものであります。 

 山本議員の質問内容をお聞きしておりますと、

市全体を活性化するためには、その末端行政並び

に単位である地区の活性化が重要であるとのこと

でありましたが、行政に携わる者としても、まさ

にそのとおりであると認識をしております。 

 また、区長さん方の職責遂行には、私たちが想

像している以上の激務ではないかと憂いておりま

す。このように行政といたしましては、区長さん

方の職務には、平素より大変敬意を表しておりま

すとともに今後とも倍旧のお力添えを賜りますこ

とを願っております。 

 次に、統一した基準づくりについてでございま

す。 

 質問の趣旨は十分理解できますが、地域住民の

自主活動、団体でやります自治会活動について

は、各自治会内部の問題であり、市として指導す

ることは極めて困難であるものと考えておりま

す。 

 また、市としてある程度の統一した基準を設け

る指導やあるいは区長等の就任任期の統一を図る

ことに関しましても、地域の慣例や地域性があ

り、西予市行政連絡協議会での検討になろうかと

思っております。 

 しかしながら、市全体を活性化するため、また

地域のまちづくりにとって自治会活動は非常に重

要であると理解しておりますので、市といたしま

しては、できる範囲において助言するなど行って

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長 １９番山本英男君。 

 

○１９番山本英男君 １点だけ再質問させていた

だきます。 

 先ほどの清水部長の答弁の中で、区長手当、報

酬等を出した場合に法に抵触するおそれがあると

いうことでございました。それらについて根拠に

なる点とか、そういった事例等ございましたらお

伺いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ただいま私の方から法に抵

触するおそれがあるとお答えをいたしました。そ

の理由でございますが、ちょうど私ここに１３年

の広島高等裁判所の判決の書類を持っております

が、その中で違法であるという理由につきまして

は、区長に報酬を支給するということは、市の非

常勤の特別職の身分を与えるということになりま

す。しかし、区長は地域住民が選任するというこ

とになっておりまして、市長であるいわゆる地方

公共団体の長には任命権がないということなどが

一つの理由として上げられております。 

 それからもう一つは、これはちょっと理由を読

み上げますけども、町内会等は住民の自主的な意

思に基づき、自主的な活動を行う住民組織として

位置づけられるべきであり、これを行政組織の一

部として組み込むことは許されないという判決が

出ております。したがいまして、町内会を下部組

織に設けるということは違法であるというような

ことの理由でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩といたします。再開は１３時００、午

後１時ちょうどといたします。（休憩 午後０時

０７分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時００分） 

 次に、日程記載順に質疑を行いますが、質疑は

大綱の質疑のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 まず、日程第２、議案第９７号「高山漁

港小浦船揚場の指定管理者の指定について」を議

題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

 

○議長 次に、日程第３、議案第９８号「外国の

地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

に関する条例制定について」を議題といたしま

す。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９９号「西予市

中山間ふるさと・水と土保全基金条例の一部を改

正する条例制定について」から議案第１０１号

「西予市墓地設置及び管理条例の一部を改正する

条例制定について」までの３件を一括議題といた

します。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 まず、議案第９９号に対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１００号に対する質疑を行

います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１０１号に対する質疑を行

います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第１０２号「市道

路線の変更について」から議案第１０４号「市道

路線の認定について」までの３件を一括議題とい

たします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第１０５号「平成

１９年度西予市一般会計補正予算（第３号）」に

ついてを議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２２番鍵原芳和君。 
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○２２番鍵原芳和君 １点だけお伺いをさせてい

ただきます。 

 予算書の３０ページですが、３目の農業振興費

のうち農作物生産振興対策事業費補助金３，０２

８万８，０００円でありますが、これはきのう説

明がありましたように中山間地域総合整備事業の

中でハウス用地造成、冷蔵整備補修改修、それか

ら生ショウガの洗浄施設を整備するという説明で

ございました。これは補助金ですので、事業費と

それから補助率が幾らになるのかをお伺いをいた

します。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 鍵原議員のご質問にお答え

いたします。 

 これは中山間地で先日説明いたしました多田地

区の農作物の生産振興対策事業ということで実施

いたすものでございますが、１９年度では全事業

費が３，４０６万７，０００円でございます。そ

れからその財源といたしましては、３，０２８万

８，０００円が西予市からＪＡの方に補助をする

ものでございます。それがこの分に関しまして

は、全部市単独の事業でございます。ＪＡの方の

負担が３７７万９，０００円でございます。した

がいまして、この分に国費と県費が入るというこ

の事業に関しましては、１９年度に関しまして

は、国費と県費は入ってくるあれはございませ

ん。中山間事業で全体の事業費はこの多田地区の

分に関しましては２億１，１８８万５，０００円

でございますけれども、今年度に関しましては、

これ全額市の負担の事業でございます。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 ３９ページ、土木費５目の

まちづくり交付金事業費補正の８００万円、工事

請負費、国補分となってるんですが、僕ちょっと

聞き間違いかもしれませんが、愛宕山の公園整備

であろうと思いますが、これはどういう目的でど

のようにやるのか、ちょっと聞かせていただきた

いと思います。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 ご質問にお答えいたしま

す。 

 これは野村の愛宕山公園整備事業でございます

が、まちづくり交付金事業で、事業費が３，３０

０万円で、あずまやと遊具の設置、芝張り、宅内

の配管口の工事を行うものでございます。当初に

２，５００万円組んでおりますけれども、補正で

８００万円の追加をするものでございます。 

 

○議長 ご質疑ございませんか。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 補正予算総務費の庁舎建設調

査研究費４２万７，０００円についてでございま

すが、この金額がまだ通るかどうかという話なん

ですけども、昨日市長の行政報告書を見ますと、

今回の庁舎の場所を決めるための検討委員会、西

予市庁舎建設推進委員会、西予市庁舎建設計画市

民検討委員会がそれぞれ３回開催して今回の位置

決定をされておるわけですけども、この３回とい

う回数が多いか少ないかということは、内容によ

ろうと思いますけれども、私が思うには、これで

十分に審議されたのかなというふうな思いがいた

しております。ということは、この４２万７，０

００円につきましてもこの金額で十二分に調査研

究ができるかどうかということが一つあります。 

 それから、もう一つ検討の過程の中で考えてい

ただきたいと思うんですけども、若干時期がおく

れておりますので、私も残念な思いいたしており

ますけれども、実は今愛媛県加戸知事は、今の林

業不況に対して県産材の木材を公共施設において

使うと補助金が出るというふうな仕組みで、今回

三瓶町の体育館もこれにのっとっておるわけです

けれども、西予市におきましても、地元産材を使

うことによって住宅建設には５０万円を限度とし

て交付されるということで、先ほど安藤部長の説

明があったように、ほぼ過去の実績は満額利用さ

れておるというふうな状況にあります。こういう

ふうに今私が個人的に思うことは、全国の今の地

方の衰退は、この山林資源の資産価値の目減り、

これによって私は地方が疲弊してきたというふう

に思っております。ですから、逆に言えば、今後

地方が復活するためには、もう一度林業というも

のの価値を高めなければ地方の復活はないんじゃ

ないかというふうに個人的に思っておるわけです
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が、これはあくまでも国策あるいは市の政策が非

常に大きな役割をしてくるというふうに思ってお

ります。そういう視点で考えたときに、今回の庁

舎建設につきまして、なぜ木造でという発想をし

なかったのかなという思いがいたしております。

建物というのは、基本的に平家建てが最高でござ

いますが、ただ残念なのは土地の制約があって上

に伸びておるだけで、土地に余裕があれば、本来

平家建てというのがバリアフリーであるし、階段

は要らない、エレベーターは要らない、もうこれ

最高であることはだれも疑う余地はないと思いま

す。 

 そしてまた、経済振興の面に関しましても、今

ほど言いましたように、地方が活性化するために

は、この林業の再生しかないと。そのためには、

行政はこれに本当に真剣に取り組まなければいけ

ない、その真っ先に庁舎建設があるわけですか

ら、今後大野ケ原小学校もそうですし、既に魚成

小学校も木造でやられておりますけれども、肝心

かなめなこの庁舎を木造ですれば、延べ床面積約

七、八千平方と言いますと、個人の住宅で言いま

すと５０戸前ぐらいな該当になるわけですけど

も、これは地域の産業興しにもつながるし、それ

から森林の価値を高めることになりますので、私

はもう既に遅い、場所があそこということになれ

ば、理論的に不可能ですけれども、やはりきょう

も質問にありましたように、開明学校がいまだに

あれだけ立派な形で健全に残っておる。庁舎を木

造でつくって、仮に１００年したら非常に文化遺

産になることも想定されます。そういうことを考

えたときに、木造でという発想はあったのかなか

ったのか、今後も検討の余地はないのかどうか、

その２点お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、この場からお答えさせて

いただきます。 

 ページ２３ページの庁舎建設調査研究費につき

ましては、これはこのたびプロポーザル方式によ

るいわゆる契約等を持っていきたいということに

ついて、その委員さんの費用でございまして、今

ほど元親議員ご指摘の市民検討委員会や庁内の検

討委員会の費用ではありません。これは既に当初

予算に組んでおりますから、まだまだそういう会

を、今まではお互い３回でありますが、何回もや

っていくというための予算を組んでおります。 

 それと、今後のあり方についてでありますけれ

ども、木造にする、しないということは、まだ何

も決めておりません。今から庁舎市民検討委員会

や云々かんぬんの中でどういう方向になってくる

かは今後の問題でありまして、だれも決めており

ません。だから、その中でどうやっていくのかと

いうことになりますが、ただ元親議員も一般質問

の中にもありましたとおり、圧縮して２０億円ぐ

らいだと言われますと、私もそう思っております

が、木造建設でできるかどうかって、非常にちょ

っと疑問を感じておりますし、その辺のとこも考

えも入れながら、どうしたら木造を多く使った建

物にやっていくかという別の次元で考えるほど私

はいいのではなかろうかとは思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ２３番菊地ミスギ君。 

 

○２３番菊地ミスギ君 １点だけちょっとお聞き

いたしたいと思いますが、２７ページの民生費の

児童福祉費のことでございます。私の勉強不足で

非常にお恥ずかしいのでございますけれど、補正

で０円っていうことに対しての説明をしていただ

いたら幸せと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 炭倉総務課長。 

 

○炭倉総務課長 ミスギ議員の質問に対しまし

て、私の方から答弁をさせていただいたらと思い

ますが、ここに嘱託職員を１名魚成の方に置いて

おりました。そちらの分を土居保育所の方へ回す

という形でこちらを減額して土居の方へ上げてい

くという形にしております。 

 以上です。 

 

○議長 そのほかございませんか。 

 １１番河野作生君。 

 

○１１番河野作生君 ４８ページのちょっと災害

復旧費の農地災害復旧費についてちょっとお願い

したいのですが、農地ということは、田んぼ、畑

だろうとは思いますが、この農地災害につきまし

ては、当市の規定といいますか、決まりといいま
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すか、災害だから降水量１時間何ミリ以上とか、

降り始めから何ミリとか、風速何ぼとかによって

災害が適用されると思うんですが、その点につい

てこの決まりがありましたら教えていただきたい

と思います。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 災害の要件でございますけ

れども、時間雨量が２０ミリで、あと一日の降水

量が８０ミリを超えた場合に災害の適用となりま

す。 

 以上です。 

 

○議長 １１番河野作生君。 

 

○１１番河野作生君 それが適用されれば補助金

がもらえるわけで、災害前に傷みかけておって、

写真を撮って災害のときに出せば適用されるわけ

でしょうか。今ごろ機械が大型化しておりまし

て、畦畔のねきの方を通っておりますと畦畔が緩

んで大雨のときに傷みやすくなっておるんです

が、そこら辺の見きわめはだれが決めていかれる

か、ちょっとお聞きしたいのでありますが。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 災害というのは、今あくま

でも条件提示した分が災害でありまして、それ以

外の時期に災害ということは多分起こらないと思

いますので、その災害が起こった状況で災害を認

定するということでございますので、災害要件が

当てはまらないのに災害ということはございませ

んので、その点は考え置きくださったらと思いま

す。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 ちょっと１つだけ関連でご

質疑をさせていただきたいと思います。 

 林業施設機械管理費１９９万６，０００円計上

されております。これはエフシーにいってる重機

だろうと思います。なかなかこの修理代も出にく

いみたいではございますけれども、ちょうどオペ

レーターも大体もう定年が来るのかな。これから

の方向づけについてどういうお考えかということ

を一つだけ、林業機械に対する方向づけはどのよ

うにお考えられておるのか、そのことだけお聞き

をしたいなと思っております。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 今回出しておりますエフシ

ーへの機械の修理でございますが、今回は４件ほ

ど出しておるわけですけれども、機械の使用の見

通しということでございますけれども、今現在市

の方で行政評価システムというのを市が導入今検

討しておりますけれども、それの対象になってお

りますので、その結果を見て、その行政評価の結

果でそこら辺の分を検討しておりますので、それ

までまだちょっと予定的には、行政評価の方で検

討するということでしておりますので、よろしく

お願いしたらと思います。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 失礼をします。 

 その分の中で、本当に林業等１次産業が冷え湯

をして本当に価格的にも低迷して、この機械の大

きな山間地に対する重要性というのを、それがあ

ります。本当にこういう中山間地が冷え湯をして

くる時代の中で、やはり大きさというのもぜひそ

の中でぜひとも検討をしていただきたい。今は本

当にこの機械というのが引く手あまたというぐら

いの中で起動していると思います。やっぱりその

辺を含めてぜひとも検討をしてほしいと思ってお

りますので、よろしくです。 

 以上です。 

 

○議長 ご質疑ございませんか。 

 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 ４４ページの社会教育総務費

１４０万円、西予市若者キャリアアップ活動助成

金について質問いたします。 

 このお金は宇和町の名物でありました株式会社

山田屋から寄附があったというふうに聞いており

ます。山田屋も現在は工場も松山の方に移りまし

て、今本当愛媛の銘菓としてよく売れているよう

に聞いておりますが、そういう方が今度宇和町を
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忘れないということで１４０万円寄附されたとい

うことで、本当に奇特な方だなというように思い

ます。このキャリアアップ活動費助成金について

１問は、創業者山田屋さんにこういうふうな金を

使うということを伝えてるかどうかということ

と、この１４０万円というお金が、毎年寄附され

てくるのかという２点について質問いたします。 

 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 沖野議員のキャリアアップ活動

助成事業についてお答えをいたしたいと思いま

す。 

 この事業につきましては、株式会社山田屋さん

が創業１４０周年を記念して１４０万円昨年度ご

寄附をいただいております。みずから企画するキ

ャリアアップ、海外での交流、研修活動に個人に

対して助成をするということで、内容につきまし

ては、社長さんと協議の上、要綱を定めておりま

す。いろんな規則はありますけども、助成対象金

額の２分の１、２０万円を最高限度として設定を

させていただいております。 

 なお、次年度からの予定でありますが、会社の

方の利潤が出たらまた検討したいというような内

容で伺っております。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 もう一点だけお伺いをいた

します。 

 ３９ページの都市計画総務費でありますが、業

務委託料４５０万円補正をされておりますが、き

のうの説明によりますと、重伝建に係る都市計画

変更ということで、都市計画道路を歴史道路に計

画を変更するという説明であったと思うんです

が、これは歴史道路という格付があるのかどうか

僕知りませんが、その必要性があるのかどうか。

必要性があるから補正されとるんでしょうが、非

常にこれは代書人か測量士か何かそんな専門家だ

と思うんですけど、委託先は。それにしても高い

なという気が、私個人はいたします。この歴史道

路に変更する意義、重伝建の申請に必要なのかど

うか、それは知りませんが、そこら辺のもうちょ

っと詳しい説明をお聞きしたいと思います。 

○議長 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 業務委託料につきまして、予算

の方は土木の方に上がっておりますが、重伝建の

関係での内容でありますので、私の方わかっとる

範囲でご答弁をさせていただきたいと思います。 

 中町の重要伝統の関係で申請をします関係で、

合併前に都市計画の変更あの中に都市計画道路が

ありますので、それを変更するのを合併前に業務

委託で作成しておりましたけども、合併後高速道

路が抜けた関係とか、今後県がその地区だけの内

容だけでなく、市街地といいますか、旧町内全部

の関係を含めた見直しをする形になっております

ので、今回そういう内容で高速道路の関係ができ

ましたし、いろんな流れが変わりましたので、業

務委託で都市計画に申請するために今回予算化し

たものであります。 

 以上です。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 ２９ページ、衛生費、３目

のし尿処理費で１１節２４２万３，０００円、こ

れは東部衛生施設というんですか、これはどうい

うものを修理するのか、ちょっと聞かせていただ

きたい。というのは、実は僕もあそこへこうなに

したときに、非常に旅費あたりが物すごい高いの

で、部品というたら少ないもので、旅費を取られ

るというようなことを聞いたことがあるので、や

はり現在はもっとスピードが出て、例えばナット

１つ取りつけるのに２日半ほどかかってたという

ような話、極端な話やけど、そういう話があった

ので、本当に特別な機種であると思うけれど、非

常にそういうもんが高くてこうなってるというこ

とを聞いたことがあるので、ちょっとそこを聞き

たいです。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 浅野議員のご質問にお答え

を申し上げたいと思います。 

 非常に昭和５５年１月から運用開始しておると

いうことで老朽化しておるところでございます。

昨年あたりもかなり修繕を要したところでござい

ますが、今回の２４２万３，０００円これにつき
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ましては、焼却炉これの点検、これらの汚泥移送

配管、これとそれから計器、これらが老朽化いた

しておりまして、この２点でそれぞれ７０万８，

０００円あるいは４９万７，０００円、そして最

後の計器類等々が１２１万５，９００円と、合わ

せまして２４２万３，０００円という数字を計上

させていただいております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 当然先ほど言われたように

老朽化しておるので、例えばここに新しい、もう

本当機械を持ってきて取りつけるじゃなしに、ど

うせこれやりかえをせないけんでしょう。という

ことになれば、余りいい部品をつけないようなこ

とを、極端に言えば。応急措置みたいなことでで

も済ますというようなことが何十年も続かんとす

るのが、僕はそういうこともやっぱり気をつけて

ほしいな。いい部品とって、来年、再来年にはや

りかえるとかというようなことにならんように、

ひとつお願いしたい。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 実は今回の補正をお願いし

ておりますのは、当初においては、まだ大丈夫だ

ろうというようなことで、当初予算に計上してな

い、いわゆる今回の措置は緊急修繕に伴うもので

ございまして、部分的にどうしても今やってない

と、修繕が後からはもっと大変な数字になるとい

う想定ができましたので、緊急的にやったもので

ございまして、また建てかえについても当然耐用

年数が参っておりますので、これはまた今後の課

題として計画をいたしていくつもりでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 質疑ありませんか。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 １８款の繰越金ですけども、

前年度繰越金６億５８１万７，０００円とあるん

ですけれども、これの大まかな内訳をちょっと教

えてほしいんですが。 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 元親議員のご質問にお答えいた

します。 

 繰越金といいますのは、ひもがついてないとい

うか、そういう分野でありますが、考えられるこ

とは、歳出削減に努力した結果の不用額とか、そ

して歳入見込みをしておりましたものが余分に入

ったとかというようなとこでの余裕財源というよ

うなところが繰越金の内容でございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 私単純に感じたのは、一般会

計２２０億円、３０億円から６億円といいます

と、パーセンテージで約３％ぐらいあるわけです

けども、当初予算に対して３％の誤差っていうの

はやっぱり出るもんなんですか、これ。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 例年大体繰越額の標準財政に占

める割合が大体５％ぐらいが、その財政の標準的

なものであろうというようなことになっておりま

すが、大体うちの財政からしますと、その以内に

ありますので、通常この辺の不用額は昨年も出て

おりますし、ずっとそういうようなことでありま

すので、通常このくらいのものは出てほしいなと

は思いますが、これからあとどういうふうに出る

かはわかりませんが、今のところは、例年の繰り

越しが確保されておるというようなことでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１０６号「平成

１９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第１号）」についてから議案第１１３

号「平成１９年度西予市公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）」についてまでの８件を一括

議題といたします。 

 これより本件に対する一括質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、認定第１号「平成１８

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」から認定第１４号「平成１８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計決算の認定について」

までの１４件を一括議題といたします。 

 これより本案に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案３１件につ

いては、お手元に配付いたしております各常任委

員会付託表のとおり各常任委員会に付託いたしま

す。 

 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしま

した。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は９月２６日午後１時３０分から会議を開

きます。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後１時３３分 
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   意見書案第５号 都市と地方（中山間地域 

           等）の格差是正に関する 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

  

１ 議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ９８号 外国の地方公共団体の機 

           関等に派遣される職員の 

           処遇等に関する条例制定 

           について 

   議案第 ９９号 西予市中山間ふるさと・ 

           水と土保全基金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第１００号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１０１号 西予市墓地設置及び管理 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第１０２号 市道路線の変更について 

   議案第１０３号 市道路線の廃止について 

   議案第１０４号 市道路線の認定について 

   議案第１０５号 平成１９年度西予市一般 

           会計補正予算（第３号） 

   議案第１０６号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第１号） 

   議案第１０７号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第１号） 

   議案第１０８号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１０９号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１０号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１１１号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第２号） 

   議案第１１２号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第１号） 

   議案第１１３号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第２号） 

   認定第  １号 平成１８年度西予市一般 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ２号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計歳入歳出決算 

           の認定について 

   認定第  ３号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計歳入歳出決算の認定 

           について 

   認定第  ４号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

   認定第  ５号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ７号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

   認定第  ８号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第  ９号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計歳入歳 

           出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計歳 

           入歳出決算の認定につい 

           て 

   認定第 １１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計歳入 

           歳出決算の認定について 

   認定第 １２号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計決算の認定に 

           ついて 

   認定第 １３号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計決算の認定につ 

           いて 

   認定第 １４号 平成１８年度西予市野村 
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           介護老人保健施設事業会 

           計決算の認定について 

追加 議案第１１４号 西予市立三瓶中学校屋内 

           運動場改築工事請負契約 

           について 

   議案第１１５号 政治倫理の確立のための 

           西予市長の資産等の公開 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   意見書案第４号 地方の道路整備の確保に 

           関する意見書（案）の提 

           出について 

   意見書案第５号 都市と地方（中山間地域 

           等）の格差是正に関する 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 

   議員派遣の件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開議 午後１時３０分 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第９７号「高山漁港小浦

船揚場の指定管理者の指定について」から認定第

１４号「平成１８年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計決算の認定について」までの３１件を

一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について、

各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、藤井総務常任委員長の報告を求めます。 

 

○藤井朝廣総務常任委員長 総務常任委員会審査

報告書。 

 総務常任委員会の報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議におきまして、当常任

委員会に付託されました議案３件、認定２件につ

きまして、９月１３日と１９日の両日、関係部課

長の出席を得て委員会を開催し審査を行いまし

た。 

 審査の結果はお手元に配付されております委員

会審査報告書のとおりでありまして、いずれも全

会一致にて原案可決また認定した次第でありま

す。 

 まず、議案第９８号「外国の地方公共団体の機

関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の制

定について」は職員を派遣する際において、具体

的に想定している事例、派遣人数、県内の他市の

状況についてその詳細な説明を求めたところ、Ｊ

ＩＣＡ等のボランティアの参加、人数について

は、希望する職員それぞれ所属部署の状況により

判断していきたい。 

 他市の状況については、松山市を初めとする７

市が同様の条例を制定しているとの説明がありま

した。 

 次に、議案第１００号「平成１９年度西予市一

般会計補正予算（第３号）」のうち、総務常任委

員会所管分の議案審査について、審査の過程にお

きまして特に質疑がなされた事項についてその概

要を報告いたします。 

 財政課所管部分では、庁舎建設事業基金積立金

に関連して、積立総額は４億１，６３６万３，０
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００円であるが、起債として予定している合併特

例債考慮した上で庁舎建設に必要な一般財源の予

想額について質疑があり、事業費を仮に２０億円

と想定した場合、起債充当限度枠としての基準単

価の関係上、約１０億円程度の一般財源が必要で

あるとの答弁でありました。 

 また、庁舎建設に伴う企画調整課所管分の調査

研究費について、西予市に適した庁舎建設のため

のプロポーザル方式で設計業者を選定するとのこ

とであるが、このことも含めて事業全体における

スケジュールについて質疑がありました。 

 この件については、これから審査委員会を毎月

１回程度開催し、１２月の中旬には設計業者の決

定、１月から基本設計、２０年度の早い時期に実

施設計に入り、２１年度から着工、２２年度完

成、２３年４月に開庁を予定しているとの答弁で

ありました。 

 情報推進課の所管事項では、電算管理費の修繕

料において、ケーブル維持に係る経費について精

査する必要があるのではないかとの指摘がありま

した。 

 次に、教育委員会生涯学習課における新規事業

である西予市若者キャリアアップ活動助成事業に

ついての質疑では、次年度以降の取り組みについ

て説明が求められ、予算の範囲内で事業に取り組

んでいきたいとの説明であり、同じく教育委員会

の文化体育振興課所管の町並み保存対策費では、

中町を守る会が解散した中で、重伝建に向けての

今後の取り組みについて質疑がなされ、中町の守

る会は解散はしたが、発展的解散であり、区域が

広がったことも含め、今後新しく組織が構築され

る予定である。重伝建に向けては、地元の皆さん

の合意形成が前提であり、時期的なことは明言で

きないが、前向きに取り組んでいきたいとの答弁

でありました。 

 次に、議案第１０７号「平成１９年度西予市育

英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第１号）」

の審査につきましては、特段の質疑もなく決定い

たしました。 

 認定第１号「平成１８年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」総務常任委員会所管

分、また平成１８年度西予市育英会奨学資金貸付

特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、認

定に至るまでの過程における主な意見の中で何点

かをご報告させていただきます。 

 １点目としては、本庁舎、総合支所庁舎の宿日

直業務、清掃業務、また市内への文書配達業務に

おいて、本庁、各総合支所それぞれにおいて体制

が異なっているが、今後業務内容、体制等を精査

し、経費削減を図りつつ、それぞれの業務に応じ

て統一した方がいいとの判断である。できる業務

については、統一する方向で調整、検討願いたい

とのことでありました。 

 ２点目として、災害発生時における職員配備体

制の充実を図られたい。 

 ３点目として、他市のホームページを見ている

と、必ずといっていいほど条例が掲載されてい

る。西予市においては掲載されていないが、条例

の掲載を含め、今後なお一層のホームページの充

実を図られたい。 

 ４点目は、障害児教育における普通学級就学に

ついて、保護者の声、教育現場の声、就学指導委

員会の考え等を総括的に判断し、適切な運用をし

ていただきたい。 

 以上、４点が主な意見でありました。 

 最後に、委員会における議案審査等の総括をし

て、市長、教育長との懇談会を実施し、その中で

新庁舎建設事業における議会のかかわり方につい

て市長の見解を伺いました。これに対し市長から

は、今後においては設計業者が決まり次第、実際

に基本設計などをする段階で、議会あるいは市民

検討委員会とキャッチボールをしながら協議、検

討をしていきたいとの回答でありました。この庁

舎建設事業は、ＣＡＴＶ事業とあわせて西予市の

ビッグプロジェクトであり、その事業を推進する

中で市長の考えを聞く意義ある懇談会でありまし

た。 

 以上、総務常任委員会の報告を終わります。 

 平成１９年９月２６日、総務常任委員長藤井朝

廣。 

 以上です。 

 

○議長 次に、大竹厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

 

○大竹忠盛厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告書。 

 厚生常任委員会のご報告を申し上げます。 

 当委員会に審査を付託されました議案６件及び

認定８件の審査結果は、お手もとに配付の委員会



－82－ 

審査報告書のとおり決定いたしました。 

 以下、審査の過程におきまして、特に議論がな

されました事項について、その概要をご報告申し

上げます。 

 議案第１０１号「西予市墓地設置及び管理条例

の一部を改正する条例制定について」は、高速道

路建設に伴い墓地移転が必要となり公設墓地に加

えるものとの説明に対し、管理体制、区画数の質

疑があり、西予市が設置主体となり、管理は共同

の管理として２４区画との答弁でありました。 

 次に、議案第１０５号「平成１９年度西予市一

般会計補正予算（第３号）」の市民生活課に関す

る事項については、市民の協力をいただきごみ処

理費の節減が想定以上にあったが、その節減され

た財源の一部を市民に還元することについては、

委員会を立ち上げて検討されておりますが、財政

厳しい状況からして、基金積み立て等を含めた慎

重な対応をされたいとの意見がありました。 

 また、福祉事務所に関する事項については、市

になることによって設置された福祉事務所の業務

のあり方、審査は適正に行われているのかなどに

ついて質疑があり、生活保護世帯の認定について

は、法的に県から権限移譲されていて、詳細な審

査の上、適正な認定を行っており、市内の保護世

帯の現状等の説明がありました。 

 次に、健康づくり推進課に関する事項について

は、市内温泉施設を結ぶバス利用の件について、

利用者が多い日には積み残しがあったと聞くが、

その対応策について質疑があり、総合支所とも連

携を図り、利用者に不便をかけないよう努めたい

との答弁でした。 

 また、健康づくり推進課の健康づくり施策につ

いての質疑があり、４本の基本目標に基づき事業

を進めているとの答弁でありました。 

 次に、議案第１０８号「平成１９年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）」につい

ては、財政調整基金からの繰り入れの状況、今後

の財源見通し等について質疑があり、来年度から

は大幅な制度改正があり、負担割合も変わってく

るため、国保運営協議会でも十分協議を行い対応

していきたいが、今後においては、厳しい運営と

なり、今年度末の段階で基金の取り崩しが必要と

なってくる可能性もあるとの答弁でございまし

た。 

 次に、議案第１１０号「平成１９年度西予市介

護保険特別会計補正予算（第２号）」について

は、嘱託、臨時職員の雇用が多いのではとただし

たところ、諸般の実情を考慮して適切に対応して

いきたいとの答弁でした。 

 次に、認定第１号「平成１８年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定」のうち、市民生活課につ

いては、合併浄化槽と農業集落排水、公共下水道

との受益者負担に差がありはしないとの質疑に対

し、市単独で６割程度助成をしており、市単独の

助成は当市のみであるが、他の事業との組み合わ

せなど今後も引き続き検討していきたいとの答弁

でありました。 

 次に、八幡浜市に委託しているごみ処理費につ

いて、適正な運用がなされているのか。特に平成

２４年度の広域施設計画について早急に対応と方

針を示すべきではないかとただしたところ、県の

指導もあり、西予、大洲、八幡浜、伊方の広域施

設という考えで進めてきたが、大洲の施設が新し

いということで、現在は西予、八幡浜、伊方の広

域施設の検討を進めているとの答弁でありまし

た。 

 診療所の経営は三瓶を除き赤字経営であり、さ

らに工夫を重ねられたいとの意見がありました。 

 次に、福祉事務所については、市内保育所の公

立と私立の補助制度が変更になったことに伴い、

私立保育園に手厚い制度となったと聞くが、今後

の対応についてただしたところ、公立について

は、国、県の補助がなく交付税措置となり財源的

には厳しいが、今後においては関連施設も含め、

あるべき姿を求めていきたいとの答弁でありまし

た。 

 次に、健康づくり推進課については、健康診断

の受診率が地域によって低いところがあり、市民

の健康づくりのため健康診断は大切であり、受診

率の向上に努められたいとの意見でありました。 

 次に、認定第２号「平成１８年度西予市授産場

特別会計歳入歳出決算の認定について」は、今後

の授産場の経営について質疑があり、県下で唯一

の授産場であり、生活保護世帯の就労の場でもあ

り、利用者が今の状況である以上、続けたいとの

答弁でありました。 

 次に、認定第３号「平成１８年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」は、特に滞納額も多く、引き続き滞納整

理の適正化を図られたいとの意見がありました。 
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 次に、認定第１３号「平成１８年度西予市病院

事業会計の認定について」は、日本全体の自治体

病院の８０％が赤字経営の状況ではあるが、宇和

病院では７年ぶり、野村病院では８年ぶりの赤字

経営であった。全国的な地方の自治体病院は、医

師不足による経営難があることは理解できるが、

過疎化、高齢化が進む西予市にとっては、両病院

の役割は極めて重要であり、病院長を中心に関係

スタッフが心を一つにし、市民の安心・安全を守

るために鋭意努力されたいとのことでございまし

た。 

 次に、認定第１４号「平成１８年度西予市野村

介護保健施設事業会計決算の認定について」は、

すべての経費削減に職員が一致団結して経営努力

の跡がうかがえるが、赤字経営でもあり、引き続

き経営努力を図られたいとの意見がありました。 

 特別会計、企業会計ともに一般会計からの繰入

額も多く、なお一層経営改善に努められ、財政の

健全化を図られたい。 

 また、会期中に市長、第２副市長と病院診療所

のあり方について率直な意見交換を実施し、実の

ある委員会となったことをあわせてご報告いたし

ます。 

 以上、慎重に審査いたしましたので、報告とい

たします。 

 平成１９年９月２６日、厚生常任委員会委員長

大竹忠盛。 

 

○議長 次に、田中産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

 

○田中剛産業建設常任委員長 産業建設常任委員

会の報告を申し上げます。 

 去る９月１２日の本会議におきまして、当常任

委員会に付託を受けました議案１０件、認定６件

につきまして、９月１８日と１９日の２日間、関

係部課長の出席を求め説明を聞くとともに、現地

調査を行うなど慎重に審査を行いました。その審

査の経過並びに結果について報告を申し上げま

す。 

 まず、議案第９７号「高山漁港小浦船揚場の指

定管理者の指定について」その詳細を求めたとこ

ろ、船揚場利用者の大半が地元漁協の組合員であ

り、漁船の船揚げを対象とすることから、漁船の

登録の有無の確認が容易であり、施設の完全な管

理運営及び適切な処理が期待でき、船揚げ等での

事故に対して船舶損害保険の対応に熟知してお

り、万全の態勢が図られると判断し、明浜漁業協

同組合を指定管理者に指定したとの説明があり、

検討の結果、全員異議なく、原案のとおり可決決

定いたしました。 

 次に、議案第９９号「西予市中山間ふるさと・

水と土保全基金条例の一部を改正する条例制定に

ついて」は、国、県、市がそれぞれ３分の１を捻

出し基金をつくったもので、金利のみを一般会計

に繰り入れて土地改良施設等の維持に充てていた

が、国の要綱の改正で元金の取り崩しが可能とな

り、市としてもその一部を繰り入れて使用したい

と考えている。使途としては、市の単独事業の財

源に充てて事業の推進をしていきたいとの説明が

あり、検討の結果、全員異議なく、原案のとおり

可決決定いたしました。 

 次に、議案第１００号「西予市中小企業振興資

金融資条例の一部を改正する条例制定について」

は、市内の中小企業の金融難を緩和して、その育

成意識を図ることを目的とし、融資条例に基づ

き、市内金融機関へ預託し、信用保証協会の保証

つき融資を行っているところであります。今回、

平成１９年１０月１日より信用保証協会と金融機

関とが適切な責任共有を図る責任共有制度が制定

されることにより、市が保証する損失補償制度が

原則廃止となるために改正するものであります。 

 また、国の施策により第三者保証人非徴求の取

り扱いが実施されている現状を踏まえて、信用保

証協会から市町振興資金制度融資についての代表

者以外の第三者保証人非徴求の通知があったこと

から、今の厳しい社会情勢の中において、中小企

業者の経営及び資金繰りの厳しさを考慮し、制度

の有効利用を図るために代表者以外の第三者保証

人について非徴求とするものとの説明がありまし

た。このことについて、委員より、法人及び個人

保証人の数について確認が求められ、法人では２

名、個人では１名が今までの必要な連帯保証人で

あり、第三者の保証人の徴求を求めることについ

ては、今回の場合は非徴求ということになってい

るとの回答がありました。 

 検討の結果、全員異議なく、原案のとおり可決

決定いたしました。 

 次に、議案第１０５号「平成１９年度西予市一

般会計補正予算（第３号）」のうち、当委員会に
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付託となりました予算について議題とし質疑に入

りました。 

 委員より、急傾斜崩壊防災対策事業費の中で、

工事請負費が１，３３０万円計上されているが、

市内でも急傾斜地区は相当あると思われる。この

急傾斜地区の工事を実施する判断基準についての

質疑に対し、これは県補助要綱に基づいて実施し

ているものであり、がけ高５メートル、傾斜度３

０度といった要件がありますが、実質的には崩壊

したところを実施している。 

 台風が多く来たが、実施未完了のところが野

村、城川には多く残っており、今後はそういった

地域分を優先的に整備していくとの回答がありま

した。 

 検討の結果、全員異議なく、原案のとおり可決

決定いたしました。 

 議案第１１２号「平成１９年度農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）」について、浄化

槽を合併浄化槽に切りかえるとすれば、本人は環

境には迷惑をかけていない、老朽化による時期が

来ても自分には関係ないと思われているような感

じがする。これらは行政の手助けがないとできな

いのではないか。将来的に環境問題を含んで考え

るなど、これらをまとめて市町村整備推進事業で

取り組んでいくよう考えているのかとの質疑に対

し、現在県下全域で下水道計画の基本計画の見直

しをしている。基本的に西予市としては、現在の

下水道計画でいこうと考えている。公共下水道は

宇和・野村と三瓶の一部、あとは農集と合併浄化

槽の地区であり、市町村整備型も考えられるが、

当然単独浄化槽は生産していないので、合併浄化

槽になる。現段階では明確には分けておらず、今

後実施の段階で市町村整備型と単独の合併浄化槽

の分け方になるとの回答がありました。 

 これを受け、委員から、多くの住民に加入して

もらうよう努力をするべきであるとの意見が出さ

れ、検討の結果、全員異議なく、原案のとおり可

決決定いたしました。 

 次に、認定第１号「平成１８年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」申し上げます。 

 まず、委員より、第三セクターのグリーンヒル

青汁工場は黒字であるが、しかしながら最盛期に

比べケールの契約面積は４分の１となっている。

原因はファンケルの肥料を使わないと買ってもら

えないという状況が考えられる。今までつくって

いた方、やめられた方に尋ねてみると、つくって

も割が合わない。きちんと分析してみんながつく

れるような体制をつくるべきと考える。行政とし

て原因追求が必要であるとの意見が出されまし

た。 

 続いて、農業委員会に対して、自給率が３９％

という問題が起き、貿易自由化によってこれが加

速している。基本的な考え方で農業経営者がどう

あるべきかとの視点に立ったとき、競争力をつけ

るためには、企業の参入、農業者以外の農業に対

する参入等に伴う農地改革が叫ばれている。今後

の見方をどう考えているのかとの質問に対し、基

本的にお百姓さんが農地をつくるという概念で仕

事をしています。確かに地域によっては高齢化、

担い手不足が叫ばれており、企業が農業に手を染

めるということは悪いことはないのですが、破綻

した場合に農地として、また活用できるのかとい

うことが危惧されますので、時期尚早ではないか

と考えているとの回答がありました。 

 次に、認定第１１号「平成１８年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」膨大な財政金額であり、形が見えないことか

ら西予市民にわかりにくい、これが財政的に負担

能力を問われる気がする。 

 また、この事業を整備することにより端々が寂

れない配慮をお願いしたいとの意見が出されまし

た。 

 以上、議案１０件、認定６件すべて原案のとお

り可決決定いたしました。 

 以上で産業建設常任委員会の報告を終わりま

す。 

 平成１９年９月２６日、産業建設常任委員会委

員長田中剛。 

 

○議長 これより各委員長報告に対する質疑を行

います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第９７号「高山漁港小浦船揚場の指

定管理者の指定について」を採決いたします。 
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 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第９７号は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第９８号「外国の地方公共団体の機

関等に派遣される職員の処遇等に関する条例制定

について」を採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第９８号は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第９９号「西予市中山間ふるさと・

水と土保全基金条例の一部を改正する条例制定に

ついて」から議案第１０１号「西予市墓地設置及

び管理条例の一部を改正する条例制定について」

までの３件を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第９

９号から議案第１０１号までの３件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第１０２号「市道路線の変更につい

て」から議案第１０４号「市道路線の認定につい

て」までの３件を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第１０２号から議

案第１０４号までの３件は原案のとおり決定いた

しました。 

 次に、議案第１０５号「平成１９年度西予市一

般会計補正予算（第３号）」についてを採決いた

します。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第１０５号は原案

のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０６号「平成１９年度西予市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）」についてから議案第１１３号「平成１９年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）」についてまでの８件を一括採決いたしま

す。 

 ただいまの委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第１０６号から議

案第１１３号についてまでの８件は原案のとおり

決定いたしました。 

 次に、認定第１号「平成１８年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」を採決いたしま

す。 

 ただいまの委員長報告のとおり認定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、認定第１号は原案のと

おり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号「平成１８年度西予市授産場

特別会計歳入歳出決算の認定について」から認定

第１４号「平成１８年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計決算の認定について」までの１３件

を一括採決いたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり認定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、認定第２号から認定第

１４号までの１３件は原案のとおり認定すること

に決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時０５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時０８

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１４

号「西予市立三瓶中学校屋内運動場改築工事請負

契約について」から議員派遣までの５件を本日の

日程に追加し、追加日程とし議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議なしと認めます。よって、本案を本

日の日程に追加し、議題とすることに決定いたし

ました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第１１４号

「西予市立三瓶中学校屋内運動場改築工事請負契

約について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 上甲教育部長。 

 

○上甲教育部長 議案第１１４号「西予市立三瓶

中学校屋内運動場改築工事請負契約について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市立三瓶中学校屋内運動場は、老朽化し危

険であったため、平成１７年度に取り壊した施設

を建てかえるもので、生徒の教育の場として利用

するとともに、災害時における地域住民の避難場

所となる施設として整備するものであります。 

 この工事につきましては、去る９月７日、県内

８社による指名競争入札を行いましたが、低入札

価格による入札となったため、西予市低入札価格

審査会において工事履行の可否について審議する

こととなりました。 

 そこで、去る９月１４日に審査会が開催され、

慎重な審議の結果、今回の入札価格で履行可能と

判断されたことから、株式会社一宮工務店、代表

取締役井上歳久氏と工事請負額３億８７０万円で

工事請負仮契約を締結いたしましたので、議会の

議決を求めるものであります。 

 なお、本工事の完成期日は平成２０年３月１０

日を予定しております。 

 本工事に係る施設概要などにつきましては、お

手元に配付しております資料をご参照ください。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１４号については、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結とします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１４号「西予市立三瓶中学校屋内運動

場改築工事請負契約について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１４号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第１１５号

「政治倫理の確立のための西予市長の資産等の公

開に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第１１５号「政治倫理

の確立のための西予市長の資産等の公開に関する

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、郵政民営化法案等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律が１０月１日から

施行され、郵便貯金法が廃止されることに伴い、

郵便貯金に係る規定を削るよう本条例の一部を改

正するものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号については、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結とします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号「政治倫理の確立のための西予

市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１５号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、意見書案第４号

「地方の道路整備の確保に関する意見書（案）の

提出について」及び意見書案第５号「都市と地方

（中山間地域等）の格差是正に関する意見書

（案）の提出について」の２件を一括議題といた

します。 

 事務局長に朗読いたさせます。 

 

○九鬼事務局長 意見書案第４号「地方の道路整

備の確保に関する意見書（案）」。 

 道路は人や物の流れを支え、経済、社会活動の

根幹となる最も生活に密着した重要な社会資本で

ある。西予市は平成１６年４月に５町が合併し、

合併後の行政区域は東西５０キロ、面積５１５平

方キロメートルに及び非常に広範囲な区域であ

り、ことしで合併４年目を迎えるが、依然高齢化

の進展が著しく、過疎化現象が急激に進んでお

り、地域コミュニティーの崩壊が危惧されてい

る。 

 この状況を回避する施策の基本となるのは道路

整備であり、そこに暮らす人々が活力に満ち、安

全で安心な生活が送れる地域社会の実現には、道

路網の整備が必要不可欠である。 

 しかしながら、当市の主要道路の整備水準は、

全国的にも著しく低位にあり、平成１６年に延伸

開通した四国横断自動車道の利便性を十分に活用

できる状況になく、今後とも計画的かつ継続的な

整備を必要としている。このような現状におい

て、道路特定財源の使途見直しによる事業箇所の

縮小や整備進捗のおくれが生じるとすれば、財政

基盤の弱い当市にとって、合併後のまちづくりに

大きな影響を及ぼすことが懸念される。よって、

国におかれては、地方の道路状況を勘案され、道

路特定財源を道路整備のための財源として確保

し、地方公共団体への配分割合を高める等、地方

公共団体における道路の整備財源を充実強化する

ことを強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成１９年９月２６日、愛媛県西予市議会。 

 衆議院議長外６名。 

 意見書案第５号「都市と地方（中山間地域等）

の格差是正に関する意見書（案）」。 

 日本経済はバブル経済崩壊後、失われた１０年

と言われた長い不況期を経て２００２年２月以降

確実に回復基調にあると言われている。多少の世

上不安はあるものの、１０月の月例報告では、企

業収益は増収増益を堅持し、戦後最長と言われた

イザナギ景気に並ぶと報告されている。 

 しかし、現実の生活には全く実感はなく、むし

ろ地方においては、家計は確実に疲弊しているの

が実感である。このような中、都市との所得格差

は日増しに拡大し、自助努力の精神のみでは解決

できない多くの問題を抱えるに至っている。全国

的に広まりを見せている限界集落は、当市におい

ても言うまでもなく、１０年後には全集落の６割

以上を占める見通しである。将来に夢と希望を託

した市町村合併も国の構造改革、グローバル化に

よって財政議論ばかりが先行する夢のないありさ

まである。地方に住んでいて採算的に成り立たな

いことが十分わかっていても、先祖代々のこの地

を守らなければならないというＤＮＡは、いかん

ともしがたいところである。急激な競争原理主義

によってはじき出された地方の実情をご理解いた

だき、以下の点について国の温かいご支援を期待

するものである。 

 １、国産材の消費拡大の推進。 

 戦後地方経済がここまで疲弊した主な原因は、

森林資源の資産価値の目減りにあると思われる。

裏を返せば、森林資源の資産価値を高めることが

できれば、地方の再生は可能であると言える。も

し仮に戦後復興以降、全国の公共施設を主に国産

材を使用することを義務づけていれば、町の景観

はもとより、日本の経済、文化は全く違ったもの

になっていたと思われる。ヨーロッパが石の文化

として町並みの景観を今日まで綿々と維持してい
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ることを見れば、日本も木の文化として地産地消

を政策として奨励すべきである。 

 また、森林が地球温暖化対策に大きく寄与して

いることは周知のとおりである。戦前前後を挟ん

で国策としての森林政策は、山の頂上まで飲まず

食わずの命がけの作業であったと思われる。この

先人の努力を無にすることのないよう制度化して

いただきたい。 

 ２、中山間地域における零歳農家の所得安定確

保。 

 食糧自給率が４０％を切った現状において、自

給率向上は喫緊の課題である。これに対して政府

が進めている品目横断的経営安定対策は、やる気

のある農家が国際競争に勝てる足腰の強い農業を

目指すというものであるが、仮にこのような経営

を望んでみても、現実不可能な地域が全国には相

当ある。であれば、これらの農家、林家は非効率

な田舎を離れて都会にまとまって住んではどうか

という意見があるが、これが果たして正しいとは

到底思えない。先般の台風９号による多くの災害

は、森林の荒廃に伴う土砂崩れ、流木等が大きな

原因である。国土保全、地球環境保全、水源涵

養、あるいは日本が誇れる貴重な森林資源を経済

至上主義だけで片づけていいのかどうか疑問であ

る。 

 農業を営みながら森林資源の管理を行うこと

は、まさに一石二鳥である。そのためには、農家

が安心をして生活できる最低の生活を保障してい

ただきたい。そうすることによって後継者は農業

を継ぎ、集落は維持され、日本の社会から限界集

落などという言葉は死語になる。グローバル社会

になって労働力に国境がなくなった。特に日本の

ような先進国においては、知的労働とサービス業

との中間の職場が限りなく少なくなった。その結

果、都会には４００万人とも５００万人とも言わ

れるフリーターが存在している。この傾向は今後

さらに顕著化する。都会といえども既に労働力の

受け皿となり得ないのである。農業こそ最大の受

け皿である。そのためには所得保障を制度化して

いただきたい。 

 ３、地方における社会資本整備のおくれを解

消。 

 国家財政の悪化に伴って地方の公共投資がよく

やり玉に上がっている。確かに全国を見れば、華

美する公共施設や一見むだと思える道路がないわ

けではない。かといって、都市が全くむだもなく

効率的にできているとも思われない。地方におい

ては、上下水道を初め通信、輸送、道路等ライフ

ラインとも言えるべきものの整備がまだまだ未整

備である。 

 当市においても、合併して町の面積が急激に拡

大した。当然一体感を醸成する上にも早期にイン

フラ整備が必要であるが、地方交付税の削減と公

共投資予算の削減によって足踏みをさせられてい

る状況である。国の急激な政策転換によって地方

はなすすべもないのが実情である。都市と地方の

格差を助長させないためにも、政策の見直し、イ

ンフラ整備のさらなる充実を要望するものであ

る。 

 ４、海洋資源の見直しと品種改良のための研究

開発の推進。 

 資源の枯渇は何もエネルギー資源に限ったこと

ではない。海洋資源の枯渇も差し迫った重要課題

である。原因は言うまでもなく乱獲によるもので

あるが、このままでいくと、遠からず絶滅の危機

を迎えることになる。そうならないためには、と

る漁業から育てる漁業を目指す必要がある。今あ

る養殖漁業の維持発展はもとより、新たな研究開

発が必要である。そのヒントとなるのが、牛、

豚、鳥等の家畜化である。本来自然界に生息して

いたこれらの原種は、安定した食糧源とするため

に積極的に品種改良がなされてきた。その結果、

家畜化し安定供給を可能にした。 

 魚においては、この分野は手つかずの未開発分

野である。魚の品種改良、そしてどこででも飼育

できる魚の家畜化が急がれる。そのための調査研

究を積極的に行っていただきたい。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成１９年９月２６日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、衆議院議長外７名。 

 以上です。 

○議長 ただいま議題となっております本案は、

会議規則第３７条第２項の規定により提案理由の

説明を省略することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより質疑を行います。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結とします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、意見書案第４号「地方の道路整備の確保

に関する意見書（案）の提出について」を決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、意見書案第４号は原案

のとおり決定いたしました。 

 次に、意見書案第５号「都市と地方（中山間地

域等）の格差是正に関する意見書（案）の提出に

ついて」を決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、意見書案第５号は原案

のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

きましては、諸般の事情により変更が生じる場合

には、議長に一任を願いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 三好市長から定例会閉会のごあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、平成１９年第３回西予市

議会定例会の閉会に当たり一言ごあいさつを申し

上げます。 

 暑さ寒さも彼岸までといにしえからよく語られ

ておりますが、しかしことしは例年とは少し様子

が異なり、依然として日差しのきつい残暑が続い

ており、日々の異常気象に大変危惧を抱いている

ところでございます。 

 この昨今の異常気象に抗するかのように、国の

情勢におきましてもつい先ごろ安倍改造内閣が発

足し、都市と地方の格差是正に向けた政策にかじ

を切ったかに思えたやさきに、突然の辞職記者会

見、そして昨日は県政史上初となる親子二代の総

理が誕生し、福田内閣が発足するという事態とな

りましたが、衆・参両院でも与・野党が逆転する

というねじれ国会となっており、今後の国会運営

が不安定であることは察して知るべしというとこ

ろでありましょうか。 

 しかしながら、とにもかくにも今後の政策には

今日の疲弊をした地方に、より一層の温かいまな

ざしを向けた政策に期待を寄せる次第でございま

す。 

 また、先ほどは御三方の名誉市民称号授与式に

臨みましたが、ここに改めて地域の発展のために

ご尽力をされ、長年にわたる偉大なるご功績を私

たち市民一人一人が深く敬意と感謝の意を表し、

未来永劫に至るまでたたえたいと存じます。 

 さて、今期定例会は９月１１日から本日２６日

までの１６日間にわたる会期で提案いたしました

４８案件につきまして、滞りなく議了いただきま

ことにありがとうございました。審議の合間にお

きましては、さまざまなご指摘、ご意見をいただ

きました点につきましては、執行に当たり十分心

して努めたいと存じております。 

 また、一般質問につきましては、それぞれの立

場からさまざまなご質問、ご提案をいただきまし

た。それぞれ回答をいたしましたとおり、実施で
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きるものから進めていく所存でありますので、ご

理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げま

す。 

 これからも初秋とはいえ残暑が続きそうです

が、議員各位には健康に十分ご留意をいただき、

市政運営に一層のご協力、ご尽力を賜りますよう

お願い申し上げまして、閉会のごあいさつとさせ

ていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○議長 これをもって平成１９年第３回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後２時３１分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成１９年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ９４号 西予市名誉市民の称号を贈ることについて 19.９.11 原案同意 

議案第 ９５号 西予市名誉市民の称号を贈ることについて 19.９.11 原案同意 

議案第 ９６号 西予市名誉市民の称号を贈ることについて 19.９.11 原案同意 

議案第 ９７号 高山漁港小浦船揚場の指定管理者の指定について 19.９.26 原案可決 

議案第 ９８号 
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例制定について 
19.９.26 原案可決 

議案第 ９９号 
西予市中山間ふるさと・水と土保全基金条例の一部

を改正する条例制定について 
19.９.26 原案可決 

議案第１００号 
西予市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する

条例制定について 
19.９.26 原案可決 

議案第１０１号 
西予市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例

制定について 
19.９.26 原案可決 

議案第１０２号 市道路線の変更について 19.９.26 原案可決 

議案第１０３号 市道路線の廃止について 19.９.26 原案可決 

議案第１０４号 市道路線の認定について 19.９.26 原案可決 

議案第１０５号 平成１９年度西予市一般会計補正予算（第３号） 19.９.26 原案可決 

議案第１０６号 
平成１９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１０７号 
平成１９年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第１号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１０８号 
平成１９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１０９号 
平成１９年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

２号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１１０号 
平成１９年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

２号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１１１号 
平成１９年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１１２号 
平成１９年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１１３号 
平成１９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
19.９.26 原案可決 

議案第１１４号 
西予市立三瓶中学校屋内運動場改築工事請負契約に

ついて 
19.９.26 原案可決 

議案第１１５号 
政治倫理の確立のための西予市長の資産等の公開に

関する条例の一部を改正する条例制定について 
19.９.26 原案可決 

認定第  １号 
平成１８年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
19.９.26 認  定 

認定第  ２号 
平成１８年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の

認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ３号 
平成１８年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ４号 
平成１８年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳

入歳出決算の認定について 
19.９.26 認  定 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

認定第  ５号 
平成１８年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ６号 
平成１８年度西予市老人保健特別会計歳入歳出決算

の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ７号 
平成１８年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ８号 
平成１８年度西予市港湾整備事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第  ９号 
平成１８年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第 １０号 
平成１８年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第 １１号 
平成１８年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
19.９.26 認  定 

認定第 １２号 
平成１８年度西予市上水道事業会計決算の認定につ

いて 
19.９.26 認  定 

認定第 １３号 
平成１８年度西予市病院事業会計決算の認定につい

て 
19.９.26 認  定 

認定第 １４号 
平成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

決算の認定について 
19.９.26 認  定 

報告第  ７号 
平成１８年度西予市一般会計継続費精算報告につい

て 
19.９.11 報  告 

報告第  ８号 有限会社宇和オービーシステムの経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第  ９号 財団法人宇和町住宅協会の経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １０号 西予市土地開発公社の経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １１号 
社会福祉法人宇和町社会福祉施設協会の経営状況に

ついて 
19.９.11 報  告 

報告第 １２号 財団法人宇和文化会館の経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １３号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
19.９.11 報  告 

報告第 １４号 株式会社エフシーの経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １５号 株式会社城川開発公社の経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １６号 株式会社どんぶり館の経営状況について 19.９.11 報  告 

報告第 １７号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
19.９.11 報  告 

報告第 １８号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 19.９.11 報  告 

意見書案第４号 
地方の道路整備の確保に関する意見書（案）の提出

について 
19.９.26 原案可決 

意見書案第５号 
都市と地方（中山間地域等）の格差是正に関する意

見書（案）の提出について 
19.９.26 原案可決 

議会報告第２号 各委員会の視察研修報告について 19.９.11 報  告 

議会報告第３号 西予市新庁舎建設等特別委員会の中間報告について 19.９.11 報  告 

 行政報告について 19.９.11 報  告 

 議員派遣の件について 19.９.26 承  認 

 


